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はじめに

津田 葵

第2部 において は多文化 ・多 言語 現 象 が 進 んで いる日本 社 会 に焦 点 をあてる。日本 とブ ラジル

の交 流の歴 史は1900年 の初頭 にさか のぼる。第1章 で は最初 にブラジル に渡 ろうとした人々のた

めの移民 教 育 を中心 に論 をすす める。新 天地 での新 しい生 活 に賭 け た入々の歴 史の幕 明 けであ

る。そこにはさまざまな形 の異 文化教 育 があ った。現 存 の資料 か らその 内容 を紹 介 し、分析 を加

えることが 第1章 の 目的であ る。

一方
、ブラジルへ と渡った日本人 はさまざまな理 由で、日本へ とUターン化 する現 象 がみ られ、日

本 で暮 らして いる日系 人の子 孫 は現在30万 人 以上 にものぼる とい われ 新 たな移民 問題 が顕 在化

されつ つある。第2章 で はこうした事 態の 推移 に起 因する変化 の様相 を探 るため、広島 県東 部 地

域 をフィール ドとした研 究成 果 を概 説する。日系 ブラジル人 と日本人 との 共生 が、カトリック教会 、

家 庭 、学校 、地域 社会、そ して職 場でどのように意 識 され、共 生 にむけての施策 ・諸 活動 が展 開 さ

れて いるの か、そ して将来 にむけ ての課 題は何か につ いての分析 ・提言 をお こな う。

最後 の第3章 で は、日系ブ ラジル人に対 する日本社 会 の対応 を、地 方 自治体 、NGO/NPOの

ボランティア活動 、一 般市 民 の意 識 、お よび国の レベ ルに分 け て考 察 をお こなう。地方 自治 体 に関

しては滋賀 県下の事 例 をとりあ げ、ボランティア活動 と一般 市民 の 意識 につ いては大 阪府 で実 施

した調 査 結 果 を報告 する。さらに国 レベ ルの対応 については国会 で の答弁 を分析 し、日系ブラジ

ル人の問題 が外 国人全 般 の問題 につなが ることを示唆 する。これ らの研究 は、外 国籍 の人々との

これ か らの共生 社会 にむけ て地 方 自治体 やNGO/NPOが どんな対応 をしようとしているのか、

そ してそ こにどん な問題 が あるか を解明 することを目的 としてい る。
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言語の接触と混交

日系ブラジル人の言語の諸相

第2部 日系ブラジル人をとりまく日本社会

第1章 ブラジル移民へ の栞(し おり)

一 横 浜 ・神 戸 ・船 上 の 移 民 教 育 一
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ブラジル移民 への栞(し お り)一 横 浜 ・神戸 ・船 上の移民教 育一

横田睦子

日本か らブラジルに渡 った方々の故郷 で もなければ、彼 らの新 天地 であったブラジルで もない、

中間的 な空 問が ある。故郷 を離れ た彼 らが 移民 船 に乗 船 するまでを過 ごした横 浜や神戸 といった

港 町、そ して 目指 す ブラジルの港 までの船 の上である。これ らは彼 らが移民 教 育 ・異 文化教 育 を受

けた 「場」で あった。 日本 か らの大量 の移 民労 働 者 の渡航 先 が アメリカか ら南米 へ と変 わる時期

に移民 教育 施 設 として 開設 された横 浜 講習所 、続いて、1928年 に神戸 に設 置 され た国立移民 収

容 所、そ して45日 間という長 い船 上生 活 一 ブラジルへ と向か う人 々はこれ らの空 間で新 天 地 に臨

むまで の時 間をどのように費や していたのだろうか。この章 の タイトルに用 いた 「栞(し お り)」とは、

今 で は読 みか けの本 などにはさむ紙 片 であ るが、もともとは 「枝 折 り」と記 し、山道 などで旅 人が

後 進 のものが 迷 うことが ない ようにと木 の枝 を手折 って道 しるべ とした もので ある。この 意味 を踏

まえて、ブラジルを目指 した人々が 実 際に手に取 った出版物 としての栞(リ ーフレット、小 冊子 類)、

そして彼 らが 「道 しるべ」と仰 いだ移民教 育 を 「栞」と考 える。日本 を離 れ る彼 らにどの ような情 報

が与えられていたか、同時 に、国内の識 者 たちは彼 らにどの ような情 報 を与えていたか を紹 介 し、

分 析 を加 えることが本 章の 目的であ る。横 浜 、神 戸、そ して移民 船上 の人々が ブ ラジル上 陸前 に手

に したで あろう有 形 無 形の 栞 か ら、新 しい地 での 回生 に賭 け た彼 らの異文化 適応へ の 姿勢 を読

み取 ってみよう。

前史 一 ブラジル行きの始まり一

日本か ら海外 へ の渡航 が 許可 されるようになったの は鎖 国令 が 解 除 された1866年 以 降の こと

である。在留外 国 人に雇われていた 日本人の海 外 渡航 が 認め られ、これが 雇用移 住 の原 形 となっ

た。このような移 住の 多 くは過酷 な労働 と劣 悪 な環境 な どにより悲 惨 な結 果 と終わ っていた。この

背 景 には当時 まだ世界 的 に名 残 のあ った奴 隷 制 度 があ る。アメリカが 南 北戦 争 の後 に奴 隷 制度

を廃 止 したのは1863年 、本 書 の視 界 にあるブラジルで奴 隷 解放 が実 現 したのは1888年 だったの

である(注1)。日本 か らの本格 的 な人口の移動 、移 民が 始 まったの は明治 維新 以後で あり、丁 度この

時 期 と重 なってい る。海 を越 えての 目的 地は北 海道 、樺太 、朝 鮮半 島、台湾、中国、東南 アジア諸
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国、そ して南北 アメリカであ った。

明治元 年、無許 可のままハ ワイに渡った153名 の 「元 年者」と称 され る人々が いた。しか し労働

契約 終了前の帰 国者、3名 の 自殺者 が 出たことな どが重 く受け とめ られ、この後 の組 織 的 な移民 は

禁止 されている。これ ら初期 の辛 酸 を舐 めた人々に もし十分 な情 報、例 えば移 民教 育、異 文化教

育が 与えられて いた ならば結 果は変 わって いた のではないだろうか。後 年、ロ本政 府 はオース トラ

リアへ の短期 契 約移民 が成 功 したことを機 に海 外移 住へ の姿 勢 を緩和 させ ることになる。明治維

新 以 降の社 会変 動 により国 内の多 くの人々が 社会 的 な基 盤 を失 って いたこともこれ に拍 車 をかけ

る ことになっ た。特 に土 地 制度 の改革 と商 晶経 済 の発 達 と浸 透 は農村 部 の過 剰人 口 を生み 出す

要 因となっていた。このような国 内事情 は職 無 き民 の都 市 部へ の移動 はもち ろん のこと、海 外へ

の移民 とい う選 択の 十分 な下地であった。1885年 にはハワイ政 府 の強 い要 請の もと945名 とい う

大量 の官約 移民 が海 を渡 り、その 高い賃金 水 準 と初期 の移民 か ら伝 えられ る情報 に よりハ ワイ行

きを希望 するもの、そ してハワイよりも賃金 水準 が 高い とされ るアメリカを目指 す もの は急 増 したの

である(注2)。

しか しその 後、急 増 する日本人移民 に対 するアメリカ社 会 の反 応 は、 日露 戦 争後 急 速 に日本排

斥、いわ ゆる排 日の様 相 を帯 びるようになった。日露戦 争 中、世界 の同情 を集 めていたアジ アの小

国 日本 の勝利 の瞬 間か ら、各 国が 日本 に警 戒 の念 を抱 くようになったのである。一方、日本 政府 は

日本 人移民 が アメリカで醜 業 を営み恥 をさらしてい る、などの政府 関係者 の報 告 に、迅 速 に自主

的な移民 制限 を行 った。これが1908年 までに 日米両 国 間で 合意 に達 した 「紳士 協 約」である。ブ

ラジルへ の最 初の大 量 移民 を乗 せ た笠 戸丸 が神 戸港 を出たのが この1908年 であ ることは決 して

偶 然 ではない。そ して、 日本 で行 われ た移 民教 育 の講 習 内容 に伯 剌西 爾(ブ ラジル)と いう国名 や

葡 萄牙 語(ポ ル トガル語)講 習の文字が 登場 するの も、海外 に新 天 地を求 める人々がそ の行 き先 を

北 米 か ら南 米へ と変 えるこの頃なのであ る。

日本移民恊會横濱講習所

吉永さんへの手紙

1917年(大 正6年)の ある日、海外雄飛を夢見る吉永操義さんのもとに次のような手紙が届いた

(注3)。

拜啓 今度貴下の海外旅券を御取りになつた事を貴縣廳から承りました

誠に御目出度うお祝ひ申上げます。定めて近い内に郷里を御出發の事と存じますがその支

度は一體どうすれば一番よいのでしよう、又旅費はどの位ひ、心配になる横濱出帆の時の
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學力試驗や、身體檢査はどうすれば合格するのでしょう、船

中の心得や、上陸の時の心得果ては米國移民官の訊問や

學力試驗にはどう答へなければならぬのでしよう。又外國

へ行けばその國の言語や、衛生法、着物の着方から、髪の

結方、便所に行く事、寢床の用意から、湯に這入る事、料理

や御掃除等に至るまで皆な日本とは丸で違います。外國へ

行つて耻を掻かぬやうに豫め準備して行く事が大切です6

日本移民恊會横濱講習所では海外へ出る人に總て無料で

之等必要な準備をして差上げます。横濱から乗船の一週間

前に御出になつて講習を受けらるれば立派な資格が出來

るのです。講習所は外務省の特別補助や全國各縣廳の後

援で昨年四月に開校したのですがもう今年の十月で三千名

近くの卒業生が出ました。卒業した人は皆な渡航後成績が

よいのです。横濱から乗船なさるならば横濱に着き次第早

速入學なさい。若し長崎、神戸から乗船なさるならば舩が

横濱港へ着いたならば直ぐ御出でなさい夫等の人には又特

別に早成的の講習を致します。

写真1横 浜講習所(1916年 〉

(提供=財 団法人日本力行会)

横浜講習所開設の年に撮影されたもの。

女性の姿も見える。

講習所は講習の外に總て海外渡航者の味方となつて渡航上の事はどんな御相談にも應じ

ますから遠慮なく御問合せ下さい喜んで御返事申します

講習所に來るには横濱櫻木町驛で下車して、辨天橋を渡つて眞直ぐに進みますと突當り

に三階の大きな建物がありますから直ぐ判ります。講習所は貴下が一日も早く入學なさる

ことを待って居ます。

ピぎ　のままレ

大正六年 月 日

横濱市本町五丁目七拾壹番地

日本移民恊會横濱講習所

吉永操義 殿

この手 紙の 冒頭 部分 か ら、差 出人が 吉永 さんが籍 を置 く県庁 か ら吉永 さんが旅 券 を取得 した と

い う情 報 を得 ていることが わかる。このような手 紙 は海外 での労 働 を目的 とする旅 券取 得 者 に広

く届 け られて いたのである。この手紙 の差 出人 、「日本 移民 恊會 横 濱講 習所」こそ、海 を渡 る人々
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に移民教 育 を行 って いた 「場」で ある。設立 は文 中か らもわかるようにこの手 紙 が届 けられた前の

年 、1916年(大 正5年)で あった。

日本 力行 会 と永田稠

日本移 民恊 會横 濱講 習所(以 下、横 浜講 習所)の 設立 に尽力 し、初 代所 長 を務 めたのは 日本 力行

会二代 目会長、永 田稠 であ った。日本力 行 会は1897年(明 治30年)一 人の牧 師、島貫 兵太 夫 が東

京労働 会 の名で始 めた組 織 であ る。自らの苦 学体 験 をもとに貧 困の救 済 の対 象 を苦 学 生 に求 め、

自宅 をこの組 織 の場 として 開放 してのスター トであ った。やが て島貫 は移民 奨励 の世 論 も手 伝 っ

て、苦学 生の渡 米 を奨 励す るとともに、農 村部 の困窮 者の海 外進 出 をもす すめ、その案 内と教育、

送 出に力 を注 ぐようになった。組 織 の名称 が 中国の故事 、「苦学 力行」に由来する 「日本力 行会」と

なった のは1900年(明 治33年)の ことであ った。いわば移 民教 育 のパ イオニアであ った 島貫 自身

も海外 移住 に関する案 内書 を次々に執 筆 し、青年 たちの海 外移 住 熱 を高 めた一人で あった。この

移民 教 育 は組 織 が おかれ た東京 に とどまらず、国 内いたる ところに通信 教育 という形 で行 われて

いた。会 報、機 関紙 が 有料で 配布 されていたのであ る。1908年(明 治41年)の 時点で 国内外 の会

員が4,700名 余、移民 教 育 を受 けて渡 米 した もの が約2,600名 だった とい うことは特 筆すべ きで

あ ろう。この 年を前 後 して、この会 の移民 教 育 も当初主 な会員送 出先 であったアメリカに関するこ

とだけ ではな く、徐 々に南米 、特 にブラジルに関する内容 が多 くを占めることになるのである。

後 に横 浜講 習所 の所 長 となる永 田は1908年 に渡 米 し、その後 、アメリカで農業 に従事す る青年

たちの リー ダー的役 割 を果 たしていた。初代 会長 の命 を受 けて 国内の後 進 指導 のため に帰 国 した

の は1914年 の ことであ った。アメリカの 日本人 移民 の実 態、例 えば 「サ ンフランシス コでよごれ た

日本服 を着、子 供 をおんぶ して、手 にやかん をさげてぞろぞろ歩 き回 り、中 には四つ角 で立小便 す

るもの もいた」などを目の当た りにしていた永 田は、「北 米 の排 日は非人 道的 であったにして も日本

側 も研究 をして今後 の海 外 移民 の講 習所 を設 置 しなけれ ばな らない」と会 の後 援者 の 一人で あっ

た新 渡戸 稲 造 を軽 井沢 の別荘 に訪ね、訴 えている。新 渡戸 は 「それ は大 切 なことで、もっと早 くか

らや らね ばならぬ ことであったが、や ってくれ る人が いなか った。力 行会 でや るの もよいが、 日本

移民協 会 が で きたばか りで、有 力知名 の人 々が 顔 を出して いるか ら、表 面 は移民協 会 の仕事 に し

て所 長 を君 がやることにして はどうか」と応 じた(注4)。こうして横 浜 講 習所 は開設 され 、本 格 的 な

移民講 習が 、力 行会 でそ の手法 を熟 知 して いた永 田らによって始め られた のである。

『海外 渡航者 必携 』

永 田 による、 『海 外 渡航 者 必携 』は縦178mm、 横100mm、28ペ ー ジの小冊 子で ある。永 田は
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1916年(大 正5年)横 浜 講習 所 の開設 にともない 『新 渡 航法 』という書 物 を出版 してい るが、この

『海外 渡 航者必 携 』はそ の簡約版 である。

その内容 は、一 はしが き、二 旅費 の事 、三 渡航 者支 度の事 、四 故 郷 出發 の事、五 横

濱滞 在 の事 、六 神戸長 崎 より乗 船 の事 、七 乗 船 地 變更の 事、八 船 中の注 意、九 上 陸 の

心 得 、十 在 外 臣民 登 録 並 に徴 兵猶 豫 の事 、十 一 在外 同胞 の心 得、十二 横濱 講 習所 案 内か

らなる。一 のはしが きを見てみ よう。

いまかいぐわいりょけん しゅつばつ

あなたは今海外旅券の下附を得ました、近い内に出發せねばなりませぬが、洋服や其他の
ふう いた りよ ひ なにほどようい しんたいけんさ

支度はドンナ風に致しますか、旅費は何程用意しますか、神戸や横濱で身體檢査があり
こうかく せんちう いみんくわん

ますが、どうすれば合格するでせうか、船中の心得になる事や上陸の時に外國の移民官が
じんもん へ ん じ わか

訊 問 します が、何 と返事 を致 しますか 、そんな事 がよく解 ツて居 りますか。
この さつ し わか さうだんあ ひて

此冊子はそんな事が解らずに心配になる人の相談相手になる様に書いてありますが、こ
だ よ ゆ よ うい こと ば

れ丈け讀ンだ丈では未だ外國に行く用意が十分に出來たとは申されませぬ、外國の言葉
き もの き かた ね どこ よう い さう じ

や、着物 の着 方、便 所 に行 く事、寢床 の用 意 をす る事 、湯 に入る事、料 理 か らお 掃除 、外 國
さん こと そだ しょぐわいこく じじゃう

の病氣の事お産の事から子供の育て方、裁縫ミシンの使い方から、諸外國の事情等を日
た こころえ

本を立つ前によく心得て置かねばならぬ事が澤山にあります。
よこはまかうしふしよ たいせつ かね

日本移民恊會の横濱講習所では外國に行く人に大切な一切の事を銭を取らずに教えて
じようせん しゅっぱん かうしふしよ

居りますから、貴君は横濱から乗船するならば船の出帆する一週間か十日前から講習所
かうしふしよ なら い もくてきち つ

に來て講習を受けるがよい、講習所で習ツて行ツた人々は皆喜んで目的地に着いてから
れいじやつ

お禮 状 を送 ツて來て居 ります。
しんとかうはふ ぬ か

猶、此書物は『新渡航法』と申す物から抜き書きをしたので、新渡航法は此小冊子の外
ぐわいこく ゆ か

に外國に行く者の知らねばならぬ一切の事が書いてあるから、講習所に來る事の出來ぬ
ぜ ひ よ

者 は是 非讀 むが よい。
か うべながさき ふね よこはまていはくちう

神戸長崎には未だ講習所が無いから、船が横濱碇泊中に横濱講習所においでなさい、
しんせつ をし せうかいじやう ほ かた

何 か ら何 まで親切 に教 えて上 げ ます し、 紹 介状 などを欲 しい 方 には何 へ な りとも書 いて

上 げ ます(注5)。

文 中の ところどころにふ りが なが見 られ る。明治 以降 のふ りが な は出版 によって不 特 定多 数 の

読 者を想定 した文 章が 書 かれ るようになったことを示 す ものであ り、また、そ うした読 者の 質と量

を著者 の側 で考慮 しなけれ ばな らない事情 を示 す ものである。日本 国内 では1900年 当時、既 に

小 学校 へ の就 学 率 は男女 ともに80%を 超 えてお り、1905年 には95%、1910年 には98%に なり、
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1920年 には現在 と同 じ99%に 達 していた。この数 字 をこうした移民 教 育 を受 ける人々に当てはめ

てみ ると、このようなふ りが なつ きの情 報であれ ば多 くの ものが解 することが で きたと言 えよう。ふ

りが なの効用 としては(1)さ まざまな読 みのある漢字 を著者 の欲 するとお り、す なわち、著者 のこと

ば を正 確 に読者 に伝 える、(2)通 読 を容易 な らしめ る、(3)漢 字 の読み方 を知 らせ、また、ことば を

どのような漢字 で書 くべ きか を教 える、などが あげ られ るが、この場 合 は漢字 を教 えるというより

も、幅広 い情 報伝 達 が第 一の 目的で あったと考え られ る。しか し、全員 が この小 冊 子 の中で 述べ

られてい るような書物 、『新渡 航法 』を自在 に読解 し得た とは言 い難い。さらに、例 えば、文 中の 「移

民 官」なる職 にあ るもの が 自身 にとってどの ような関わ りを持 つことになるか は実 際の 講習 を受 け

てみ なけれ ばわか らない もの もいたはず である。個 人宛 の手紙 に始 まって、このわか りやす さを追

求 した小 冊子 は、さまざまな教 育 的背景 を持 つ人 々にあ まねく受容 され たにちが いない。講 習は誰

にで も開 かれ、そ して無料 であった。さて、その講 習の 内容 とは どの ようなものだったの だろうか。

『新渡航法』
ぐわいこく ゆ

この書物は、『海外渡航者必携』に「新渡航法は此小冊子の外に外國に行 く者の知らねばなら
か ぜ ひ よ

ぬ一切 の事 が書 いてあるか ら、講習 所 に來 る事 の出來 ぬ 者は是 非 讀 むがよい」と書 かれているよ

うに、講習 所で の講話 を網 羅 した内容 になって いる。その 一部 をここに紹 介 する。

1.第 一 編 海外 渡 航 総 論(注6)

「我 日本 の代 表 者 たれ」、 「膨 張 國民 の 自覚 」、 「世 界 に國 境 なし」、「世界 に異 人種 な し」、 「先

發 者 な り」、 「世界 共 通の憲 法」の六項 か らなる。 「我 日本の 代 表者 たれ」で は、 「足一度 日本 を離

るれば 日本人 は一人一人が 外 交 官 となる と同様 で、 日本 人一人 が盗 人 をす れば、其地 方の他 國人

は 『日本人 は盗 人 だ』と云 はれ るし、之 に反 して 日本 人が 一人、河 に落ちた子 供 を救 ってや れば其

地方 の外 國人 は 『日本 人は強 い偉 い』と讃めてくれ る」と例 え話 を用いていてわか りやすい 。「膨張

國民の 自覚」で はこの見 出しか らもわか るように当時 の 「帝国 の臣民 」の発 想 は、永 田のようにキリ

ス ト教 だ けでは なく、アメリカにお いて民 主 主義 の洗礼 を受 けた ものに とって も深 く植 えつ けられ

たものであることがわか る。そして、受講 者 には何 より効 果的 だったと思 われ る天照 大神 の御詔勅 、

「此土 地 は世々我 等 子孫 の統 治す 可 き國 な り」が 引用 され 、「此 土地 」は現 代 で は 「世界」と解釈 で

きると説 いている。 「世界 に國境 なし」では、この 発想 な くして 日本人 は世界 に発展 で きない とし、

続 く「世界 に異人 種 なし」で は 「野 蛮 人 だと云 ふて馬鹿 に した り、 白人 だとて恐 れ る必 要 は無 い、

皆 日本人 同様 だと心 得萬民 平 等 の取 扱 をす ることが大切 で ある」として いる。残 る 「先 發 者 な り」、

「世界 共通 の憲法 」で は先 發 隊の影 響 は永 きに及ぶ ことか ら、世界 共通 の善良なる気風 をつ くらね

ばな らないとして いる。まず は精神 論 か らのス ター トで ある。

ll6第2部 日系 ブ ラ ジル人 をと りま く日本社 会



2.第 三編 目的地 の選定(注7)

アメリカでの排 日は海外 を目指 す もの に決定 が 困難 な選択 を与 えて いた。この箇所 で は受 講者

の健 康状 態 をその選択 の際 の決め 手 の一つ としてあげ ている。健 康体 のものであれ ば、何 れ の土

地で も堪 えられ ない ことは ないとするも、多少 故 障のあ るものは 目的地 をよく考 えるようにと進 め

て いる。永 田は以下 のように 「風 土気候 の よき國 をはじめ とし、漸 次不良 な地 方の順 に」と実 際 に

気候 の よい順 に国名 を挙 げ ている。

北 米合衆 国本 土、南米アルゼ ンチン、英領加 奈 陀、布 哇、ブラジル、墨西哥 、セ レベス、

比律 賓 群 島、ペル ー、英 蘭領南 洋 各地

ブラジルは丁度 中間 に挙 げてあるが、この頃 には既 にアメリカ ・カナダ・ハ ワイへ の移民 数 は制

限 されていたのであ る。不 名誉 な1榎位 に挙 げ られて いる国 は気 候 が不 良 とい うよりも、前史で述 べ

た ように移民 が失 敗 に終 わってい る国 と合 致 している。

また、学 歴 による目的地 の選定 は受講 者 に とって重要 であったにちが い ない。永 田は 「この情 報

は外 務 省の 内規で公 知 で きない」、「従 って著者 は断言 で きない」と断 りなが らも、力 行会 で旅 券

獲 得 者 の支 援 をして きた経 験 上の情報 を披 露:している。これ によると、アメリカが 高等 専 門学校 、

カナダ及 びハワイが 中学卒 業者、そして ブラジルを含 む他 の諸外 国は小 学校 と書か れて いる。た ま

たま筆 者 が手 にした 『新 渡航 法』には、当時 の持 ち主 の手書 きなのか、この項 に 「学校 出 ハキラワ

ルル」というインクの文字 が書 き込 まれて いる。同種 の案 内書 にもたびた び登 場す るが、労働 条 件

に対す るス トライキ を呼 びかけるのが 思想 などを学 んだ 高学歴 の ものだった か らだ と思われ る。

3.第 四編 各 國事 情 第 四項 伯剌 西 爾(注8)

第 四編各 國事 情 では二十八 力国の地 理、言 語、その他 の事 情 などが 説明 されて いるが 、これ も

各 国に会 員を送 り続 けた力行 会 のネットワー クな らではの箇 所 である。ブラジルはその うち第 四項

に挙 げ られ 、以下のように説明 されて いる。

第一、米作が将来有望、伯剌西爾は南亜米利加第一の大きい國で、(中略)土地が肥へ

ているから農作に適當して居る。低地は有名なアマゾン河に沿つて居る地方で、全國面

積の三分の一を占めて居る。土地が平かで其上肥へて居るので農作には誠に結構である

が、熱帯であるから、或は日本人には堪へられないかもしれない。気候は四季變化がない

が、降雨期と乾燥期とがある、中部の方は気候が温和で流行病がないから移民には適當

である。夏の平均温度は摂氏の約二十八度内外で、山地や南海岸の平均は二十三度であ
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旧「国立移民収容所」(後の 「神戸移住センター」)2003年8月 横田撮影

建物の前には「ブラジル移民発祥の地」の石碑が立つ。現在は1階 東

側に「移住資料室」が整備され、2階から4階 は主に芸術家の創作と交

流などに利用されている。撮影冂には4階 で日系ブラジル人児童のた

めの夏休み講座が開かれていた.

移民で賑わう収容所近くの店(提供:株 式会社商船三井)

るか ら、丁 度我 長崎 に似 て居る。(中略)南 米

各 国で は皆 西 班 牙語 であ るが之 の國 に限っ

てポル トガル語であ る。

九州 地方 か らブ ラジル に渡 った人 も多い。長 崎 の

ような気候 だ と真 に受 け て愕 然 とした もの もあっ た

のではないだろうか。ブラジルに渡ったものの 多 くが

農 業 従事 者 だったことを考えると、肥 えた土 地 とい

うもの は大 きな魅力 だったことだろう。また、ブラジ

ルに関 して は周辺 諸 国 とはちがっ てポル トガル語 が

使用 されてい ることが明記 されている。

この 他 にも、 日本か らの移民 の 多 くが さかん な農

業 の中で もコー ヒー 栽培 に従 事 して いるが 、ブラジ

ル政 府 が 米作 を奨励 していること、その方 法 が 「幼

稚」で 「田畑 に水 を入 れて遣 らない」の で改 良の余 地

があ り、「今、日本 の農民 が行って遣れ ば必ず 成功 す

る」として いる。時 を経 て、上 空 か らブ ラジル全域 を

見 渡 すと、整 備 された用水 路 が確 認 で きるのは 日本

か らの移民 が多 く入植 した地域 で あることは決 して

偶 然 ではないと思 われ る(注9)。そ して、実 際 にブ ラジ

ルを視 察 した経験 か ら、

一、伯 國 では小 供 を育 てるのに楽 だ

一
、宏大 な農 業地 が何 程 で もあ る

一、気候 が案 外 に宜 しい

一、日本 人を歓 迎する

一
、労 働 者か ら漸 次獨 立殖 民 になれる

としてブ ラジルの紹 介 の ペー ジを終 えている。北 米

での排 日の気 運が 日本人 移民 の土 地所 有 を阻み 、そ

して、移民 そ のものが 制 限され た時代 に、受 講者 の

目に飛 び込 んで きた この最 後の五 箇条 は夢 のような

文言 で はなかった か。この後 も版 を重ねて読 み継 が

移民の敵、トラホームの検査(提 供:株 式会社商船三井)
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れ た 『新 渡 航法 』は他 にも船 中の心 得 、携 帯 品、衛生 につ いても詳 しく教 えを説いて いるが、これ

は後続 の案 内書 、冊 子 などのいわば ひな型 となった。永 田 自身が 、別人 が著 した案 内書 の類 を紐

解 くと、かつて 自身が 書 いた もの がその まま書 き記 されていて驚 いたが海 外 渡 航者 の利 益 になる

の ならこれ を歓 迎 したい と述 べてい るほ どであった。

各地 に広 がった移民 教育 の 「場」

さて、1916年(大 正5年)に その初 版 が 出版 された 『新 渡 航 法』だが、 版 を重 ね てその 第六 版

(1921年)に は著 者の 永 田が この横 浜講 習所 との関係 を絶 つとい う記 述 が見 られ る。 日本力行 会

と永 田稠で設 立の 経緯 を述 べ たが、 名前 は貸 す が資 金提 供 をしない という日本 移 民協 会 との確

執が あったか らである。無料 で教育 が施 されるこの講 習所 の運営 資金 は専 ら永 田らの 奔走 による

寄付 金 によって得 られていたのだ。またあ るときには永 田は外 務省へ の出頭 を命 じられている。恐

る恐 る出か けてみ ると「移 民講 習所 をやって いた だいて感 謝 しておる、少々御 援 助 をいた したい」

と通商 局長か ら1500円 の援 助 を受 けたというエ ピソー ドも残 っている(注10)。この後 、永 田は外 務

省 、神 奈川、兵庫 、長崎 の三県 と交 渉、そ の結果 、望みか なって各県 に海外 渡航 講習所 が 設 置 さ

れ ることになった。次に述べ る国立移民 収 容所(神 戸)は そ の一つ である。

国立移民収容所(神戸)

前 出の永 田らの尽 力 もあって移 民教 育 の場 は各 地 に広 が った。神戸 に国立移 民収 容 所(後 の

「神 戸 移住 センター」)が設 立 され たの は1928年 ρことである。笠戸丸 に よる最 初の大 量 移民 がブ

ラジルに渡 ってか ら20年 が経 過 して いた。資 料 ユは1928年7月25日 の乗 船 を目指 した 一行 が 過

ご した一 週 間の日程 表で ある。全 国各 地 か ら故 郷 を後 にした人々が 疲労 回復 をする間もな くこの

ような集 中講 義 を受 講 していた。また、連 日の予 防注 射 に より熱 を出 して寝 込 む ものもあ ったとい

う。そんな中での楽 しみ は食 事で はなかったか。資料2の 献 立表 には 「シュチュウ」「ハ イシビーフ」

とい ったカタカナの料 理名 も顔 を出 している。

ここで の生活 が 生 き生 きと描 かれてい るの が第一 回芥 川賞 を受 賞 した石 川達 三の 『蒼 氓 』であ

る。小 説 とい う体 裁 をとってい るものの、 石川 自身が ブ ラジル に渡 航 した際 の経 験 を記 した 『最

近 南米 往 来記 』と照 らし合 わせ てみ ると、主 人公 の男女 の心 模様 を除 くと、収 容所 内 や船上 での

エ ピソー ドの ほとん どが 、石川 の 目の前 で実 際 に起 こったことだったということが わかる。例 えば

『蒼 氓』に も登 場す る、 トラホームのため にこの収 容所 に入 ることさえ許 されず、行 くあて もな く収

容 所前 の坂 道 を降 りる家族 は、実 際 に石川が 神戸 で出会 った家族 であ った。石川 はこの収容 所 で
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第九回 収容行事表 入所 七月十八日 郵船備後丸 退所 七月廿五日 出帆 七月廿五 日午后二時

順日 月日 七曜 午前 午後

朝食時間 開始時間 行事 晝食 開始時間 行事 入浴 夕食 備考

1 七月十八日 水 自七時 九時 身体検査、 自十二時 自一 時 自七時

至七時半 配 室、 至十二時半 至五時 至七時半

講話:入 所中

心得、渡航支

度心得

2 同 十九日 木 全 八時半 第 一 回注 射、 全 全 全
講習:ブ ラジ
ルー般事情

3 同 二十日 金 全 全 講習:語 學 全 署名 全 全

農牧事情

4 同二十一 日 土 全 全 種痘・注射(第 全 水上署ノ鑑定 全 全
一 回未了者)

、

衛生講話

5 同二十二日 日 全 全 講習:語 學 全 荷物個数調査 全 全

講話:ブ ラジ
ル國教

6 同二十三日 月 全 全 第二回注射、 全 渡航費計算 全 全
講習: (家長及單獨

(婦 人 ノミ) 渡航者ノミ〉

7 同二十四日 火 全 全 注射及種痘 全 全 全

(未 了者ノミ〉、

家長打合會代

表者會議

8 同二十五日 水 自六時 午前一時退所 自十時
至六時半 出發 至十時半

資料1神 戸移民収容所の一週間(1928年7月18日 ～7月25日)移民収容所(編)『移民収容所概要』(和歌山市民図書館移民資料室所蔵)より作成

第九回収容(備 後丸)食 事献立表

月日 朝食 晝食 夕食 月日 朝食 晝食 夕食

七月十八日 煮魚 野菜 牛肉 日本煮 同 二十二日 豆腐野菜味噌汁
巻昆布

焼魚 野菜 ハ イシビーフ

同 十九日 豆腐 葱 味噌汁

福神漬

焼魚 野菜 かまぼこ 野菜 同 二十三日 油揚菜 味噌汁
花良京

煮魚 野菜 玉子焼 野菜

同 二十日 油揚 野菜 味噌汁

切スルメ

煮魚 野菜 天婦羅 野菜 同 二十四日 薄揚 モヤシ

味噌汁 麹漬

牛肉 日本煮 焼魚 野菜

同 二十一 日 薄揚 若布 味噌汁

芥子漬

シュチュウ 煮魚 焼豆腐 同 二十五日 豆腐煮布 味噌汁
梅干

煮魚 野菜

備考 一 本献立表は其時期によりて變更するも本表は其の一例として掲げたり 二 主食物は内地産米飯 とす

資料2移 民収容所の献立表(1928年7月18日 ～7月25日〉移民収容所(編)「移民収容所概要亅(和歌山市民図書館 移民資料室 所蔵)よ り作成
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の講習 の様 子 を以下の ように記 して いる。

昼 の間 は毎 日のようにブラジル語 とか

カトリッ ク教 とか を教 え込 まれ る。夕 方

か ら後 は各 家 族 ご とに近所 の渡 航 用 品

廉 売 所 へ 行っ て あ らゆる道 具 を買 い 集

める。(中略)こ うして一 週 間が経 過す ると

して最後 の朝が 来 れば、一 同は講堂 に集

まって所長の最後の訓辞を受 ける。(中略)

「海外 渡航 発 展 の諸 君万 歳1」 を三 唱 す

る。そして一 千 の民 が これ に和 する。こ

れで 日本 における生 活 は終わったのだ

(注11)。

大阪商船の「栞」

さて、駆 け足 でブラジルを目指 す人 々を対 象 と

した講習 内容 を紹 介 してみたが、多 くの 日本入を

ブラジルへ と運 んだ大 阪商船(現 ・商船 三井)の

「栞 」を当時 の講習 風 景 とともに紹 介 した い(資

料3、 写真)。 『南米航 路 案 内』は一枚 刷 りのリー

フレッ トを2箇 所 で折 った ものであ る。このうち

携 帯 品 に関す る注 意 を見てみ よう。女 性 が 着用

す るスカー トにも(袴)と い う苦 肉の説 明が あ り、

船 中で は 「猿 股(ズ ロース)」を身 につ けるように

説 いてい る。これ は当 時の 一般 の女 性 が着用 し

ていた 「着 物 に細 帯」の 姿 が 欧 米 の寝 巻 き姿 を

連 想 させ るもの で、船 中で起 こるさまざまな風 紀

上 の紛 争 か ら女 性 を守 るため の記 述 であった。

これに さきが け、北 米 ・ハワイに向か う女 性 たち

に移民 教 育 を行っ ていたキ リス ト教 女子 青 年 会

船内の調理場での料理講習会(提 供:株 式会社商船三井)

ポルトガル語教室の先生は再渡航の少年(提供1株 式会社商船三井)

甲板の衛生教育風景(提 供:株 式会社商船三井)
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(YWCA)は 着 物 の上 にもう一枚 「被 布」を身 につ けるように と説 いて いたたが、この栞 で は紛 争 を

目の当た りに したのか、当時 の船 会 社職員の方 々が実 利 に見合 う直接 的 な表 現で乗 船 者 を教 育 し

ようとしていたと言えるだろう。

船 内では再渡 航 者 の子 供 を講 師 にポル トガル語 の教 室が 開か れ、女性 たちは船 内で 洋裁 を学

びなが らブラジルで着用す る簡単 服 を縫 い、着 物 に別れ を告 げ た。上 陸後 の主食 になるパ ンを焼

く講 習 もあった。船 医 らは渡 航 者 の眼病 に気 を配る合 間を縫って(ト ラホームになると上陸 が許 さ

れ なか った)、医者 のい ない奥 地 に行 くもの らに対 して衛 生教 育 を施 した。近親 者 のいない土地 に

行 く女 性 たちはお 産につ いての講 義 に も熱 心 に耳 を傾 けた。船上 の小 学 校 は子 供 たちの声 で賑

わい、毎Elの ように新 聞も配布 された。教 室は彼 らが 三度 の食事 をとる 「特 別三 等食 堂 」であ り、

また甲板の上 であった。

南米航路案内

四

五

六

七

八,

木綿製折襟の勞働服(ワイシャツ、ネクタイ不要のもの)數組、シャツ、ズボン、靴下、和服(寢 巻の外不用)等 。婦人は木綿製の簡單な

る洋服、男兒には半ズボン、女兒には短いスカート(袴)が便利であります。

婦人は必ず猿股を、兒童には腰巻を御用意さる・事。

帽子、男は鳥打、麥藁、中折、女は不用。

靴、男は兵隊靴に類似せる丈夫なもの。女は短靴(靴 下は長くて脚部を露出せざるもの)

蚊帳、毛布、布團(之 は上陸後御使用のものです船内で之等の設備は皆取揃へて居ます)

寢巻は浴衣、但し可成釦等にて胸の開かぬ様に出來たるものが宜敷。

洗面器、薬罐、食器、錻力製洋食皿、ナイフ、匙、鍋、鋸、金槌、手拭、小刀、石鹸、紙、封筒、齒磨粉、楊子、鋏、剃刀、鏡、手帳、針、

糸、ペン軸、ペン先、鉛筆、其他。

従来使用せし農具にて携帯便なるもの。

右の外贅澤品、米、味噌、醤油、絹物類其の他商品と認められたるもの(商 品には重税を課せらる〉及び凶器一切は御持参されてはいけませ
ぬ。尚出發港又は寄港地にて巧に種 の々甘言を以って衣類等を賣付 くるものがありますが、これは無用の費用を檜すのみで不利益ですから

これ等の勸誘に應ぜぬやう御注意下さい。

資料3「 南米航路案内』より 携帯品

おわりに

石川 達 三 は国立収 容所 を「追 放者 のホ ー ム」と呼 び、ブ ラジルまで の45日 間の船 上 生活 を「人

生 のブランク」と称 した。そのような視点 も然 り、しか し、移 動 による摩 擦 はまた新 たなエ ネルギー

を生み出す。この 「人生 のブランク」に、故 郷 で も、そ してブ ラジルで もない 「場」で人々は人生 のリ

セ ットを試 み るか のように、老い も若 きも揃 って異文化 に備 えるスター トをきったの であ る。石川 は
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訪 問者 として ブラジルを訪 れた。しか し、彼 が ときに同情 の眼 差 しを投 げか け た民 は、や がて 目の

前 に広が る新 しい地 で生 き抜 か なけれ ばな らなか ったの である。そこにはさまざまな 「栞」があ っ

た。日本 力行 会 の永 田らが 蒔 いた移民 教 育の種 は、その受 講 者 らによって育 まれ 、そして彼 らは、

ブラジルか ら日本へ と新 たな情 報発信 を重 ねた。後 進へ の 道 しるべ一 「栞 」はそ の後 も日本 ・ブラ

ジルで生 み出され ることになったのである。

ときは21世 紀を迎 え、日本 を新 天 地 と目指 す人々が いる。そ して既 に国 内のあちこちに彼 らの生

活 の一 部始 終が あふ れ始 めている。その中 には過去 にブ ラジルへ 渡 った人々の子 孫 も多い。彼 ら

に対 してどのような 「栞」を提 供 してい くべ きか を考 えるときが きて いる。

〈大阪大学21世 紀COEプ ログラム特任教員(COE)〉

1若 槻 泰雄 ・鈴 木譲 二 『海 外移住 政 策試 論』 福村 出版1975pp.53-60。

2村 山裕三 『アメリカに生 きた日本人 移民』 東洋経 済新 報社1989p.5。

3日 本 移民協 会横 浜 講習 所 「横 浜講 習所 より移 住者 宛講 習案 内 吉永操 義 殿 」 日本 移民協 会横 浜講 習所1917全 一枚(20

×36cm)実 物は縦 書 き。原文の まま。

4永 田稠 『力行 会七 十年 物語』 日本力 行会1966pp.39-40。

5永 田稠 「海 外渡 航者 必携 』 日本 移民協 会横 浜講 習所(出 版年不 明)pp.1-2。

実 物 は縦 書 き。原文 のまま。

6永 田稠 『新 渡航 法』第六 版 日本力行 会1921(初 版1916)pp,1-6。

7前 掲 、pp,20-26。

8同 、pp.43-50。

9ク イヤバ 、マ ナウスなど。この他 、パ ンタナール大湿 原 を囲 む日本 人入植 の農地全 域(筆 者に よる観察 、1988年4月 、5月)。

10永 田稠 「力 行会 七十年 物語 』 日本力 行会1966p,41。

11石 川達 三 「最 近南米 往来記 』 中央公 論社1981p.17。

【主要参考文献】

●石川達三 『最近南米往来記』中央公論社1981● 大阪商齢 『南米航路案内』大阪商船(出 版年不明)● 永田稠『新渡航法』第六版 日本

力行会1921(初 版1916)● 永田稠 『海外渡航者必携』日本移民協会横浜講習所(出版年不明)● 永田稠 『力行会七十年物語』日本力行会

1966● 横田睦子 『渡米移民の教育 一栞で読む日本人移民社会一』大阪大学出版会2003
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言語の接触と混交

日系ブラジル人の言語の諸相

第2部 日系ブラジル人をとりまく日本社会

第2章 日系 ブラジル 人 の コミュニケーション

ー 広島県東部地域の事例研究一
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カトリック教会における外国籍信徒 との共生への歩み
一 広島教区における日系ブラジル人を中心に一

津田 葵

日本 カトリック国 際協力 委員会(注1)は 、2001年3月 、日本 の カトリック教会 にお ける外 国籍 信徒

統 計(推 計)を発 表 した(注2)。その統 計 に よると登 録 されてい る外 国籍 信徒 数 は全信 徒 数の48%

に当たる406,972人 。超過 滞在 者 の信 徒 数(推 計)を加 えると総信 徒 数の50%を 上 まわる。外 国籍

信 徒 数 を教 区別(注3)に み ると横 浜 教 区の92,614人 、名古屋 教 区の75,143入 。浦 和(さ いたま)教

区の6Z821人 とつづ く。外 国籍 の信 徒 数 が50%を 超 えて いる教 区は横 浜、名古屋 、浦和(さ いた

ま)、京都 である。信 徒 の出身 国はブ ラジルの192,999人 を筆 頭 に、フィリピンの95,155人 、ペ ルー

の38,686人 、韓 国 ・朝鮮 の34,342人 である。

この節 では、こうした国際 化 が確 実 に進 んでい る日本 の教会 に焦点 を定め、「共 生」へ の取 り組

みが広島 教 区の教 会 でどのように位置 づ けられているのか、外 国籍 の信 徒、特 に 日系 ブラジル人 と

日本人信 徒 がそ れをどのように受 けとめ、実 践 して いるの かを考察す る。本 来、「教会」はユニバ ー

サル なレベルで の 「世界 の教会 」、ローカルな意味 での 「日本 の教 会」、さらに、よりロー カルな地域

社 会 の 「教 区の教 会 」を包 括 した概 念 をさす。このことを鑑 み れ ば、 「共 生」へ の教 会の取 り組 み

も、上 記の3つ の意 味 での 「教 会」の概 念 と切 り離 しては考えられ ない。

本論 で は、まず、移住 者 との共 生 にむ けての概 念 を 「教 会」とい う組 織 にお けるとり組 み ととらえ

た上で、教 皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ世 か らの呼 びか けを読 み とる。さらに、そ うした呼 びか けの 目的 を

遂 行 するために設 けられ た委 員会、特 に、日本 カトリック難 民移 住移 動者委 員会(J-Carm)の 活

動 をみてみ る。また、広 島教 区で の 「共生 」に関する教 区 主催 の行事 の役 割 、全 国キリス ト教連 絡

協 議会 の機 能 を考察 する。次 に、広 島教 区で の外 国籍 の人々と深 く関わ って使 徒 的活動 に専念 し

てきた司牧者 へ の インタビュー、教 会へ 通う日系 ブラジル人、日本人へ のア ンケー トとインタビュー

を通 してみえて きた教 会 の現実 を浮 き彫 りにす る。最後 に、共 生 に向 けての 日本の教 会 の課題 、展

望 につ いて述べ る。

世界の教会における共生の概念

移住 と諸宗 教間 の対 話=2002年 教 皇 ヨハ ネ・パ ウロニ世 のメッセージ(注4)
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教 会 は本 来、誰 をも差 別することなく、すべ ての

人々 に開か れてい る。この意 味 で教 会 はいつ も多

国 籍 といえる。 しか しなが ら、 そ のあ り方 は多様

で、大 都 会 にある教 会、地方 にある教 会、農村 と

工 業地 帯 の教 会、 外 国 籍信 徒 の多 い教 会 と比 較

的少 ない教 会 とい うように一様 で はない。そ のよう

な違 いをふ まえて世界 的 な観 点 か ら世界 のカトリッ

ク教 会 の方 向 づ け をす るため教 皇 庁 移 住移 動 司

牧 評議 会(注5)が 設け られて いる。

2002年 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ世 は、全 世界 の教

会 にあてた メッセージの中で、地球 のさまざ まな地

域 に移 住す る人々、そ ういっ た社 会 現 象 に密 接 に

関わっ てくる諸 問 題 に的確 に対 応す るため に熟 慮

す る義務 が あることをよびかけた。そして真 の意 味

での 共 生 が 成 就 す るた め には異 なる宗 教 の信 者

に対す る不信 感 や先入 観 、恐 怖 心 などの心 のバ リ

ケー ドを壊 すこと、その ためには対話 と相互の寛 容

さが要 求 され ると説いた。小 教 区共 同体 は さまざ

まな信 仰 と文化 とを生 きてい る人び とが 真 の 出会

い を学 んで い くことが で きる場 であ り、 対 話や 体

験、受 けた恵 みを分 かち合 うことによって、共 通善

に奉 仕 しあうとい う目標 に向けての力 となることを

強調 している。

人種 主義 、外 国 人排斥 の克服 にむけて=

2003年 教皇 ヨハネ ・パウロニ 世のメッセージ(注6>

2003年 のメッセー ジの 中で、教 皇 は私 たち 「地

球 市民 」は国籍 、社 会 的 、民 族 的出 自に よって 決

定 され るので はな く、本質 的 にイエス ・キ リス トへ

の信 仰 と三位一 体 の名 にお ける洗礼 に よって決 ま

ると述べ て いる。新 しい人々が あ る小 教 区共 同体

2000年 度 教区別外国人登録者信徒数(推計)
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に来た ときに、その土地 の言葉 が 話せ ず、その土地 の習慣 に従 わなかったため に受 け入 れ られ な

か ったと感 じるな らば、彼 らは 「迷 える子羊」になる可 能性 が ある。キ リス ト者 共 同体 は彼等 に心

を開 くことによって他の文化 圏か らや ってきた新 しい信 者 が もた らす賜 物 をとお して、聖 霊(注7)に

よって豊か にされ る。より深 くキリス トに根 ざす ために、キ リス ト者 は自分 自身に固執 する傾 向 を克

服 し、他 の文化 の人々 の うちに神 のみ業 を認 めるようにしなけれ ばな らない。日々の 挑戦 におい

て、利己 主義 か ら解 放 され、利 他主 義へ 、拒 否か ら連帯 へ と私 たちを導 くことが で きるの はキリス

トのあが ないの恵みであ る。そ れ と同時に、移住 者 たちにも、彼 らを受 け入 れてくれる国を敬 い、

その国の法 律、文化 、伝 統 を尊重 する義務 があ ることを認 識す るように勧 める。

日本の教会における共生への動き

ちがいが あるほ ど豊 かない のち=日 本 カ トリック難 民移 住移 動者 委員会(J-Carm)(注8)

日本 のカトリック難 民 移住 移動 者委 員会 は毎年 前述 のような教 皇のメッセー ジの 内容 を日本全

体 の状 況 に照 らしあわせ、具体 的 なテーマを設定 し小 教 区の教 会 に教 皇のメッセージ とともに送

付 している。ここで は2002年 の例 をあげ る。

私 たちは往 往 にして ちが いを分 裂 、対立 、争 い を生み 出す こととしてとらえが ちであ る。また、お

互いに無 関心であった りする。そ こか らは何 も生 まれ ない。無意識 的に抱 いてい る先入 観 や偏見 、

他 の宗教 のなか に同 じ福 音 の価 値観 を発見 しないで排 除 するような態 度が 私 たち自身 の心 の 中、

教会 の中、社会 の中に、はびこっている。しか し、ちが いを認め合 うといや がお うで も「尊敬 と連帯」

を妨 げる意 識 や態 度 と向か い合 うことになる。異文化 の もとで生 活 して きた人 たち との具 体 的 な

交流 を通 して、時 には失 望 した り、忍 耐を求 め られた りする。そ の時、お互いの ちが いを認 めあい、互

い に生 かそ うとする気持 が作 用するとそのちが い こそが 豊か なエ ネルギーを生 み出すことになる。

「敵 意 と対立 の文化 」か ら「尊 敬 と連 帯 の文化 」へ と歩 むことはそ れぞ れ のちが う民族 文化 を互い

に敬 意を払 いなが ら、尊 重 しあう共 生へ と目指 すことになる。この歩 みは決 して楽 で容易 な道で は

ない。現 在、日本 の教会 は40万 人 もの多 国籍信 徒 を擁 する 「隠されている宝 」を内 に持 つ畑 にた と

えられ る。今 こそ、自分 自身の殻 を破 り、持 ち物 を捨 てて、多文化 ・多民 族 の様 々な考 え、見方、表

現の豊 か さを掘 り起 こすように求め られてい る。この呼 びかけ に真剣 に取 り組 むな らば、日本 にお

ける新 しい 教会 の姿が 生 まれてくる。このことは、また、日本 社会 に対 し、 「尊敬 と連 帯 の文化 」の

発信 源 のひとつ になるといって もよい。

日本の教会における共生の組織的な取り組み
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さまざまな 目的で往 来す る人 々の権 利 を守 り、保 護 するための委

員会 が 日本 の教 会 で真 剣 に取 り組 まれるようになったの は1970年

代 にさかの ぼる(注9)。特 に、ベ トナム難 民 の問題 、滞 日アジア女 性

の風 俗 営業 にお ける人権 、保 護、 配慮 など急 を要 する救 援 のため

に、カ トリック国際協力 委員会 が窓 口 として機 能す るようになった。

1983年 、そ の委員 会の 中に 「滞 日アジア人 女性 を支 える会」が 発

足 し、1985年 、会 の 目的にそ ったより明 白な表 現 として、 「滞 日アジ

ア女性 と連 帯する会 」とその名 称が 変更 になった。しか しなが ら、ア

ジアか らの女 性 だ けでは なく、各 国か らの人々との関 わ りが す で に

行 われて いるとい う理 由で1988年 、「滞 日外 国人 と連 帯する会」と

改称 され た。共 生にむけ ての実 際 的な諸活 動 は 「滞 日外 国人 と関わ

る」というテーマ に関 して各 教 区か らの声 を20回 にわたってカトリッ

ク新 聞 の紙 上 に掲載 され 、こうい ったマス ・コミュニケーシ ョンの レ

ベルで、そ れに関するテーマで の懇 談会 や研究 会が 大阪 、名古屋 、

東 京 といった教 区や全 国 レベ ルで開催 されて きた。

地域教会における共生に向けての意識化と取り組み

外 国籍 の人 々と共 に献 げる ミサ では、 日本 の 各地で以前 は聞 くことが なかっ た様 々な言語 で福

音 が朗 読 され 、説 教が 宣べ られてい る。これ こそ普 遍性 を生 きる本 質的 な教 会 の姿 であろう。こ

こで は、特 に、広 島教 区にお ける共 生 にむ けての取 り組 み に焦 点をあてたい。

2002年 、10月19日 ～20日 にかけ て広 島教 区大会 が 開催 され た。そのメインテーマ は 「沖 に漕 ぎだ

せ 輪 を拡 げて い く共同体 一 」である。開催 中 「外 国籍の人 々との連帯 ・共生 をめ ざして」をメイン

テーマ とする分 科 会が 開かれた。この分科 会 のために50ペ ージか らなる資料 集が用意 された(注10)。

パネルディスカッションの部で は、ペ ルー、ブラジル、フィリピン出 身のパ ネリス トが 出身 国の歴

史、共 生 にむけての課 題 といった点を分 かち合 った。ブ ラジル人の代 表者 となったNさ んは日本 生

まれでブラジル育 ち、留学 生 として来 日後、20年 以上 になる。現 在 は通訳 として公共 機 関で働 き、

ボランティアとして も学 校や病 院で活 躍 している。 「いつか 完全 な日本人 になって しまうの では と

思いなが ら、未 だにブラジル 的な考 えが強 い」とい う彼 女 は最初 に日本 に来 た時、とまどった り、失

敗 した り、うれ しかった り、悲 しか った りといった カルチ ャーシ ョックを体 験の なか か らい くつ か分

か ち合った。そして、「その後 も毎 日のように新 たな発 見が あ ります。がっか りした り、嬉 しくなった
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りの繰 り返 しで す。自分 が 育った国で はない ということを意識 しなが ら、いろんなことを経験 し、日

本 のル ールやマナ ーを守 りなが ら、誤解 を与 えないよう、これか らも心 掛 け ていこうと思 っていま

す」と述べ た。このNさ んの言 葉 か ら彼 女 が違 和 感 を感 じた り疑 問に思 った りすることは個 人の レ

ベルだ けの問題 では なく行政 のレベ ルでなどに も広が ってい るとい うことが表 面化 した 。2003年

9月20日 ～21日 、広 島教 区創 立80周 年 の記念 大 会 にお いて、このテーマにおけるディスカッション

が引 き続 き行 われ る予 定で ある。特 に、 「国外 か らの移 住者 の生 活 問題 」、 「子 ど もと親 のコミュ

ニケーシ ョンの 問題 」、 「滞 日外 国人へ の援 助」とい うトピックが そのサ ブテーマとして提 起 されて

いる。

キリスト教団 ・教派を超 えて:共 生にむけての活動

「外国人住民基本法」(案)の制定にむけて

2001年 、外国人登録法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会(外キ協)は外国人との「共

生社会」をテーマに北海道から九州に至る9ヶ所で、各地の独自性を生かし講演 ・芝居 ・証言・映

像などを組み合わせてキャンペーンを行った(注11)。その目的は「外国人住民基本法」の制定であ

る。この法案は1998年 外キ協の第12回 全国協議会で作成されたが、その内容をキリスト教の内

部においてさらに浸透させるために2001年 度から現在に至るまで同法制定の推進運動として実

現にむけての署名運動が行なわれてきた。その法案は日本社会において外国籍の人々と日本人の

共生と真の国際化を達成するためには外国籍の人権と民族的・文化的独自性、さらに地域社会の

住民としての地位と権利を包括的に保障する法律の制定が不可欠であるという認識のうえにたっ

て提起されたものである。難民条約や国際人権規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人

種差別撤廃条約に日本はすでに加入している。これらの国際人権条約はすべての人に基本的人

権を保障している。しかしながら外国籍の人々は居住する権利、社会保障を受ける権利、マイノリ

ティとして自らの文化を維持したり、発展させる権利が制限されている。また、日本に設置されてい

るブラジル入学校は国立大学の入学資格も私学助成措置も認可されていない。国際社会で広く承

認され、共有されている「人権」の理解を基本として、日本社会において日本籍の人も外国籍もす

べての人が地域社会の住民として共生できる法制定が求められている。この法案は第一部から第

六部までの構成となっている。第一部は第3条 からなり、この法律の目的と定義、権利享有と保護

の平等、国および地方公共団体の義務を記述している。第二部は出入国および滞在・居住に関す

る権利を言及しており、滞在 ・居住権の保障、永住資格、恣意的追放の禁止、家族の再会と家族

の形成という条項が盛り込まれている。次の第三部は基本的自由と市民的権利および社会権に関
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してである。公正な裁判所による公正な裁判を受ける権利、ここには特に自己の理解する言語に

よって裁判を受ける権利、日本を自由に離れ、かつ戻る権利、思想、良心の自由についての権利と

いった5条 から成り立っている。第四部は民族的・文化的および宗教的マイノリティの権利の3条

から構成されている。すべて外国人住民は国際人権法がマイノリティに保障する権利を個人的お

よび集団的に享有しており、国および地方公共団体は外国人住民の民族的・文化的・宗教的独自

性を保護し、外国人住民がその独自性を維持し発展させるために必要な立法、行政、財政、その

他必要な措置をとる責務を有するとある。第五部は外国人住民の地方公共団体の住民としての権

利が記され、住民の地位、住民として登録する権利、サービスの提供を受ける権利、自治の参加な

どの条件が網羅されている。最後の第六部ではこの法律の実施に伴う諸問題を審議する機関とし

て外国人人権審議会に関する条項が含められている。

地方参政権に関する外国籍住民公聴会2001

2001年 、2月、東京千代田区永田町の衆議院第二議員会館で「地方参政権に関する外国籍住

民公聴会」が開催された(注12)。この集会を皮切りに神奈川県、京都府、大阪府などでも同様の趣

旨を目的として集会が行われた。公聴会当日外国人登録法問題と取り組む全国キリスト教連絡協

議会(外キ協)の 事務局長A牧 師が「外国籍住民の参政権問題」と「簡易帰化特別法案」との関

連性について意見表明を行った。帰化といえば実際にそれを願う人たちにとっては複雑で、また、

プライベートな部分をさらされかねない人権の問題であったといってもよい。そういった一連の手

続きが簡素化されるのは実務上歓迎すべきであると思われるが、問題となる点は帰化制度の緩和

案の背景に外国籍住民の参政権問題があると思われる。国家主義を唱える入たちにとっては外

国籍住民に参政権を与えることは厂日本国なる『国民国家』」の基本性格をゆるがしてしまう重大

な問題である。そこで、「参政権が欲しいなら日本国籍を取得しなさい」となるのであって、根本的

には国家をどのようにとらえるのかということに行き着く議論となってしまう。したがって、「簡易

帰化特別法案」は外国籍住民を排除する皇民化政策の一つだとA牧 師は主張した。そして、この

方向からはどう考えても多文化・多民族による共生社会の実現には程遠いという意見表明を行っ

た。最後に、「人権は民族や言語を超えて存在します。それは創世記において神が人を造られてか

ら一度も変わったことのない真理です」と述べ、人権にかかわる根本的な問いを投げかけた。

司牧者へのインタビューからみえてきたもの

このセクションで は外 国籍 の信徒 、子 供たち と日頃かかわ って いる司牧 者 の声 に耳 を傾 ける。イ
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ンタビュー項 目は以下の4項 目で ある。① 今 、この地域 で 起 こっている多言 語 ・多文化 現 象につい

て、② 在 日ブ ラジル人の子供 の教 育 にお ける 目標 、③ 在 日ブラジル人へ の宣教、④ 多言語 ・多文化

にむけての日本社 会 ・教 会の課 題 。インフォーマ ントは神 父2名 、修 道女2名 、計4名 であ る。調 査

は、2003年4月 か ら8月 にか けて実 施 した。修 道女 の1名 は電 話 によるインタビュー によって行な

わ れた。いず れの方 法 においても数 回の インタビュー(平 均3.3回)を もとに、そこに蓄積 された回

答、筆 者 との対 話 か らディスカッションへ むけての方 向づ けが みえて きた時 の分 かち合 いか ら得

られ たデー タを中心 に分 析を試み る。分析 をする時に明 白でなか った点は フォローアップ・インタ

ビューで確 認をとった。

インフォーマン ト

A神 父。彼 はイタリアか らの宣教 師 で来 日11年 目であ る。広 島、兵 庫、福 山の教 会 での 使徒 職

を経験 し、現 在 は広 島県 のM教 会 で主任司祭 を勤めてい る。イタリア語 、日本 語、ポル トガル語 、

スペ イン語 が堪 能で ある。B修 道女 は、 広 島 教 区のJ-Carmの 担 当者 であ る。 その他 の教 区の

J-Carmと 連携 しなが らその責務 を果 たして いる。また、外 国籍 の子 供 達の初聖 体(注13)の 準備 の

ために家 庭訪 問 を行って いる。A神 父 とB修 道女 は 日本 における地 域 教会 での使 徒職 に従事 して

いる。次 にあげ るC神 父 とD修 道女 は両者共 にブ ラジルでの生 活体 験 を保 持 しているところが前

者2名 と異 なってい る。た とえば、D修 道女 は6才 か ら18才 の 時 まで父 親の 仕事 の関係 でブ ラジ

ルに滞在 した。

この地 域 で起 こって いる多言 語 ・多文化 現 象 について

「この状況 は避 け られ ない現実 で、それ を受 け入 れてどう生 きるか」が重 要であ るとい うことをB

修 道 女 は述べ た。C神 父 は 日本 に在 住 の 日系 ブラジル人 全 体 にお いて60%の 人が 日本 で の定住

を望 んでいる。あ との18%は 「わか らない」と考 えて

いるが、定住 するなら、ロ本 語 をしっか り身 につける

ことが 必 要 不可 欠の事 である と回答 した。D修 道女

は 日本 は島 国であ り、この 多言語 、多文化現 象 は 島

国 的心 の狭 さか ら解 放 されて、心 の豊 か さへ と導 く

契機 になると思 われ る。その ために は異 質 なもの と

の交 流 が必 要 である。しか しなが ら、 日本人 は外 国

の文化 をその まま受 け入れ 、悪 い面 もす ぐに とり入 れ

る 「コピー文化 」で、マイナスになる可 能性 も秘 めてい

資料3ポ ルトガル語と日本語で献 げられるミサ聖祭

(2003年7月 津 田撮影)
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ると応 えた。A神 父 は多文化 、多言 語社 会 とい う現 象 はや や もす ると異 なった点 を強調 しがちにな

る傾 向 に陥る。しか し、人 間 とい うレベ ルで考 える と異 なった点 よりも、共 通点の方 が大 きい。人

間本 来の共 通項 を中心 に宣教 を行 っていた方 がよい と考 えている。

滞 日ブラジル人の子 供の 教育、特 に信仰 教育 について

「統 計 的 にみ るとブ ラジルで は1万 人の信 者 に対 して司祭 が1大 であ るが、 日本 で は240人 の信

徒 に対 して1人 の司祭 が司 牧にあ たって いる」という点 をA神 父が 指摘 した。この点か ら考 える と、

日本 の方 が恵 まれてい るといえる。A神 父が 言 うには外 国籍 の信 徒 が沢 山住 んで いる地 区 に勤 め

ることになった時、その人 々を教 会 で待 っていたが、最 初、彼等 はほ とん ど教会 へ来 なか った。信

仰 教 育 は人 間 として最 も大切 な教育 であ る。人 間の幸 せ は物 質 的な富 を築 くことで はな く、もっと

深 い ところに価値 があ るということを教 えたい。そ して、一 緒 に神 さまへ と歩む仲 間をつ くりたい。

そ うい うことか ら家 庭訪 問を始めた。子供 たちばか りで なく、大 人もブ ラジルで信 仰 教育 を受 けた

人 は非常 に少 ない。結婚 式(注14)を 正 式 に教 会 で しない青 年達 もいる。D修 道女 は教会 で子 供 達

に初聖体 の準 備 をする時、いつ もコミュニケーションの面 で苦労 する。日本来 日時 の子供 の年 齢 、

家 族 の構成 、来 日の理 由な どによって、あ る子供 達 はポル トガル語 の能力が 日本 語能 力よりも長 け

てい る。しか し、日本 に生 まれ、ポル トガル語 はほとん ど話 せ ない子供 もいる。また、日本語 に秀

でて いると思われ る子 供 達 も実際 、テキス トを読 んで把 握 しようとすると理 解で きて いない。ここ

に至って生活 言語 と学 習言 語 とい うレベル の差 に気づ く。どのように教 えたらよいか と思 いあ ぐね

た結果、教 授法 はポル トガル語 と日本語 の両 語 を使 って生徒 たちに伝 える。一般 的に子 供 たちは

日本 の学 校 生活 か ら日本語 をマスターするが 、家 に帰 ると親 はポル トガル語 で子 供 に話 しか け、

子 供 からの 返事 は 日本 語で かえってくる。たいていの子 供 たちはポル トガル語 を勉 強するの は 「め

ん どくさい」という。 「めん どくさい」というレベ ルでの問題 で はないと彼 女は言 う。 「家庭 で は日本

語 を使 わ ない。家 に帰 ったら必ず ポル トガル語 を使 う」といった使 い分 けのルールを設 け ないか ぎ

り、親 子 のコミュニケー ションが すで にとれ な くなってきて いると彼 女 は危惧 してい る。これ に対

し、B修 道 女 は に れ はアイデ ンティティの問題 と深 く関 わっている」と主 張する。母語 をしっか り理

解 で きるのなら、将 来、ブラジルに帰 国 して も困 らないだろう。日本 で定住 したいのな ら、日本 語 を

しっか り学ぶ 姿 勢が 必 須で あろう。いずれ にして も、子供 へ の信仰 教 育 はことばな しに成 就 で き

ないが、その困難 を乗 り越 えるための壁 をつ きぬく対 策 が求 め られて いる。

滞日ブラジル人への宣教

A神 父は過去11年 間中国地方の4つの教会で宣教に携わってきた。現在の教会は5つ 目の教会
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である。それぞ れの 地域 で の外 国籍 の信 者 の世 話 をし、 日本 語教 室 を助 け、 日本 語 の教 師の 通

訳 をして きた。また、3Kと い った職場 で働 いている外 国籍 の人々の苦 労 などもみて きた。あ る派 遣

会 社を通 じて来 日した信 徒 は、幼 児洗礼 を受 けてい るもののほ とん どの信仰 教 育 はなされていな

い。堅信(注15)も 受 けず、また、結 婚 式 も教 会で あげてい ないケースも沢 山み られ る。伝 統 的にブ

ラジル はカトリック国 といわれているが、日本 に住 んで始 めて信 仰教 育 を受 ける人 も沢 山いる。子

供 たちのための土 曜学 校、家庭 訪 問を通 して彼等 の霊 的 な指 導 を行 ってい る。また共働 きの親 を

持 つ外 国籍 の子 供 たちのために、夏は プールや 海へ 、冬 はスキー、春 はハ イキングに連 れてゆ くの

もA神 父の宣教 活動 の一 部 となっている。

D修 道女 の滞 日ブラジル人との 関わ りは10数 年前 にさか のぼ る。始 め はどこか ら手 をつ けてい

いのかわか らなか った。ある日、近 くの教会 か ら電 話 を受 けた。それ はブ ラジル人が い じめにあっ

て、あげ くの果 てに、鉄 道 自殺 をした という悲 しい ニュースであった。そ して、その ことが 契機 と

なって ブラジル人 との 交流 をはじめた。そ して、月1回 ポル トガル語 の ミサ が行 われ るようになり、ミ

サ を献 げる神 父の説 教 をポル トガル語 に通訳 するの も仕事 となった。現 在 もこの ミサ が続 けられて

おり、毎週 、50人 ほどの 出席者 が ある。病 院、労働 基 準局 、自動 車運 転教 習所 、警察 拘 置所 といっ

た公 共 の施 設 でボ ランティアとして活 動 してい る。B修 道女 はA神 父 と共 に子 供 たちの土曜学 校、

特 に初聖体 の準 備 を行 っている。遠 隔地 に住 んでいる家庭 を訪 問 し、それぞ れの家 族 のために信

仰 の側 面で のサポー トを行 っている。

多言 語 多文化社 会 にむけての 日本社 会、特 に教会 の課 題

「この地 域 で起 っている多言語 ・多文化 現 象 について」で述べ てい るように、B修 道女 の考 えは

今 、私 たちの 目前 で展 開されてい ることは 「共 生」せ ざるを得 ない現 実で あるとい うことをまず悟

る。そ して、ひとりひとりが神 の子 として受 け入 れ られ るように、自分 の 殻か らでて、心 の 自由を持

つことが大切 であ る。そ ういった心 構 えが 共 生 にむ けての大 きな力 となる。A神 父 は教 会 という組

織 の 中での コミュニケー シ ョンの側面 をあげた。教 会 の中で の結 婚 の手続 き、結 婚 したことを証

明する書 類 などそれ ぞれ の言語 で証 明するため の共通 となるフォーマットが そろってい ない。また

教 会 か ら信 者へ のお知 らせ ・情 報 は日本 語 のみである。こういう状 況 は滞 日外 国籍 の人々の大 部

分 が 日本 語 の読み書 きが で きない事 を考 えあわせると非 現 実 的であ ると述べ た。

外 国人 が住 みやす い国 にしたい。そのため には外 国籍 の人 々の文化 、生活 の リズムなどに関す

る知識 を深 め、お互いに受 け入 れ られ るようにすることが まず 大切 で ないか とい うのがD修 道 女

の答 である。彼女 が 言 うには、 日本 の教 会 共同体 においては外 国籍 の人 々をよそ者 としてみ る傾

向があ る。そ して、このことはそ れぞれ の地域 の司祭 の態 度、心 の姿 勢 にも起 因 しているように思
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う。主任 司祭 が オー プ ンな心 を持 ち、 「言 葉 が解 らな くても通 じあえるよ」とい う積極 的な共 生 に

むけての姿 勢 と、「B本 の教 会」、 「ブラジルの教 会」とまるで別 々の2つ の異 なった教会 の ような

非 現実 的 な表 現 を使 う場 合 とでは 厂教会」とい う概念 に関 して信徒 に異 なった意 味づ けを与 えると

D修 道女 は例証 した。

信 徒 へ のア ンケ ー ト・イ ンタ ビューか らみ えて きたもの

アンケー トは6才 か ら18才 までの 子供 ・青 年 を対 象 とし、 「教 会 に行 って ます か」などの9項 目

の 質問 を日本語 で用意 した。また、ブラジル人大 人を対 象 としたアンケー トで は、 「教 会で 親 しい

友 人 はい ますか」、「教会 に何 を望 んで います か」など13項 目の質 問 を日本 語 とポル トガル語 で作

成 した。また、アンケー ト用紙 に回答 する時 は、作成 者(筆 者)が インフォーマントの横 に座 り、イン

フォーマントか らの 「答」を記入 してい くプロセスをとり、直 接 の回答が 特 に研 究 内容 と密 接 に関わ

り、発 展性 が予想 され る時、アンケー トの設 問に加 えて、付加 的 な質問 を行 った。また、日本人 に向

け ては、 「外 国籍 の信者 の方 をどの ようにとらえています か」、 「「共生 』を目指 す教会 に向 けて、あ

なた 自身はどのような活 動 をしましたか。しています か。したいで すか。」といった12項 目の質 問を

設 定 した。在 日ブラジル人児 童 ・青年15名 、在 日ブラジル人の大人18名 、日本人20名 、総計53名

の インフォーマントの回答 をもとに次項 で分析 を行 なう。

日系ブラジル人児 童 ・青年

「あなたは教 会 に行 っていますか」という問い に対 しては78.6%の 子供 が行 っている と答えた。

「教 会 に行 く事 によって励 まされた り気持 ちの うえで助 けられた りした事 があ りますか」とい う問い

で は、54.5%が 厂ハ イ」と答えてい る。 「教 会で のお友達 とは何 語で 話 します か」という問い に対 し

て、日本人の友 達 には 日本 語、日系 ブラジル人 にはポル トガル語で 話す が30%、 日本語 で話 すが

60%、 ポル トガル語 と日本 語 と場 合 に応 じて使 い分 け て話す が10%で あ った。 「神 父様 のお説 教

はわか りますか」とい う問いで は、 厂わか る」と答 えた人 が80%、 わか らないが10%、 ポル トガル語

な らわか るが 日本 語な らわか らないが10%で あ った。 「教 会 に何 を望 んでいます か」に対 しては、

個 人 的な希望 、「早 く初聖 体が いただ きたい」や、「教 会 の場所 を貸 し、解放 して、人々の活動 の場

に したい」とい った共 同体 のため の願 い を表 しているものもあ った。今、現 実 に日本 の教 会 が 直面

している 「共 生」にむけての意見 、希望 は皆 無 であった。

日系ブラジル人の大人
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まず 「ブ ラジルにいた時 、教会 に通 ってい ましたか」という問 いに、94.4%が 「はい」という回答で

あった。しか し、現 在 「毎 週教 会 に行 っています か」とい う問い にはそ の回答が 逆 になって いる。つ

まり、94.4%が 、「毎 週、教 会 へ行 って いない」と答えた。そ の理 由は、「仕 事が忙 しい」、 「日曜 日

もお店 で 働 いて いる」、「時 間が ない」、「主 人が 行 か ないので主 人をおいて教 会 に行 け ない」など

である。 「日本 の信者(大 人)に 対 して、 どのような印象 を持 っています か」とい う問い の回答 とし

て、「ポル トガル語 の ミサ に行 くので 日本 人 とはあまり接 してい ない」、「コミュニケーシ ョンが とれ な

いか らわか らない」、「親 切で や さしい」、「保 守 的」などが あげ られた。 「教 会 で親 しい友人 が いま

す か」との問 には 「いる」が53%と なってい る。 「その友 人 について教 えてくだ さい」との問い には、

「日本人の修 道女」、「神父 」とい った司牧 者、「日本人のお としより」、「自分 と一 緒 に働 いている日本

人の信 者」などの名が あげ られて いる。 「教 会 でポル トガル語 での ミサが あ ります か」という問い に

は80%の 人 が 「はい」と答えて いる。 「コミュニケーシ ョンに関 して、困ったことが あ ります か」との

質 問に対 して、52.9%が 「はい」と答 えている。 「困った時 どのようにして解 決 しましたか」とい う問

い に対 して、「日本語 を話 すことが で きる人 に注 意 をむ ける」、「日本 語 をす で に話 せる他 のブラジ

ル人 の友 人 に助 けを求 める」、「辞書 を使 う」などであ る。 「教 会 に何 を望 んで いるか」という問い に

関 しては、「一つ の大 きな家 族 になること」、「もっと教会 が発 展 してほしい」、とい った教 会 のユニ

バ ーサル なレベルで の回答 と、「もっとブラジル人 コミュニティーが 一致 してほしい」、 「仲 間をつ く

る場 所 になって ほしい」、「ポル トガル語 の ミサ が このまま続 いていけ ばよい と思う」、「教 会 の中で

もあい さつ しか ない。もう少 し、親 しくしてほ しい」、「ポル トガル語 を話 す人 が もっといてほしい」と

いったローカルなレベルでの教 会 にむけての願望 などが 含 まれていた。

日本人信 徒

「教会 で 親 しい友 人 が います か」の問 いでは80%の 信 徒が 「いる」と答えてい る。先 に見 たよう

に、同じ質 問でブ ラジル人の 「いる」と答 えた率 は53%で あった。 「外 国 籍の信 者 とお話 ししたこと

が あるか」とい う問 いに対 して、「ほとん どない」が26.3%、 「ある」が737%で ある。 「どのように?」

との問 い に対 し、「日常 的 な会話 や挨 拶」、「家族 の はな し」、「行 事 を一緒 にした時」など話の ト

ピックの 内容 や特 別の行 事 の際 に会話 のチ ャンスがあ ったことが記 されてい る。 「外 国 籍の 信者

の方 をどのようにとらえてい ますか」との問 いに対 して、「信 仰 共 同体 の一員 として」(36.8%)、 「親

しい仲 問として」(10.5%)、 「信仰 深 い人々として」(15.7%)、 「難民 として」(5.2%)、 「違 う考えを

持 っ てい る人々 として」(5.2%)、 「親 切で 優 しい人 たち として」(5,2%)、 「日本人 とか わ らない人

た ち」(5.2%)と 、なってい る。

「教会 で は国際 ミサが年 に数 回 ありますか。そ れは 『共 生』を生 きる教会 として役 立っています
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か」という問い に対 して、「出席 したことがあ る」と答えた人 は100%。 「その ミサが役 立ってい る」

と回答 した者 は36.8%で 、「わか らない」と答えた人が63.2%で ある。この結果 か らみ ると 「共生 」

とは一体 、どのような現 実 をさしてい うのか、基本 的なあ り方とい った概 念そ のもの にはっきりし

た答えや 考えが 理 解 されてい ないことが みて とれ る。 「外 国籍 の信者(大 人)に 対 して どのような

印象 を持 って いますか」とい う問 いに対 しては 「いつ も同国人 同士で 固まっている。だか ら話 しかけ

にくい」、 「ひけめを持 って いるようだ」、「居ず らそうでおびえている感 じ」とい った消極 的 なイメー

ジの回答 、反 対 に、「フレンドリィ」、「明 るい」、 「ひかえめで良い入々」、 「信仰 を生 活 の中で生 かし

て いる」、「熱心 な信者」、 「陽気 な人々」、 「うち とけやす い」、 「人情 も深 い」、「異国 でよくが んばっ

て いるとい う感 じ」といった積極 的 なイメージの返 答が あった。この項 目では 「外 国籍 の大 人 」とい

う表 現 を用 いたので、インフォーマ ントが どの国の外 国籍 の人々をイメージして回答 したのか に至 っ

て は明白な答えはない。一番 身近 な外 国籍 の人を心 に浮 かべ て回答 した人が ほ とん どであろう。

「外 国籍 の人 々との交流 などはあ ります か」とい う問 いには84.2%の 人 が 「ハイ」.と答えてい る。

「その 交流 で どんな ことを しましたか」とい う問 い には 「パー ティ」、 「ミサ 後 のお茶 会」、 「花 火 大

会」、「地 域 ミサ」、 「会食 会」、に とばの勉 強会」、「キャンプ」などをあ げている。 「これか ら交 流

会 を開 くとすれ ば、どんな活動 を盛 り込 みたいです か」では、「教 会 のあ り方や活動 について話 しあ

える機 会 を持 ちたい」、「それ ぞれ の国の紹 介、特 にそれぞれ の文化 を背 景 とした コミュニケーショ

ンス タイル、非言 語 コミュニケーションについて」、「共 生 をめざ した結 果、どの ような問題 が 生 じ、

どのように解 決 して きたのか といった様 々なケースを知るための研 修 会」とい ったものか ら、「ピク

ニック」、「外 国料 理」、 「国の紹 介」、「自己紹 州 、 「お菓子 づ くり」、 「パーティ」などが あげ られ

た。「外 国 籍の人々との コミュニケーシ ョンはスムーズ に出来てい ますか。難 しい と感 じる時は あり

ます か」との問 いには、「ことばが通 じてい ない」(50%)、 「スムーズにで きていない」(40%)、 「困

難 を感 じているか」については50%の 人が 感 じている。 「わか らない」が5%と なっている。コミュ

ニケーションがスムーズに運 ばない原因 として 「国籍 ごとのグループにわか れが ちで交流 の深 みが

ない」、 「こちらの 努力が足 りない」、「日常 語 は 日本 語で可 能で も、こみ入 ったことを話 すの はむず

か しい」といった意見や 「ことばの不 自由さがあ るが、身振 りなどでお互い に意 志の疎 通 が できる」、

「こちらか ら積極 的なアプ ローチをすれ ば意外 と楽 しい」といった楽天 的 な回答 もあった。

「外 国籍 の人々との 『共 生 』を目指 す教 会 は どのような もので しょうか」とい う問いに は分析 結 果

か ら三つ の キー ワー ドを読 み取 ることが で きる。 「識 る」、「活動 す る」、 「実 行 する」であ る。 ま

ず、「識 る」で は、 「お互いを識 る」、「お互い の文化 、お互いのコミュニケーションシステムを識 る」。

「活 動 する」に は 「お互い に交流 する」、 「外 国籍 の信 者 が疎外 感 を感 じることのない雰 囲気づ くり

をす る」そして、 「実 行 する」の具体 例 は 「多言 語 の ミサ にともにあず かる」、「相 手 の文化 を背 景 と
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したコミュニケー ションを1日も早 く学 んで、互い の立場 を理解 で きるくらいに話 し合 いが で きる」に

表 されてい る。 「共 生 にむけて、あなた 自身どの ような活 動 をしましたか。して います か。したいで

す か」に対 して、 「何 を具体 的にすべ きか よく分 か らない」といった回答 が30%を 占め ている。 「し

ている」と答 えた人 は、「日常 場面 で の小 さなことか ら始 めている」、 「とにか く声 をか ける」、「ミサ

を一緒 に」、 「歌 を一緒 に」、「フレンドリィに話 しか ける」といった もの や、 「ことばは通 じな くて も

笑 顔で アイコンタクトをす る」、「生 活 に根 ざ した話 題 で交わ る」、「対 話 をす る」とい った生活 レベ

ルでの行 動 で応 えていた。また、 「外 国籍 の信 者 の方 が抱 えてお られ る問題 につ いて知る機 会 が

もっ と欲 しい。そ れを知って行動 計 画が で きる」とい った積 極 的 な考 えをあ らわして いる回答、実

際 に教 会 で多言 語 のニ ューズ レターの編 集 に携 わった経験 、外 国籍 の子 供 にミサ の待者 として参

加 させ ることを助 けると語 ってくれ たイ ンフォーマ ントもいた。最 後 に、 「教 会 に何 を望 んでい ます

か」との問 いに 「理 念化 した愛 をいくら強 調 して もよくない。手 に触 れ、耳 で聴 き、目で見 る、キリス

トとの出 会いが 大切 であ り、外 国籍 の人々とみ んなが一 体 になれ る事」が その質 問へ の回答 の代

表 的 なものであった。

おわりに

この節にお いて は共 生 を生 きる教 会 の基 本 的概 念、ローカル なレベルでそ れ を実 行 に移す ため

に教 会 組織 内での委 員会 の役 割 ・諸 活動 などを概 説 した。そ こか ら外 国籍 の人々との 連帯 にむけ

ての教 会の 姿勢 が みてとれ た。多 国籍化 する教会 が 、これ か らの教会 作 りの ために話 し合 い の場

を提 供 し、言葉 の壁 を乗 り越 えて活動 している姿 は共 生 にむ けての信 徒 達へ の意 識化 につなが っ

ている。しか しなが ら、この.現実 が まだ 日本人の信 徒 、特 に外 国 籍 の信 徒 には十分 に伝 わ ってい

ない面 もあ ることが この度のアンケー トやインタビューか ら明 らか になった。

「人はパ ンだ けで生 きるもので はない。神 の 口か ら出るすべ ての ことば によって生 きる」(注16)と

聖 書 は伝 えてい るが筆 者 が外 国籍 の人々と出会い 、話 をする機 会 が ふえるにつれてこの聖 句が 心

に響 く。ひょっとした ら、彼 等は 日ごとの糧 を獲 得するために疲 れ きってい るので はないか。たしか

にその ような応 答が インタビューの折 にあったことを想起 しなが ら複雑 な思い にか られる。法 的、

政 治 的 にも弱 者の立場 にあ る外 国 籍 の人々 に教 会 が心 の 糧 になってほ しい と切 に願 う。多 国籍

共 同体 づ くりはひとつ の教 区、ひ とつ の地 域教 会 にお さまる問題 で はない。移 動 する労 働 者 は教

区、小 教 区の枠 を超 えて移 動 してお り、教 区、地 域 教会 を越 えた協 力体 制 を作 る必 要が ある。こ

れ は、日本の教 会 をすべ ての 国の人々を暖 か く迎 え入 れ る開放 的 な教 会 として創 り出すことを意 味

してお り、多様 さを豊か さとしうる教会 形 成を推 進 することにつなが って いる。また、信仰 教 育のた
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めの言語別教材を準備し、提供することも重要である。そして、外国籍の信徒が日本で信仰生活

において成長するのを助けるプログラムも必須であろう。ある司教は「移住者のおかげで、先細り

だった教会が正常な姿に近づいたと言っても良いでしょう。彼らのほとんどは日本に定住します。

もはや、彼らが主役であり、彼らを抜きにした教会は考えられません」(注17>と語っている。

教会の未来像は日本社会のすべての人々が共生のビジョンを生きることにある。真の国際理解

を深めるために国際交流や草の根の動きが生かされ、それを教会がいかに呼応してゆくかにか

かっていると思われる。そのために政治的、法的な環境設備が不可欠である。こういう観点から

先述したように「外国人住民基本法」の制定を目指して外国人住民に対する総合的な人権保障制

度を確立することが急務であろう。

〈大阪大学大学院言語文化研究科教授〉

1国 際協力委員会は2001年4月1日 から難…民移住移動者委員会と改称された。

2『 カトリック新聞』2001年3月25日 発行

3日 本のカトリック教会は16教 区から成っている。浦和教区は2003年3月31日 をもって、さいたま教区と名称変更された。広島教

区は鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県の5県 を含む。

4教 皇ヨハネ・パウロニ世のメッセージ:第88回 世界難民移住移動者の日(2002)日 本カトリック難民移住移動者委員会

5正 式名称はPonti且calCouncilforthePastoralCareofMlgrantsandItinerantPeoples

6教 皇ヨハネ・パウロ2世 のメッセージ:第89回 世界難民移住移動者の日(2003>日 本カトリック難民移住移動者委員会

7聖 霊は父と子の相互の愛であって、父と子から永遠に発出する。「神の息吹き」とも言われ、創造の初めからあらゆる生命と切 り

離せないつながりを持っている。

8日 本力トリック難民移住移動者委員会メッセージ(2002)

9こ のセクションはJ-Carm広 島を担当しているB修 道女の筆記記録 口答による情報にもとつ く。

10『 沖に漕ぎ出して 一ちがいはげんき一:外 国籍の人々との連帯 ・共生をめざして』広島教区大会2002第2分 科会資料』カトリッ

ク広島司教区2002.10.20..こ の資料集には外国籍の人々の推移・数と国籍、各教区の日本人信徒数 と外国籍信徒数の対比、外国籍の人々が

抱えている問題点などが網羅されている。

11http://www上yogo-iic.nejpかrokko/gaikikyou.html

12『 カトリック新聞』2001年3月25日 発行。

13イ エズス・キリストの御からだと御血とを超自然の生命を養う食物として受けることを聖体拝領という。カトリック教会では物事 を

わきまえる年令(満7才 ぐらい)に達 したすべての信者に聖体を受けることをすすめている。最初に聖体をいただくことを初聖体という。

14キ リスト者夫婦の契りはキリストの教会を結ぶ愛の一致にあずかるしるし、すなわち秘蹟である。結婚の秘蹟は配偶者同士が神

父の立ち合いのもとに結婚に同意することによって成立する。

15信 仰を強め、それを正しく表すために聖霊の恩恵を与える秘蹟。

16マ タイ4;4

17『 カト.リック新聞』2003年9月7日

【主要参 考文 献】

● カトリック広 島司教 区 「沖 に漕 ぎ出 して 一 ちが いはげん き一:外 国籍 の人々 との連帯 ・共生 をめざ して』広 島 教区 大会2002第2分 科会 資 料

2002● 『カ トリック新 聞』2001年3月25日 ● 『カ トリック新 聞』2003年9月7日

●http://wwwhyogo-iic.nejp/一rokko/gaikikyou.html(2003年9月1日 アクセス)
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日系ブラジル人の家庭をとりまく現状 一 ことばの問題を中心に一

高阪香津美

1990年 の出入 国管 理お よび難 民認 定法 の改 正 により、日系 人 は日本 国籍 をもつ1世(注1)だ けで

なく、2世 ・3世やその 配偶者 まで在 留資格 が得 られ るようにな り、その結果、 「出稼 ぎ」に よる日系

ブラジル人の 来 日者 数 が著 しく増 加 した。中で も、家 族 とともに来 日す る人や単 身で来 日し、後 に

結 婚 して 日本 で家 庭 を築 く人が多 く見 られ る。こうした事 実 は、日系ブ ラジル人 の滞在年 数 が長期

化 して きていることや、さらには、定住 化の 傾向 にあることを反 映 してい る。日本 での滞在 が長期

化 する原 因として、日系 ブラジル人 が直 面す る経済 的 な実 情が 挙 げ られる。日系ブ ラジル人はB本

で の滞在 を、ブ ラジルで安 定 した生活 が 送れ るだけの貯 金 がで きるまで の期 限付 きの もの と見 な

しているが 、実 際 は 目的が容 易 には達 成 で きないため、滞在 が 長期 化 してい ると考 えられ る。そ の

結 果、日本 生 まれの子 どもが増 加 し、在 日ブ ラジル人の年少人 口(注2)は2002年 では40938人 と韓

国 ・朝 鮮籍 に次 いで二位 である。実 際、本 調 査 のインフォーマント(注3)であるブラジル人父 母(注4)

の平均 滞在年 数 が約10年 と長期 的であ ることや 日系 ブラジル人児 童 ・生徒 の375%が 日本 生 まれ

であることか ら、広 島県東 部地 域 にも定 住化 の流 れが存 在 するようであ る。

滞在 年数 の長期 化や 定住化 の傾 向が 強 まり、日系ブ ラジル人の家庭 はブラジルで生 まれ育った

両 親 と日本 で生 まれ育 った、あ るいは、幼年 期 に来 日した子 どもによって構 成 されて いる場 合 が 多

い。こうした、日本 、ブラジル という異 なる二つの文化 を持 ち合 わせ た 日系 ブラジル人の家 庭 は、日

本 で生活 して いく上で さまざ まな問題 に直 面 してい る。上記 で示 したような経済 的 な側 面の ほか 、

年 齢 が増 す ごとに再 就 職 が 困難 であ るといっ た仕事 に関 する不 安 などが予 備調 査 か ら見 えて き

た。中で も、日本 で生 活 してい く上で もっとも困難 なのは 「ことば」の問題 であ ると答 える人 が大多

数 を占めて いた。そこで、本節 で は、滞在 の長期 化 に伴 う日系 ブラジル人の 家庭 の問題 として、特

に、言語 使 用 と言 語教 育 に焦 点 をあてこれ らの問題 に対す る今後 の 日本 社 会 の対 応 のあ り方 を模

索 することを目的 とす る。
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調査概要

インフォーマ ントは、広 島県東 部地 域 に住 む公立 小 学校 、中学校 、高校 に通 う日系 ブラジル人児

童 ・生 徒 と学齢 期 の児 童 ・生徒 を子 どもに持 つブラジル人父母 であ り、両者 に対 してインタビュー

を依頼 した。日系 ブラジル人児 童 ・生徒 の回答 数 は8名 で、そ の内訳 は、小 学 生6名(男 性3名 、女

性3名)、 中学 生1名(男 性)、 高校 生1名(女 性)で あった。また、ブラジル人 父母 の回答 数 は11名

であっ た。この研 究 のため に2003年7月 初 旬か ら予備 的 な調 査 を開始 し、8月3日 か ら10日 まで

の1週 問を本 調査 の期 間 にあてた。調査 方 法は、日系ブ ラジル人 の家庭 を実際 に訪 問し、あ らかじ

め準備 してお いた 質問項 目に従 って、筆者 が 口頭 でインタビューを試 みた。その 際、相 手 の言語 能

力 に合 わ せ、ブラジル人 父母 に対 してはポル トガル語、 日系 ブ ラジル人児 童 ・生 徒 に対 しては 日本

語でそ れぞれ インタビュー を実 施 した。会話 の流 れ に沿 って、適宜 、質 問項 目の順番 を変 えるなど

し、なるべ く自然 な状 態 に近 くなるように努 めた。インフォーマントが 了解 した場合 にのみ、記録 の

ためにカセットテープによる録 音 を行 った。調 査 内容 は、日系 ブラジル人児童 ・生徒 に対 しては 「一

緒 に住 んで いる家族 の人に どんな ことば で話 しか けます か」など合計36項 目について質問 し、ブ

ラジル人 父母 に対 して は 「日本 には じめて来 ましたか」など合 計38項 目について質 問 した。大部 分

の質 問が 自由回答形 式 を採 用 した。また、選択 肢 が ある質 問で あって も基本 的にインタビュー 形

式 をとってい るため、準 備 された回答 以外 に調 査者 が さらに深 く知 りたい場 合 は、それ ぞれ の項

目に対 して掘 り下 げた 内容 を質 問 した。

日系ブラジル人の家庭をとりまく問題

親 の日本 語 におけるコミュニケ ーシ ョン能力 に関 して

ブラジル人父母 の多 くが 自分 自身 の日本語 におけるコミュニケー ション能力 につ いて、「『話 す』、

「聞 く』に関 して はほとん ど問題 ないが、『読 む』、 『書 く』に関 してはひ らが なとカタカナのみで漢

字 はほとん どで きない」と述べ てい る。 「現在 、日本語 を学 習 して います か、または、過去 に 日本

語 を学 習 したことが あ ります か」とい う質問 をした ところ、「学習 したことがあ る(54.5%)」 、 「学

習 したことが ない(36.4%)」 、 「無 回答(9.1%)」 とい う結 果であった。しか し、学習 経験 者 は数字

の上で は54.5%を 占めてい るものの、 「仕事が 忙 しくなっ たか ら」、「子 育 てで忙 しいか ら」、「仕

事 の都 合 で引っ越 ししたか ら」という理 由により、いずれ の場 合 も日本語 学 習が 長 く続 いて いない

のが現 状 である。そして、36.4%を 占める未 経験 者 は 「どうして日本 語 を学 習 しない のです か、ま

たは、しなか ったのです か」とい う質 問に、「仕事 が忙 しくなったか ら」、「経 済 的 な余 裕 がなか っ
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たか ら」、 「子 育て で忙 しか っ たか ら」と答えて いる

ことか ら判断 して、日本語 学 習の 機 会が 無か ったこ

とがわ かる。 この結果 は、 「出稼 ぎ」のため に来 日し

た 日系 ブ ラジル人の労 働状 況や 日本生 まれの 子 ども

が増 加 する とい うような 日系 ブ ラジル入の 日本 にお

ける滞 在 の 長 期 化 や定 住 化 め 特 徴 をよく反 映 した

ものになっている。また、「今後 、機 会 があれ ば 日本

語 を学 習 したいで すか」とい う質 問 には、 「学 習 した

い(81.8%)」 、「学 習 した くな い(0%)」 、「無 回 答
写真1母 親と.・緒に学校の宿題をしている様子

(1&2%)」 とあ り、ほ とん どのブラジル人父母 が 日本

語 を学 習す ることを希望 してい ることが わか る。その理 由 として 「病 院 で医 師との 会話 をスムーズ

に行 えるようにな りたいか ら」や 「漢字 が読 めて、書 けるレベ ルまで 到達 したいか ら」という意見 が

多か った。この ことか ら、専 門用 語 を必 要 とする上 級 レベル の会話 能力 や漢 字の 読み書 き能力 が

不足 してい ることに より、日常生 活 を送 る上でなん らか の問題 が生 じているようである。

では、実 際 にブラジル人 父母 に対す るインタビューの 中か ら浮 き彫 りになった問題 を論 じてみた

い。漢 字の読 み書 き能力 が低 いために生 じて いるものとして、まず 「仕 事が で きる条件 を満 たして

いるに もかか わらず、仕事 を見つ けるのが 非常 に困難 である とい うこと」、次 に、「町内 会のお知 ら

せや 回覧板 などに書 かれている文章 が 理解 で きず、重 要 な情 報 が収 集で きないこと」、さらに、「子

どもが学 校 か ら持 って帰 ってくる宿 題をみてやることがで きない こと」が 挙 げ られ た。また、会話 能

力が 低い ため に生 じてい ることとしては、「学 校の 先生 との懇談 に問題 を感 じてい る」というものや

「子 どもと日本語 で コミュニケー ションを行 うときに問題 を感 じる」という意見 が あった。そ れに加

えて、「日本 人の友 人を作 ることがで きない」という意 見 もあった。上記 の理 由か ら、ブラジル人 父

母 は読み書 き能力 も含めて 日本 語 にお けるコミュニ ケーション能力が 低 いことに起 因す るさまざま

な不安 や 問題 を抱 えなが ら生活 していることがインタビュー結果 より明 らか になった。

子 どもの教育 に関 して

1.子 どもの言語 使用

日本で生 まれ た、あるい は、幼 年期 に来 日した日系 ブラジル人児 童 ・生 徒 は、一般 的 に家 庭で は

家 族 と会話 することで話 し言 葉 中心 の ポル トガル語 を習得 し、家庭 以外 の場所、特 に学 校 で は、

読 み、書 きを含 めた日本 語 を習 得することによって 日本語 ・ポル トガル語 のバ イリンガル(注5)に な

る場 合 が 多 く見 られ る。しか し、インタビュー結 果 より日系ブ ラジル人児 童 ・生徒 が 家庭 内 で使 用
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する言 語 をまとめた表1は 、ブラジル人の 子 どもが両 親 や兄 弟 に対 して使 用 する言 語 はポル トガル

語 のみで はないことを示 している。家 庭 内であ って も、日本 語が わか る相 手 に対 しては、ポル トガ

ル語 も、日本 語 も両方 とも使 用する傾 向が見 られる。表1よ り、父親 と話 すときにはインフォーマ ン

トD、Gが 、母 親 と話す ときにはA、D、G、 そして、兄弟 と話 すときにはA、D、E、Gが ポル トガル語 と

日本語 の両 方 を使 用 していることか ら、そ うした傾 向 は両 親 と話 す ときよりも自分 と同 じように日

本で生 まれた、あるいは幼 年期 に来 日した兄 弟 姉妹 と話 す ときにより顕著 に表 れ るようであ る。こ

のように、ポル トガル語 を唯 一使 用 で きる場 である家 庭 において も、使用 言語 が ポル トガル語 か ら

日本 語ヘ シフトしてきてい る。

以 上の結果 は、日系 ブラジル人児 童 ・生徒 の62.5%が 得意 な言語 を「日本語 」と答 えていること

か らもうなず けると同時に、日本 においてポル トガル語 の習得 、あるいは、保 持 が かな り困難 であ

ることが 推 測で きる。しか しなが ら、こうした考察 は表1が 示すようにインフォーマントの 自己評価

に基 づ いている。今後 は、日系 ブラジル人児 童 ・生徒 が行 った主 観 的な評価 がどれだ け客観 的な

評価 と一致 するのか、言 語能 力 テストや 参 与観 察 といった方法 を用 いて検 証 してい く必 要が ある

だろう。

インフオーマント 父親と話す言語 母親と話す言語 兄弟と話す言語 得意な言語

A ポ語 ポ〉日 ポ〉日 日本語

B ポ語 ポ語 一 ポ/日

C ポ語 ポ語 ㎜ ポ/日

D
『

ポ=日 ポ=日 ポ=日 日本語

E ポ語 ポ語 ポ〉日 日本語

F ポ語 ポ語 ポ語 ポ/日

G ポ〉日 ポ=日 ポ〈日 日本語

H ポ語 ポ語 一 日本語

ポ・ポ語:ポ ルトガル語 日:日本語

ポ〉日:日本語よりポルトガル語の方がより

多い頻度で話されている

ポ〈日:ポルトガル語より日本語の方がより

多い頻度で話されている

ポ=日:ポ ルトガル語と日本語が

同じ頻度で話されている

ポ/日:ポ ルトガル語、日本語両方

一:兄 弟がいないことを表す

表1日 系ブラジル人児童・生徒の言語使用

2.母 語 保 持教 育の 必要性

母語 とは、幼児 期 に家 庭 の中で もっとも早 く身 につ けた言語 であると考 える と、日系 ブラジル人

児 童 ・生徒 に とっての母語 保 持 教 育の もっ とも身近 な意義 が、両 親 とのコミュニケー シ ョンで あ

ることは容 易 に想 像 がつ くであ ろう。ブラジル人 父母 に対 して、「家 族 の中 の異 なった世代 間 との

コミュ ニケー シ ョンが うまくいか なか っ たことが あ りますか」という質 問 をしたところ、 「ない」が
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72.2%と 多 く、家 庭 内にお けるコミュニケーション上 の問題が 現 段 階で はそれ ほ ど多 く存 在 して い

ない ことが わかる。しか し、「ある(273%)」 とい う回答が 得 られ たの もまた事 実 であ る。そ して、

「ある」と答えた人全 員が 「子 どもとの会 話の 中でコミュニケーションギ ャップを感 じた」と述 べて い

る。具 体 的 には、 「ポル トガル語 で話 していて も、子 どもに伝 わ らない ことが ある」、 「学 校 で難 し

い 日本 語 を覚 えて くるので、子 どもが 話 してい る日本 語 の意味 が 分 か らないことがある」、 「子 ど も

は、自分 の感 情 をポル トガル語で 言えないときに日本語 で伝 えようとするが、子 どもの話 す 日本 語

が分 か ってやれ ない」とい ったものであ る。この 結果 か らも分 かるように、たとえ両親 が 日本 語 を

話す として も、子 どもと親 の 日本 語能 力 には大 きな差が あるため、互いが完 全 に理解 することは難

しい。それ ゆえ、子 どもがポル トガル語 を習得 、また は、保 持 して いなけれ ば、最悪 の場 合、両親 と

コミュニケー ションを行 えない ことが 起 こりうるのである。この ように、母語 保 持教 育 は両 親 と円滑

なコミュニケー ションを行 う上で重要 な役 割 を果 たす と思 われ る。

日本 での滞 在年 数が 長期 化す ると、日本 の学校 生 活 に適 応す るが、逆 に、ブラジルに帰 国 した

際に、ブラジルの学 校 生活 や授 業 に不適 応 を起 こすことが しば しば見 られ る。こうした不 適応 をな

くし、ブラジルの学 校 生活 へ の適応 をスムーズにすること、つ まり、帰国 後の再 適応(注6>の 促 進 を

図るの も母 語 保持 教 育 の意義 であ る。これ に関 して、日本か らの帰 国児童 ・生徒 が ブ ラジルの通

信 教 育 を受 けて いたためにブラジル の学校 ヘス ムーズに編入 でき再適 応が 促進 されたとい う報 告

があ る。また、江 原(2000)は 、日本 か ら帰 国 した 日系 ブラジル人の児 童 ・生 徒 の学校 にお ける再

適応 状 況を追跡 調 査 した。そ の結果 、全体 の36.4%が ポル トガル語 に困難 を感 じてい ることが わ

か った。これ は、日本 か らの帰 国児 童 ・生徒 が 他 の教科 よりもポル トガル語 に困難 を感 じる割合 が

高い ことを示 してい る。この ことか らも、日系 ブラジル人児 童 ・生 徒 にとって母語であ るポル トガル

語 を習得 、または保 持 することが 、帰 国後、ブラジルの 学校 に適応 するため にいか に重要 なことで

あるかがわか る。

さらに、母語 は子 どもの文化 的アイデ ンティティの基 礎 をなす ものである。それ ゆえ、母 語 の学

習機 会の 提 供 は子 どもの文化 的帰属 意識 を育 て、情緒 的な安 定を促す。日本 で生活 し、日本 文化

を習得す れ ば、ブラジルの文化 やアイデ ンティティを失 う可 能性 が ある。そ のためにも、 日本 語 だ

けで なく、ポル トガル語 の教 育 を行 う必 要が ある。

3.母 語保 持 に対 する親 と子 どもの意 識

日系 ブ ラジル人 の両 親 に対 して、「子 どもにはポル トガル語 と日本 語 の どち らの言 語 が 得 意 に

なって もらいた いで すか」という質問 をした ところ、 「ポル トガル語 と日本 語 の両方(72.7%)」 、 「日

本 語 よりもポル トガル語(18.2%)」 、「ポル トガル語 よりも日本語(9.1%)」 とい う結 果であった。 「ポ

ル トガル語 よりも日本 語」と答 えた親 も、「来年 ブラジルに帰 国するので、それ まで の期 問はボルト
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ガル語 よりも日本 語 を習得 させ たい」と述 べてお り、子 ど もがポル トガル語 を習得 、または保 持する

ことを全 員が希 望 して いることがわか る。また、日系 ブラジル人児 童 ・生 徒 に対 して、「将 来、ポル

トガル語 と日本 語 の どちらが 得意 にな りたいです か」とい う質 問 をした ところ、「日本語 とポル トガ

ル語 両 方(50%)」 、「ポル トガル語 の み(25%)」 、「日本 語 のみ(25%)」 と答えてお り、 親 と同様

に、多 くの子 ど もが 日本語 と同様 にポル トガル語 の習得 、あ るい は保持 も希望 して いることが わか

る。「ポル トガル語 の学 習 は必 要 だ と思いますか」とい う質問 に も、 「必要 だ と思 う(75%)」 、 「必

要 だとは思 わない(25%)」 と答 えてお り、ポル トガル語 の学 習に必要 性 を感 じている子 どもが 多い

ことが 明 らか になった。

本調 査 の インフォーマントであるブ ラジル人父母 は、子 どもが ポル トガル語 を習得 するように、あ

るいは、習得 したポル トガル語 を忘 れ ないように、家庭 にお いて様 々な工夫 を行 って いる。具 体 的

には、「家の中で は日本 語 を話 すことを禁 じ、必ず、ポル トガル語 を話 すようにして いる」、「ブラジ

ルのテ レビ番 組 を見ている」、 「ブラジルで 使用 していた教 材 を来 日時に持 参 し、勉 強 している」、

「ブラジル の先生 とメール によりポル トガル語 の通 信教 育 を行 っている」、 「ポル トガル語 の教 材 を

購 入 し、アルファベ ットの書 き方 を子 どもに教 えている」など、母語 保持 に対 するブラジル人 父母 の

意 識 の高さが うかがえた。

4.受 け入れ 社 会 に期待 す ること

前述 した ように、ブラジル人 父母 は子 どもの母 語 保持 に関 してさまざまな努力 を行 ってい る。こ

のことは、子 どもが 日本 語が わかる両 親 には日本語 を話 す傾向 が少 し見 られ るものの、それで も、

両 親 とは主にポル トガル語で 会話 して いることや、実際、子 どもに 「ブラジルの テレビ番 組 を見 ます

か」とい う質 問 をしたところ、「よく見 る」と「ときどき見 る」を合 わせ て100%に 達 したことか らも

明 らかである。こうした結 果か ら、子 どもは日常生 活 の中で 「話す こと」と「聞 くこと」を通 して頻繁

にポル トガル語 に接 触 して いる様 子 が うか がえる。それ ゆえ、日系 ブラジル人の 家庭 にお ける子ど

もの母語 保 持 は うまく機 能 してい るか の ように思 え

るか もしれない。しか しなが ら、「口本 語 の本 やマン

ガ を読 み ます か」とい う質 問で は、62.5%の 子 ども

が 「よく読 む」または 「ときどき読 む」と答 えてい るの

に対 し、「ポル トガル語 の本 やマ ンガを読み ます か」

で は 「よく読 む」または 「ときど き読 む」と答えた子 ど

もはわずか25%で あ り、 「読 む こと」を通 してポル ト

ガル語 に接 触 する頻 度 が非 常 に少ない ことを示 して

い る。さらに言 えることは、得意 な言 語 を日本語 とす

写真2家 庭でポルトガル語を勉強している様子
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る日系ブ ラジル入児 童 ・生徒 の80%が 「読 む こと」を通 してポル トガル語 に接 触 する頻 度 が 「あ ま

りない」あるい は、 「まった くない」と答 えてお り、そ の理 由を 「まだ読 めないか ら」、 「読んで も意 味

が 分 か らないか ら」と答えてい る。また、ブ ラジル人 父母 はインタビューの 中で 「息子 はポル トガル

語 を上手 に話 す し、すべ て聞 いて理解 することもで きるが、ポル トガル語 で文章 を書 くことが苦 手

であ る」、 「ポル トガル語で話 した り聞いた りすることは家 で もで きるが、読 んだ り書 いた りすること

に関 しては、やは り先生 の協 力 が必 要であ る」と述 べ ている。この結 果か ら、 「話 すこと」、 「聞 くこ

と」に関 しては、父 母 による家庭 内の母 語保 持 教 育や 日常 生活 の中でポル トガル語 と接触 すること

によって、ある程 度、習 得 、あるいは、保 持 で きるが 、「読 むこと」、「書 くこと(注7)」に関 しては、家

庭 における母語 保 持教 育 のみで は、十分 な もの とは言えない ようであ る。

さらに、 「もし、母語 保 持 教 室が あれ ば子 どもを通 わせ たいで すか」という質 問に対 して、ブ ラ

ジル人 父母 全員 が 「通わせ たい」と答 えてい ることか らも、家庭 だけ では十分 な母 語 保持 教 育 を

行 うの に限界が あ り、受 け入 れ社 会 側 のなんらか の手助 けが必 要で あることを示 唆 して いる。実

際 に、「子 どもが通 っている学校 にどん なことを望んで います か」とい う質 問をした ところ、「ブ ラ

ジル人学 校が あれ ば良い と思 う」という意見 が多 く見 られた。これ は、愛知県 や静 岡県 などにある

ブラジル人学 校 で はブラジルで使 用 されてい る教 科 書 と全 く同 じものを用 いて授業 が行 われるた

め、子 どもがポル トガル語 を忘れ る心配 が ない ことに起 因する。一方 、日本 にいる ときは 日本 語 や

日本 文化 を身 につ けて、日本 人 との友情 を深めて もらいたい という考え方 により、 「た とえ、ブ ラジ

ル人学 校 があ ったとしても、行 かせ ないだ ろう」という意見 もあった。

最終 的 に、ブラジル人 父母 に とってもっ とも理想 的 なのは、「ポル トガル語 と日本 語 が両 方分 か

る教 師 が公 立学 校 にいること」や 「公 立学校 で ポル トガル語 の授 業 を行 うこと」であ るようである。

ある母 親 は、 「自分 の子 ど もが 通 っ ていた小 学 校 にはポル トガル語 を教 える教 師が い なか っ た

が、隣の 町内の小 学校 に は週 に1度 、必ず ポル トガル語 の授業 を行 う教 師 が巡 回 していた。その小

学 校 に通って いた友 人の子 どもと自分 の子 どものポル トガル語能 力 は大 きく異 なるため 、日系ブ ラ

ジル人 が 在籍 す るすべ ての学校 にポル トガル語 を教 える教 師 を配置 することが、子 どもの母 語 保

持 に とって役 に立つ ことであ る」と述べ てい る。日本 語 とポル トガル語 が 両方 わかる教 師が 学校 に

配置 されることは、子 どもの母 語保 持 教 育 に当然 、効 果 的 であ ることに加 えて、日本人の担任 とブ

ラジル人 父母 が面 談 をする際の 手助 けとな り、親 、子 どもの両者 に とって必 要 な存在 で あるとい え

る。

5.子 どもの教 育 にか かわる将 来の展 望

親子 間 の意識 の違 いに よって引 き起 こされ る帰 国 に関す る問 題 は、 家 族 の構 成 メンバ ー に子

どもを持 つ 多 くの 日系 ブラジル人 家庭 において共 通 して見 られ るものであ る。 日系 ブラジル人 父
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母 に対 して 「日本 にあ とどれ くらい 滞在 す る予 定 で す か」 とい う質 問 をした ところ、 「1年くらい

(36.4%)」 、厂まだ分 か らない(273%)」 、「4年くらい(18.2%)」 、「2年くらい(9.1%)」 、 「で きれ

ば永住 したい(9.1%)」 とい う回答 が得 られ た。この結 果か ら、日本 に永住 を希 望 してい る人はわず

か9.1%で あ り、 「まだ分 か らない」を除 く、残 りの63.7%は 数年 後 にブラジルへ の帰 国を予定 して

い ることが 分 かる。また、「まだ分 か らない」と答えた入 も、 「子 どもが 日本 の教 育 を受 け終 えるま

で」や 「日本 での 目的が 達成 で きるまで」と述べ てい ることか ら、 日本 で の滞 在 を 「期 限付 き」と見

な している ことが見 て取 れ る。こうした ことか ら、 日系 ブ ラジル人の 日本 における滞 在 は長期 化や

定住 化の傾 向 は見 られ るもの の、ほ とん どのブラジル人 父 母が 将 来 的にはブ ラジルに帰 国するこ

とを希望 していることが うかがえる。

次 に、現 段 階 において、既 にブ ラジルへ の 帰 国を予定 してい る人へ の 「なぜ、ブ ラジル に帰 国

するので す か」 とい う質 問 の回答 を見 てみ ると、 「子 どもに教 育 を受 け させ るた め(571%)」 が

最 も多 く、次 に 「家 族、 親 戚や 友 人が い るか ら(28.6%)」 、 「日本 での 生活 が 困 難 になった か ら

(14.3%)」 と続 いて いる。帰国 理 由を 「子 どもに教育 を受 け させるため」とす る人 は、 日本 におけ

る滞在予 定年 数 を、それ ぞれ 「1年」、「4年」と答えてお り、こうした数 字 につ いて、あ る母親 は 「来

年、小 学校 に入 学 する息子 が いるが 、このまま日本 の小 学 校 に入学 させ て、10～11年 後 にブ ラジ

ルの学 校 に編入 させることは子 どもに とって大 変難 しい ことであ ると思う。だか ら、日本 の小 学校

入学前 にブラジルに帰国 し、最初 か らブ ラジルの学校 で教 育 を受 け させ たい」、また、別 の母親 は

「4年後 には、日本 の 中学 校 を卒 業す るので、帰 国 してブ ラジルの高校 で子 どもに教 育 を受 け させ

たい」と説 明 してい る。つま り、 「1年」、「4年」といった明確 な滞在予 定 年数 は子 どもが 現 在通 っ

てい る日本 の学 校 における卒 業 までの予 定年 数 を示 してお り、ブラジル人父 母 が帰 国 を決 める際

に、子 どもの就 学段 階 を考 慮に入 れる場合 が 多い ことが インタビューの結果 明 らか になった。

これ に対 して、ブラジル人児 童 ・生 徒 に 「将来 、どこで勉 強 したいですか」という質 問をした とこ

ろ、 「日本(62.5%)」 、 「ブラジル(25%)」 、「その他(12.5%)」 であ り、圧 倒 的に 日本で 勉 強 した

い子 どもが多 い ことが見 てとれ る。その理 由として、「日本 で長 い 間生活 しているので、 日本 の生

活 環 境 に順応 してい るか ら」や 「家 族 も友人 もすべ て 日本 にいるか ら」とい う回答 がみ られ 、中に

は、「私 は 自分 をブラジル人で はなく、日本 人だ と思 ってい る。いず れは、国籍 もブ ラジル国籍 か ら

日本 国籍 に移 したい」と述 べ る子 どもさえいた。

上記 で考 察 したように、親 と子 の 問で将 来の展 望 に関して意識 の違 いが生 じて いる。親 は子 ど

もにブ ラジル で教 育 を受 けさせ たいのに対 し、子 どもは日本 で教育 を受 けることを希望 している。

ブラジル人父 母 は、いずれ はブラジルに帰 国 し生活 することになるの で、ブラジルで教 育 を受 ける

ことが子 どもの将 来に とって もっとも重要 なことであると考えてい る。一方、子 どもは慣れ 親 しんだ
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日本 で教育 を受 けることを強 く望 んでい る。両 者 にこうした意 識 の違 いが 生 じるのは、親 は自分 の

生活基 盤 があ くまで もブ ラジルにあ り、た とえ長期 的 であって も、日本 での滞在 は一時 的な もの に

過 ぎないと考 えて いるのに対 して、ブラジルを知 らず に日本 で生 まれ育った子 どもは、自分 の生活

基盤 はブ ラジルにではな く日本 にある と考 えているか らであろう。

おわりに

本 稿 では、日系 ブラジル人の家 庭 をとりまく現状 か ら、親 の 日本 語 にお けるコミュニケー ション

能力 とそ れ にともなう不安 や問題 点、また、子 どもの教 育 に関 して も取 り上 げ、特 に、母語 保 持 教

育とい う言語 の問題 と教 育 にか かわる将来 の展望 について論 じてきた。

まず、親 の 日本 語 にお けるコミュニケー ション能力 に関 して、日本語 能力 が低 いことにより日常

生 活 を送 る上でさまざまな問題 が生 じていることが観 察 された。生活 上の不 安 を解 消するため に、

「読 むこと」、 「書 くこと」を含 めた、コミュニケーシ ョン能 力の習得 が必 要 であ る。しか し、日本語 に

おけるコミュニケーシ ョン能力 が低 い ことによって生 じる問題 は、多 くの場合、われ われ 日本人 との

コミュニケー ションギャップ により引 き起 こることが予想 され る。外 国 入を受 け入 れ る側 も相 手が

外 国人であ ることを考慮 すれ ば、コミュニケー ションを円滑 に行えるようになるのではないか と思

われ る。

次 に、子 ど もの教 育、特 に、母語 保 持 教 育 に関 してはポル トガル語 との接触 が 家庭 内のみ にほ

ぼ 限 られてお り、ポル トガル語 を習得 、あ るいは、保 持 することが非 常 に困 難であ ることが 観察 さ

れた。公立の学 校 にはポル トガル語 を母語 とする児 童 ・生徒 だ けでな く、さまざまな言語 を母語 と

する児 童 ・生徒 が 在 籍 して いるため、ポル トガル語 を母語 とするブラジル人 児童 ・生徒 にだけ ポル

トガル語 の授 業 を行 うというわけ にはいか ない。また、ポル トガル語 能力 を有する人 材が 不足 して

いることも問題 点 として指 摘 され る。しか し、父 母 との コミュニケー シ ョンや 帰国後 の再 適応 な ど

を考えると、ポル トガル語 を習 得、あるいは保持 することは必要 不 可欠であ る。そ のため、今後 の

課題 として、ポル トガル語 能力 を持 つ人材 や ブラジルに興味 や 関心 をもっている人材 を確保 し、子

どもが少 しで も多 く、ポル トガル語 やブ ラジル文化 に触 れ られ る場 所、つ まり、母 語保 持 教 室 を開

設す ることが急 がれ る。

さらに、子 どもの教育 に関連 して、将 来 的に帰 国を希 望 してい る親 と日本 に永住 したい子 どもと

の問 に、将 来 の展 望 にお いて意 識の 違 いが 見 られた。子 どもが 日本 に残 りたい理 由として、 「ブラ

ジルに行った ら、分 か らないことが多 いか ら」と述べ てい ることか らも、日本 語や 日本 での生 活 に

かな り順応 してい ることが わか る。しか し、子 どもたちが 日本 で の永住 を希 望す るの は、ブラジル
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国籍 であ りなが ら、ブラジルの文化 や言語 を学 ぶ 機会 が ほ とんど与 えらず に、ただ 日本式 の生 活

スタイル に適 応 して きたことに起 因するので はないか と考 えられ る。つ まり、ブラジルの文化や言 語

をあまり習得 していないため、日本 での永住 を選択 する以外 に選 択余 地 が ないので はないか とい

うことであ る。もちろん、子 どもは家庭 でブ ラジル文化 やポル トガル語 に接触 す る機 会 はあるが 、

家庭 だ けでは十分 であ るとはいえない だろう。日系 ブラジル人児 童 ・生徒 に選択 権 を与える意味 に

おいて、ブラジル ・日本 両方 の言 語 や文化 が 家庭 以外 で も学べ る場 所 をわれ われ は提 供 していか

なけれ ばな らない ように思 える。

今 回の調査 で は、日本 で生 活す る日系 ブラジル人家 庭 のほん の一部 を観 察 した に過 ぎないが、

早期 に解 決 しなけれ ば ならない具体 的 な問題 が見 えてきた。特 に、言 語教 育 を含 む、子 どもの教

育問題 に関 してはブ ラジル人父母 の関心 が最 も高 い ところである と同時 に、最 も改 善 を要 してい る

ところで もあ ることが解 明 された。

〈大 阪大学大学院言語文化研究科 博士前期課程〉

1本 稿では、日本で生まれ、ブラジルに移住した人を1世とする。また、1世を両親に持つブラジル生まれの人を2世 とする。片親が2

世で片親が非日系人の場合、生まれた子どもは3世 とする。以下、同様に定義する。

2法 務省入国管理局 『在留外国人統計』平成14年 版より

3訪 問したすべての日系ブラジル人の家庭でブラジル人父母と日系ブラジル人児童・生徒の両者に対してインタビューが実施できた

わけではなく、どちらか一方のみにインタビューが実施できたものも収集資料の中に含まれている。

4ブ ラジル人父母には、日系人、非日系人の両方を含む。

5二 言語が使用できる人で、二つの言語のどちらについても、ある程度十分な言語能力、特 に会話能力を備えている場合をさす。

6再 適応とは、外国にある一定期間滞在し母国へ帰国した後、母国の学校や地域社会の生活の順応することを表す。

7ブ ラジル人児童 ・生徒に対して「書 くこと」を通してポルトガル語に接する頻度に関する質問が欠けているので、「書くこと」につい

てはブラジル人父母へのインタビューをもとに考察した。

【主要参考文献】

●石井恵理子 「ポルトガル語を母語とする在日外国人児童生徒の言語教育に関する父母の意識」「日系ブラジル人のバイリンガリズム』国立国語

研究所2000年 ●江原裕美 「ブラジルにおける日系人児童生徒の再適応状況一学校と家庭における調査結果から一」『在日経験ブラジル人・

ペルー人帰国児童生徒の適応状況一異文化間教育の視点による分析一』2000年 ●小内透 編著 「在日ブラジル人の教育と保育一群馬県太田

市 ・大泉地区を事例として一』明石書店2003年 ●小内透 ・酒井恵真 編著 「日系ブラジル人の定住化と地域社会一群馬県太田・大泉地区を事

例として一』 御茶ノ水書房2001年 ●村田翼夫「ブラジル・ペルーの日系人児童生徒に対する母国の教育の現状と意義一通信教育と母語教

育を中心として一」「在日経験 ブラジル人・ペルー人帰国児童生徒の適応状況一異文化間教育の視点による分析一』2000年
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日系ブラジル人の子どもたちと日本の学校社会

前村奈央佳

児 童期 の子 どもたちは、青年 期や壮 年 期 に比べ ると心 身ともに比較 的安定 した発 達 を示 す と言

われて いるが 、就 学 により家 庭生 活の ほかに 「学 校」とい う集 団生活 に適応 していか なければ なら

ないという意味 にお いて は、生活 経験 に著 しい変化 があ ると言える(篠置・乾原,1990)。小 学 校 という

場 は、日系 ブ ラジル人 の子 どもたちにとって も、家庭 以 外で出会 う初 めての 集団 であ り、また同時

に初 めて直接 に 日本 社 会 に出会 う場 であると言える。

広 島県東 部 地域 のA市 のE小 学 校 では、全校 児 童592名 中、約3%は 外 国籍 の児童 であ り、ほ

とん どの学級 に日系ブラジル人児 童 をはじめ とする1～2名 の外 国籍 児 童が 在籍 し、日本人児 童 と

ともに学 校 生活 を送っている。また、外 国籍児 童 のための 日本語 教 育 を中心 とした補助 的 な授 業

として、加 配教 員(注1)1名 が 指 導する特 別学 級 が設 け られてお り、そ の児 童 の能 力 に応 じて日本 語

や、カリキュラムの補足 的な指 導が行 われてい る。

本節 で は、上 記 の小 学 校 の協 力 を得て、日本入児 童 と日系 ブラジル人児 童 が互い にどう意 識 し合

い、コミュニケーションを行って いるか、また、それ を教 師 たちはどの ように見てい るか、多文化 教 育

(注2)とい う視 点 を含めて学校 側 の対 策 は どう行 われているか についての調査 結 果 をまとめ る。具

体 的 な調 査 内容 は、以下の とお りであ る。

(1)日 系 ブラジル人児 童 と学校 生 活(イ ンタビュー調 査 より)

(2)日 系ブ ラジル人児童 とかか わる日本 人児 童(ア ンケー ト調査 より)

(3)日 系 ブラジル人児 童 の在 籍 する学 校 の教 師たち(ア ンケー ト及 びインタビュー調査 より

これ らを通 して、広 島県東 部地 域 において、日系 ブラジル人の子 どもたちが 日本 の学 校社 会 にど

う受 け入れ られ、どう適 応 してい るか を調査 し、今 後 の 日本 社会 が、外 国籍 の児 童、特 に 日系 ブラ

ジル人の子 どもたちを、教育 という側面 でどの ように受 け入 れ 、対 応 して いくべ きか を考えてい くた

めの一助 としたい。

日系ブラジル人児童(注3)と学校生活

E小 学校 で特別 学級 を受 け ている外 国籍児 童は約20名 であ り、その母 国は ブラジル、ペ ルー、
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中国などである。2003年7月 上旬か ら8月 上旬 にか けて行 った本調 査 では、まず特 に外 国籍児 童

の 中で も一 番数 が 多 い日系ブ ラジル人児 童 に対 し、インタビュー形式 で個 別 に、学校 生 活 と友 人

関係 について主 に質 問を行 った。インフォーマ ントは、5名 の外 国籍児 童(男 子3名 、女子2名)で

あったが、ここではその うち発言 内容 の比 較 的明確 な日系 ブラジル人児 童3名 の事 例 をとりあげる。

インタビュー内容

1.児 童A(日 系ブ ラジル人/女 子/11歳/小 学 校6年 生)

ブラジルで生 まれ 、1～2歳 のときに両 親の仕 事 の都合 で 来 日。自分 のアイデ ンティティを 「ブラ

ジル人」と感 じている。それ は、 「お父 さん とお母 さんが ブラジル人 だか ら」と彼 女 は言 う。幼 い 頃

か ら日本 で生活 していることもあ り、日本 語 ・ポル トガル語 を使 い分 けて使 用 。両語 とも、たい して

不 自由なく扱 えるが、どち らか とい うと日本 語 の ほうが 得意 である。

学 校 での友 人 関係 は、ほとんどが 外 国籍児 童 であ る。ある教 師(50代/女 性)に よると、彼 女

は最 高学 年で あ り、活発 で、外 国籍 児童 グル ープで もリー ダー 的存 在 であ る。彼 女は ブラジル人

の友 達 と日本人の友 達 は違 わない と感 じてお り、その理 由は 「友達 は、友達 だか ら」と言 う。授 業

中 にわか らないことは 「よくあ る」と答え、そ のときは手 をあげ ないで直接 教 師 に質 問 してい る。学

校行 事で一番 好 きなの は、外 国籍 児 童を集め た特 別学 級 にいるときだ と言 う。特別 学級(注4)は 、

「おもしろい、すげえお もしろい」と嬉 しそ うに話 した。将 来 は、保育所 の先 生 になりたい と言 うが、

「ずっと日本 にいたいです か」という質問 には、 「帰 りたい とも思 う」と答 えた。

2.児 童B(日 系 ブラジル人/男 子/10歳/小 学校5年 生)

ブラジルで生 まれ、3歳 のとき初 めて 日本 に来 た。そ の後、両親 の仕事 の都 合 で日本 とブラジル

を何 度か 行 き来 してい る。その ため 少 し精神 的 に不安 定 な面 もあ ると、あ る教 師(50代/女 性)

は話 す。自分 のアイデ ンティティを 「ブラジル人」と感 じ、そ の理 由について、 「ブ ラジルで生 まれ た

し、なんとな く」と答えた。ポル トガル語 の ほうが よくで きると感 じて はいるものの、日本 語 もほ ぼ

不 自由せ ず話 すことが で きる。

課 外 活動 で はサ ッカー チームに所属 し、友 人 関係 は外 国籍 ・日本人 が だいたい同 じくらいであ

る。ブラジル人 と日本人の友 達 に関 しては、 「言葉 はちが うけど、ほか は同 じ」と言 う。授 業 中、わか

らない ことはときどきあ り、そ のときは教 師が 自分 の席 の近 くに来 たときに聞 いて いる。特 別学 級

に関 しては、 「まあまあ(お もしろい)」と答 える。将来 はサ ッカー選 手 にな りたい と話 し、 日本 にい

たいか どうか につ いては、 「ブ ラジルに帰 りたい」と答 えた。

3.児 童C(日 系ブラジル人/男 子/11歳/小 学 校6年 生)

ブラジルで生まれ、来 日は2年 前 。祖母、父 親が 日本人で あることもあり、自分 のアイデ ンティティ
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については、「ブラジル人。あ、でもブラジル人 と日本 人半分 半分 か な」と言 う。家 庭で用 いる言 語

はほ とん どポル トガル語で あ り、受 け答 えの日本 語 はで きるもののポル トガル語 の ほうが 得意 であ

ると感 じている。

友 人 関係 について、親 しい友 達 として挙 げたのは2名 の外 国籍児 童 であった。ただ、日本 に初 め

て来 たときは、友達 が いな くて寂 しいと感 じたと話 したが、今 は 「友 達 た くさん。楽 しい」と言 う。来

日する前 はブ ラジルでも学 校 に通 ってお り、日本 の学校 とは算 数 と国語 が違 うと答えた。日本 の学

校 の授業 で わか らない ことは ときど きあ り、その際 はとな りの席の子 に尋 ねてい る。好 きな授業 は

体 育 であ り、体 を動 かす ことが大 好 きであ る。特 別学 級 につ いて尋 ね ると「お もしろい」と答え、そ

の理 由は 「ブラジル人の友 達 が いるか ら」である。将 来 の夢 はサ ッカー選 手であ り、日本 にいたい

か どうかとい う質 問では、 「ブ ラジルに帰 りたい。友 達が い るか ら。帰ったら遊ぶ」と話 した。

インタビューを通 して

上 記の3つ の事 例 に共通 して言えることは、3名 ともブラジル人としてのアイデ ンティティのほ うが

強い点 であ る。それ は、児 童Aの ように日本語 の ほうが得意 な場 合 にもあて はまっていた。つ まり、

ポル トガル語 を話 す とい うことが 日系ブ ラジル人児 童 のアイデ ンティティと結 びつ いてはいるもの

の、そ れ以外 にも要 因が あると考 えられ る。また、日本 語 能力 に関 して は、3名 ともインタビューの

受 け答えはほぼ問題 な くで きるものの、児童Cの 「友 達 たくさん。楽 しい」といった表 現 に見 られ る

ように、日本 語 の表現 に少 し不適切 な表 現が み られ ることもあった。将来 ブラジルへ帰 りたい とい

う意 識 は、頻 繁に 日本 ブラジルを行 き来 して いる児童B、 日本 に来て比較 的 間もない児 童Cで 強

く、「帰 りたい」とい う率 直 な言葉 で 表されてい る。それ は、来 日してからの ほうが長 く、日本 語 も得

意であ り、帰 国に関 しても 「帰 りたいとも思う」と答えるにとどまった児 童Aよ りも顕 著であった。

また、特 別学 級 が楽 しい と答えてい る点 も共 通 して いる。児童Cに 見 られるように、自分 と同 じ

ようにブ ラジルか ら来て、ポル トガル語 を話 す仲 聞が

いると感 じられ ることは、日系 ブラジル人 児童 に とっ

ての安 心 感 につ なが ってい ると予想 され る。友 人 関

係 に関 して も、課外 活 動 でよく日本人 と関わ っている

児 童Bを 除いては、外 国籍 の児 童 で集 まる割 合 が高

い。特 別学 級 の教 師(40代 男性)の 話 で も、来 日し

て 日が浅 く日本語 の わか らない児 童 に、両 方 話せ る

児 童 が通 訳 がわ りになって助 けるといっ た場 面 もみ

られ 、外 国籍 の子 ど もた ちにとって、同じようにブラ

写真1国 際交流教室に掲示 される、外国籍児童の作品。

日本やブラジルの国旗が描かれている。
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ジルか ら来て、同 じ言 葉が 話 せるということは、強い仲 間意識 となっていると考 えられ る。

これ らの事 例 か ら、日系ブラジル人児 童の仲 間意識 に、ポル トガル語 を共有 してい ることが影 響 し

てい ること、またブラジルへ の 帰属意 識 が、来 日している期 間や時 期 に影 響 を受 け ていることなど

が示唆 され た。

日系ブラジル人児童とかかわる日本人児童

次 に、E小 学校 で 日系 ブラジル人児 童 と学校 生活 をともに送 っている 日本人 児童 たちの意 識 を

調査 す るために、日本人児 童 を対 象 にしたアンケー ト調 査 を行 った。インフォーマントは、E小 学 校

に通 う高学 年児童201名 であ り、その うち有効 回答 は162名(5年 生56名 、6年生106名;男 子80名 、

女子82名)で あった。ア ンケー トの配布 は各 学級 の担任 の教 師 に委 託 し、授業 中お よびホームルー

ムを利用 して行 った。アンケー トの内容 は、主 に 「日本人児 童 の友 人 関係 について」「日系 ブラジル

人児 童 とのコミュニケーション」「日系 ブラジル人児 童が 話 すポル トガル語 に対す るイメージ」「日系

ブラジル人 児 童が 同 じ学 級 に在 籍す ることにつ いて」「日系ブ ラジル人児 童 との行 動 意 図」の5点

に関 してであった。

まず、E小 学校 の 日本 人児 童が 日系 ブラジル人児 童 とどう関わって いるか を調 べ るため に、 「日

本人 児 童 の友人 関係 について」では、 友 人の 中に 日系 ブラジル人児 童 が い るか どうか を尋 ねた

(注5)。次 に、日系 ブラジル人児 童 の中には、来 日して日が浅 く、日本語 が まだ堪 能で はない児 童 も

いるとい う実 状 を踏 まえて、「日系 ブラジル入 児 童 との コミュニケー ション」の項 目で は、言 語 に よ

るコミュニケーシ ョンにおいて、日本人児 童 が 日系ブ ラジル人児 童 と話 しているときに自分 の言 い

たい ことが 伝 わらなか ったこと、あ るいは相手 の言 っていることがわか らなか ったことがあ ったか

どうか を尋 ね た。また、日系 ブラジル人児 童 どうしの会話 においては度々、日本 語、ポル トガル語 が

混 ざりなが ら話 され る。そこで 「日系 ブラジル人児 童の 話す ポル トガル語 に対 するイメージ」では、

ポル トガル語 につ いて日本人児 童 が どう感 じて いるか についての イメー ジ(か っこい い、変 なかん

じ、お もしろい、すごい)の うち、あて はまるものを挙 げ るよう求 めた。さらに、「日系 ブラジル人児

童が 同 じ学級 に在 籍す ることにつ いて」の項 目では、日系ブ ラジル人児童 が 同 じ学級 にいて良か っ

たことにつ いて(ブ ラジルの 国につ いて 聞いた、ブラジルの言 葉 をきいた、友 達が 増えた)の うちの

あてはまるもの を尋 ねた。最 後 に、日本人児 童 が 日系ブ ラジル人児童 と一緒 にどうしたいかとい う

行動 的側 面 を訪ね るため に、「日系 ブラジル人児 童 との行動 意 図」において、「お しゃべ りしたい」

「お 友だ ちの国 につ いて いろい ろたず ねたい」厂親切 にしたい」とい う3項 目について、(1と てもそ う

思う～5全 然 そ う思 わない)の5件 法 で 回答 を求めた。
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アンケー ト結 果

1.日 本人児 童 の友 人 関係 につ いて

まず、日本人児 童 に日系ブラジル人児 童 の友 人が い るか どうか を尋 ねた ところ、98.1%の 児 童 が

「いる」と回答 し、「いない」と回答 したの は1.9%で あった。これで、ほとん どの日本人児 童 が 日系 ブ

ラジル人児 童 とかか わりを持 ってお り、友 人 と認 識 してい ることが確 か められ た。

2.日 系 ブラジル人児 童 とのコミュニケーション

次 に、 日系ブ ラジル人児 童 とのコミュ ニケー ションが うまくいって いるか を尋 ねた ところ、自分

の言 いた いことが相 手 に伝 わ らなか ったことが 「ある」と答えたの は28.3%で あ り、そ の他717%

の児 童 は 「ない」と回答 した。また、相 手 の言ってい ることが 理 解で きなか った ことについて は、

26.1%が 「ある」と回答 し、73.9%は 「ない」と回答 した。このように、日本人児 童 ・日系ブ ラジル人

児 童のあいだで言 語 の違 いなどはあるものの、コミュニケーシ ョンにおいては問題 が ないと感 じて

いる児 童のほ うが 多い傾 向 にあった。

3.日 系 ブラジル人児童 の話 す ポル トガル語 に対 するイメー ジ

ポル トガル語 のイメー ジに関 して、肯 定 的 な回答 では、 「かっ こいい」と答えたの が28.3%で あ

り、 「お もしろい」と答 えたの は35.2%、 「すごい」と答 えたの は53.5%で あった。また、否 定的 な回

答 に関 しては、 「変 な感 じ」が23.3%で あ った。

4.日 系ブ ラジル人児 童が 同 じ学級 に在 籍 することにつ いて

日系ブ ラジル人児 童が 同 じ学級 にいて良か った ことについて回答 を求 めたところ、 「ほかの 国の

ことを聞いた」と答えたのが 全体 の22.2%、 「ほかの国 のことばを聞いた」と答 えたのが36.1%、 「友

達 が増 えた」と答えたの は全 体 の475%で あ り、日系ブ ラジル人児 童 と同 じ学 級 にいることで、友 人

が増 えた と感 じて いる児 童 が比 較 的多か った。

5.日 系 ブ ラジル人児 童 との行動 意 図

日系ブ ラジル人児 童 と一緒 に行動 したい かどうか につ いて は、 「お しゃべ りしたい」で は、 「とて

もそ う思 う」と答 えたのは22.6%で 、 「少 しそう思 う」は29!7%、 「どち らでもない」は22.2%、 「あま

りそ う思 わない」は13.3%、 「全 然そ う思 わない」と答 えたのは12.0%で あった。

また、「お友 達 の国(ブ ラジル)につ いていろいろたず ねたい」か どうか については、「とてもそ う思

う」と答えたの は19.9%で 、「少 しそ う思 う」は32.1%、 「どち らで もない」は20.5%、 「あまりそ う思 わ

ない」は16.0%、 「全 然 そ う思 わない」と答 えたの は11.5%で あった。

「親切 にしたい」に対 して回答 を求 めたところ、 「とて もそ う思う」と答えた のは26.1%で 、「少 し

そう思う」は31.2%、 「どちらで もない」は24.2%、 「あ まりそう思 わない」は9.6%、 「全然 そ う思 わな

い」と答えたの は&9%で あ った(図1参照)。
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6.ア ンケー トを通 して

以上 のように、E小 学 校で はほ とんどの 日本人 児 童に とって日系 ブラジル人児 童と交 流が あ り、

「ほかの 国か ら来たお ともだち」と認 識 して はいるもの の、ネガティブな印象 を持 っている場合 は少

ない。コミュニケ ーションの側 面で も、円滑 にいか ない場 合 お よび具体 的な トラブ丿ヒにつ いての詳

細 な調査 が必 要で はあるが 、全体 としては問題 はない と感 じている場 合 が 多 く、 「お しゃべ りした

い」「親切 に したい」など 日系 ブラジル人児 童 と友 達 として積 極 的 に交流 したい と考 えて いる児 童

が 過半 数 を超 えている。また、外 国籍児 童 と同 じ学級 であることで、友達 が増 えたと感 じて いる児

童 も多い。このように、集 団を強 く意識 し始 める児 童

期 の子 どもたち(篠置・乾原1ggO)に とって、集 団のメン

バーであ る「友 達」について積極 的 な回答が 多 くみ ら

れ 、外 国籍児 童 と普段 か ら関わってい るE小 学 校 の

日本人児 童 は、異 なる言語 や 国籍 をもった友達 に対

して比較 的 寛容 である傾 向が うかがえた。

日系フラジル人児童の在籍する学校の教師たち

最 後 に、日系 ブラジル人児 童:の在 籍す る学 校 の教

師の 目か ら見て、 日本 人 ・日系人 児 童の コミュニケー

ションは どう行 われているか、学 校 としてどういった

政 策が とられているか などの側 面 を調査するため に、

E小 学校 に勤 務す る教 師20名 をインフォーマ ントと

してアンケー ト調査 を行い 、14名 か ら回答 を得た。ま

た、特別 学級 の教 師お よび学 校 長そ れぞれ1名 には

アンケー トに加 えて、インタビュー 形 式で 質問 を行 っ

た。質 問項 目は、 「教 師の 目か ら見 た 日本 人児 童 と外

国籍児 童(注6)の コミュニケーシ ョン」「外 国籍児 童受

け入 れにあたっての学校 の取 り組 み」「今 後 の課題 」

を中心 に尋 ねた。

鬮 とてもそう思う 鬮 少しそう思う 匡ヨどちらでもない

匿ヨあまりそう思わない[]ぜ んぜんそう思わない

←積極的 消極的→

0% 50%

項 目1お しゃべ りしたい

←積極的 消極的→

100%

0%50%100%

項目2お 友達の国(ブラジル)のことについて

いろいろ尋ねたい

←積極的 消極的→

0% 50%

項目3親 切にしたい

図1日 系ブラジル人児童との行動意図

100%
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教師 の 目から見 た日本 人 児童 と外 国籍児 童の コミュニケーション

E小 学校 の教 師 は、ほぼ全員が 学級 担任 をした り、特 定 の教科 や クラブ活 動の 指導 をした り、外

国 籍児 童とか かわ りを持 った経 験 があ る。第2項 お よび第3項 で は、日系ブ ラジル人児 童の声、日

系ブラジル人児 童 とか かわる日本人児 童 たちの声 をとりあげて きたが、そこでみ られた交流 とい う

側面 について、実 際に指導 する立場 で児 童 とかか わっている教 師たちに質 問 した。まず、外 国籍児

童の入学 や転入 時 の学級 の様子 についての 質問で は、日本語 が わか らず不 安 そうな外 国籍児 童 に

対 し、日本人児 童 が 「習慣 も言葉 も違 うので、興 味 を持 っていた。よく話 しか けていた」(40代/女

性 教師)と い うものや、「クラスの子 は とても興 味深 く関 わろうとしていた」(50代/女 性教 師)と

い ったような、外 国籍児 童 との 「交 流」とい う側 面で の 日本人 児童 の積極 性が 伺 える回答が2件 み

られた(注7)。

一方
、「7～8年 前 まで は外 国籍 児童 が 少 数 だったため、まわ りの子が より積 極 的 にかか わ りを

求 め、外 国籍児 童 を学 級み んなが支 えていこうとい う雰 囲気 があ ったが 、近年 は他 の転校 生 とあ

まり変わ らず、特 に驚 いた様子 はない」(40代/男 性 教 師)と い う声 もあった。これは、外 国籍児 童

を特別 視せ ず、児 童や教 師 の間に、「外 国 籍」「日本人 」とい う枠 が取 り払 われつ つあ り、国籍 の違

い を意 識 しな くな りつつあ るという意 味 で望 ましい状況 である と言えるが 、日本語 をよく理 解で き

ず、異 なった習慣や価 値 観 を抱 えてやって来 る外 国籍 の児 童へ の対策 が軽 視 され ることのないよう

留意 すべ き状 況で あるとも言 える。また、「外 国籍児 童 が在 籍 するクラス とそ うで ない クラスで、雰

囲 気 において異 なる点が あるか」とい う質 問 に対 して 「はい」と回答 したのは5件 で、「わか らない

ことを互いに支 えて いこうという意欲 が 強 くなる」(40代/男 性教 師)、 「他 の 国の ことに関心 を持

つ」(40代/女 性 教 師)、 「言 葉が 通 じない と、どの ようにして伝 えたらいいか を考 える」(不明/女

性 教 師)と いったように、他 人を理 解 し、助 け合 う心 を育 てるため に良い という意 見 もみ られた。た

だ し、「外 国籍児 童が 日本 の学 校 に とけこむか どうかには、それぞ れの児 童の家 庭 での教 育や、性

格 的 な違 い など個 人 差が あ り、一概 に どうであるか は言 えない」という意見(40代/男 性教 師)も

あった。

「外 国籍児 童 と日本 人児 童との 問に何 か トラブルが あった か」とい う質 問 に対 して、「はい」と回

答 した のは6件 あ り、その うち2件 は 「言葉 や習慣 、価値 観 の違 いに よる」とい うものであった。具

体 的 な トラブル の内容 について学校 長 に回答 を求 めたところ、数 年前 、課 外で児 童 たちが スポー

ッをしている際 に、ある日本人児 童 が、外 国籍児 童 とケンカになり、複数 の外 国籍児 童 に取 り囲ま

れて問題 になったことが挙 げられ た。外 国籍児 童 には、「集団 いじめ」という意 識 はなか なか 理解

できず、それが よくない ことであ ると説 明するのが 困難で あった とい うことであ る。また、外 国籍児

童 が耳 にピアスをした り、派手 な服 装 で登校 した りしてくることに対 して、不 公平 さを訴える日本 人
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児 童 もいるという。そ の際 は、「～ちゃん はブラジルか ら来た から、文化 が違 うん よ」と話 してい ると

い うことで ある。40代 の男性 教 師 も、トラブルへ の対処 に関 して、「双 方か ら話 を聞 き、お互い の

考えや気 持 ちを伝 え合 わせ させ た り、考 え方の違 いを尊 重す る大 切 さを教 えた りした」と答 えて い

る。文化 の違 い、価 値観 の違 いを教 える重要 さは、複 数の教 師 のあいだでよく認 識 されていると言

える。だが、このアンケー トの 回答 か らは 「多文化教 育」という視 点で具体 的 な方策 に関するものは

見 られ なか った。そこで、次 に、外 国籍児 童 受 け入 れへ の学校 としての取 り組み について具体 的に

話 を聞いた。

外 国籍 児童 受け入れ にあたっての学 校 の取 り組 み=国 際 交流教 室

E小 学校 の校 舎 の一郭 には、外 国 籍児 童のため の国際 交流 教 室 という特別 学級 が 設 けられて

いる。その 目的 は、学 校 長 による と、 「外 国籍 の子 に日本 語 の習得 をさせ る」「学 力 をつ ける」「外

国籍 の子 同士 の仲間づ くり」「子 どもの問題 を早 くキ ャッチする」などであ り、それ は校 内 でも明確

になってい るとい うことである。実際 に、 日本 語 指 導 のため に加 配 された この教 室の教 師(40代

・/男 性)は 、その教 室 を 「外 国籍 の子 どもたちが 自分 を出せる場 になって いる」と認識 している。日

本 語 が まだ話 せ ない児 童 も、ここで はポル トガル語 で他 の児 童 と自由 に会話 が で き、仲 間意識 も

強 い とい う。授 業 中で も、 「トイレに行って来 る」と言って国際 交流 教 室 にやってくる児 童 もい ると

いうことであ り、国際 交流 教 室は外 国籍児 童 にとって、コミュニケー ション能力 の不足 などの理 由

で 普段 の授業 か ら少 し逃 げ たいときにか けこめる場 所 であ り、安心で きる場 所 となって いると考 え

られ る。こういったことに対 す る担任 の教 師の理 解 もあ り、また、日本人 児童 の反応 としても、入学

した ときか ら外 国籍児 童 が学 校 に在 籍 したため、特 別 に意識 は してい ない様 子 であるということ

であ った(注8)。第2項 で も述べ たように、日系 ブラジル人児 童の話 の 中にも、この特 別学 級 には同

じブ ラジル か ら来 た友 達が いるか ら楽 しい といった ものもあ り、児童 の仲 間づ くりには大変役 立 っ

て いると言 えよう。

また学校 の レベ ルでは、国際 教育 の一環 として、地元 の大学 か ら留学 生(イ ンド、中国、パ キスタ

ン)を招 いた交流 会等 を開催 した り、保 護者 向 けにテーマを 「国際 交流 」にした懇 談会 を行った り

している。さらに、週 に3時 聞設 け られ た総合 学 習の時 間に6年 生で は 「国際 理解 教 育」を導入 し、

国際 交流 活動 に対 しては積極 的 である(注9)。だが、外 国籍児 童 の保 護者 は共働 きが 多 く、夜 もな

か なか 連絡 が とれない という難 点 も挙 げ られた。また、E小 学校 には、ポル トガル語 ので きる教 員

が いないため、日本 語 のあまり理解 で きない外 国籍児 童 の保 護 者へ の連 絡 が伝 わ りにくいの も現

状 である。特別 学級 の教 師が 、日本 語指 導 の講 習会 に参加 した り、ポル トガル語 を調べ て学級 通

信 を作 った りと努力 はなされて いるものの、やは りポルトガル語 ので きる教 員や通訳 の配 置が 望 ま
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れ る。

今後 の課 題

日系 ブラジル人をは じめ とする外 国 籍児 童受 け入

れの ため に、現状 の 問題 点として教 師の意 見の 中で

あげ られた ことは、保護 者 へ の連 絡 も含 めて、外 国

籍児 童 との コミュニケー ションのため に、ポル トガル

語 の 通訳 や専 門の人員 を配 置 することに関 するもの

が7件 と最 も多 くみ られた。しかし、学校 長 によると、写真2国 際交流授業
での子どもたち。

日本語とポルトガル語が混ざって飛び交う。 県 教 育委 員会 にポル トガル語 ので きる教 員の配 置を

要求 しては いるもの の、 なか なか認 め られ ないの が

現状 である。また、市 町村 に外 国籍児 童のための相 談 窓 口や コミュニティー センターを充実 させる

ことを望む声(40代/男 性 教 師)も み られた。また、日本 の学 校 で教 育 を受 け、 日本 式 のス タイル

に慣 れた外 国籍児 童が 、両 親 の仕事 の都合 でブ ラジルなどへ 帰 国することも多 くあ る。その際、在

日中に母語 であるポル トガル語能力 を持 続 させる教育 も併 せて必要 になってくると考えられ るが、

日本 語指 導 の方策 もまだ定 まっていない現状 で は、ポル トガル語 の指 導 まで到底 及 んでいない。

今後 は、外 国籍児 童の ため の日本語 教 育、母 語教 育 を併 せて指 導す る体 制が 望 まれ る。

また、E小 学校 で は比較 的 、積極 的 に国 際理 解 教育 を授 業 として取 り入 れ られてい るが、指 導

要領 のカリキュラム として定 め られている 「多文化 教育」は道徳 の授 業 に組 み込 まれているものの、

その定 義 やあ り方は各 学校 に任 されているため、外 国籍児 童受 け入 れへ の対 策 が県 としてまだ確

立 されて いないことも伺 える。外 国 籍児 童に対 するコミュニケー ション能 力の育 成だ けでな く、そ

の受 け入れ側 となる日本人児童 に対 して も、異 なる習慣 、価値 観 を持 つ人々とどう共 生 してい くか、

互いに どう理 解 し合 うか について考 えさせるようなカリキュ ラムの 開発 と導入 も、今 後 ます ます必

要 になってくるであろう。

おわりに

E小 学校 で は、外 国籍 児童 が比較 的多いため、受 け入 れ に対 する日本人児 童や教 師の意 識 も高

いと言える。だが、学校 長 が憂 いでいるように、地域 や保 護者 の間で も、異 なる文化 的背 景 を持 つ

外 国 籍児 童の様 子 やふ るまい に対 して、否定 的 に見 るような目や、1人 が 問題 を起 こした らすべ て

の外 国籍児 童 を非難 する声 も存 在 する現 実 もあ る(注10)。地 域 や保 護者 も含 めて、外 国籍 児童 の
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受 け入れ に対す る理 解が まだ全 体 的に広 く意識 されているとは言 えない。また、教 師へ のア ンケー

トの 回答 には、「多文化教 育」に関 して、個 人の レベルで 積極 的に意見 を述べ ている ものもあ った

が、全 体 としてはそ れに対 して回答 した ものは少 な く、小 学 校 の教 師のあいだで も、「多文化 教 育」

に関 する意 識や 指導 法が 未 だ定 まってい ない段 階 であると考えられ る。

今 回の調 査研 究 で見 えて きたE小 学 校 における日系 ブラジル人児 童 にとっての学 校 生 活や友 人

関係 、日本 人児 童の仲 間意 識、児 童 と接 する教 師の意識 や行 政 に望 む声 、そ して受 け皿 となる学

校 側 の政策 や方針、これ らを足 が か りとして、外 国籍 の人々とあまりかか わりのない地 域 と比 較 し

なが らそ こでいか なる特 徴 がみ えるのか をさらに検 討 してい く必 要が ある。また、外 国籍児 童 が

中学 生 になるとあまり学 校 に来な くなるケースも多い という現状(注11)か ら、中学 生以 上の 年齢 に

達 したとき、外 国籍 ・日本 人の子 どもたちの意識 が どう変化 してい くか を検 討する比較研 究 も、日

本 の 学校体 制 へ重 要 な示 唆を与 えるであ ろう。このような調 査研 究 を通 して、外 国籍 ・日本人の 子

どもたちが 互い に理 解 し合 い、異なる文化 を自然 に受 け入 れ成長 してい く共生社 会の 一員 となるこ

とが 望 まれ る。

〈大阪大学言語文化研究科 博士前期課程〉

1文 部科学省では、平成4年 度から、日本語指導等特別な指導に対して外国人児童生徒等を受け入れている学校に対し、外国籍

児童20名 につき1名の教員を加配している。

2「 多文化教育」について定まった定義はな頃中島,1998)が 、ここでは、外国籍児童受け入れにあたって、「異なる言語や価値観、

習慣を持つ人々が世界には存在するということ、それらを知り、理解するために行われている学校または教師としての教育」を多文化教育と定義

して進める。

3E小 学校には、ブラジル以外の国から来た外国籍児童も在籍しているが、本章では日系ブラジル人に焦点をあてているため、こ

こでは特に日系ブラジル人児童の回答について記載した。

4特 別学級とは、国際交流教室で行われている外国籍児童対象の授業のことであり、第4項 で詳細に記述している。

5日 系ブラジル人児童に対する意識に焦点をあてるため、これ以降、「ほかの国から来たおともだち」とは「ブラジルから来たおとも

だち」と答えた児童の回答のみを扱っている。

6上 記のように、E小 学校の外 国籍児童は日系ブラジル人児童だけではないため、学校側の意向もあり、教師へのアンケートは「外

国籍児童」について行った。

7教 師の回答はできるだけ忠実にそのままを記述している。複数回答もあったため、回答数は件数で表示している。

8国 際交流学級の教員へのインタビューより

9学 校長へのインタビューより

10学 校長へのインタビューより

11学 校長へのインタビューより
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日系ブラジル人をとりまく地域社会における現状 と課題

新庄あいみ

1980年 のお わり頃、広島県 東部 に位 置 するA市 のある町 に、日系 ブラジル人夫婦 が転 居 して き

た。その 夫婦 は日本語 を話すことも理解 することもで きなかった。引 っ越 して きた ばか りの彼 らに、

町内 の掃 除 当番 や ゴ ミ収 集 などをどう説 明するか と町 内会 の人た ちが騒 いでいたことを、その 町

で育 った筆 者 は子 どもなが らに記憶 して いる。

それ か ら今 日まで10数 年 の問に広島県 東部 地域 にお ける日系ブ ラジル人の 数 は増 大 した。具体

的 な数字 は後 掲す るが、彼 らをとりまく地 域 の現状 をまとめた研究 は今 までなされてい ない。本節

では 日系ブ ラジル人が 転入 してきたことが きっか けとな り、共生 に向か う渦中 にいる地域 社 会の現

状 を明 らか にすることを目標 とす る。まず 日系 ブ ラジル人の増加 傾 向 を統 計 か ら示 した うえで、行

政 機 関にお いて 日系ブ ラジル人 と関わる職員 に行 ったインタビュー か ら、日系 ブラジル人 の置か れ

ている環 境 を概観 する。次 に 日系 ブラジル人集住 地域 の日本人住 民 に行 ったアンケー ト結 果 か ら、

日本人住 民 の日系ブ ラジル人に対する意 識 を読 み取 る。最後 に、多文化 共 生を進 め るにあたって 日

本人住 民 と外 国籍住 民 とが歩 むべ き道 を示 したい。

広島県東部地域=A市 の現状

A市 は鉄 鋼業 、繊 維、木 工、機械 金 属 などの産 業 が発 展 しており、人 ロが40万 人を超 える地 方

中核 都 市 であ る。1990年 前 後のバ ブル景 気 のお り、広島県 東 部地 域 の企 業 も、例 に もれず生 産

力の 高 まりか ら労働 者不足 がお こり、日本人 だけ でな く外 国 人も雇 用 した。そ の多 くがA市 に居住

している。A市 の外 国人登 録 者 数(注1)をみ ると、1961年 は425人 であったのが、2002年 には4,157

人 にな り、約9.8倍 になっている。最新 の統 計(2003年7月31日 現 在)で は、さらに4,388人 と、現

在 も増 え続 けてお り、この 数 はA市 の全 人 口の約L1%を 占めている。外 国人 登録 者 の うちブ ラジ

ル国籍者 数 をみると、日本全 体 で は2002年 の 統 計で268,332人(注2)で ある。一方、A市 において

は1991年 に39人 であった のが、そ の翌年 には約9.6倍 にあたる374人 に増 加 し、上記 の2003年

の統 計 で は1,091人 を数 え、人 ロの約0.3%を 示 している。

前 述 の統 計 か ら示 され る日系 ブラジル人の増加 の背 景 には、1990年6月 に 「出入 国管理 及び 難
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民認定法(以下、入管法と略)」が大幅に改定されたことが挙げられる。この法改定により新たな在

留資格として日系2世 ・3世及びその家族は、3年間滞在可能な定住者(注3)査証の発給が認められ

た。この定住者という資格は、日系ブラジル人にとって日本で就労するための法的な資格となり、ま

た来日の動機づけともなった。その一方で、定住者査証のような就労資格をもたない外国人の雇

用に関しては、雇用者罰則規定が設定されている。当時の日本企業は現在では想像することが難

しい程の人手不足に陥っていた。この労働力の空洞化に適合した法改正は、不法労働者になる可

能性のない日系ブラジル人の雇用を促進した。また彼らが担う仕事は、特別な資格や技術などが

必要でない単純作業がほとんどであり、不況となった今日でも比較的求人が多い。

調査について

調査 は、2003年8月3日 か ら10日 まで、日系ブ ラジル人が 集住 する地域 の 日本 人住民 を対 象 に

アンケー ト調 査 を実 施 した。イ ンフォーマントは25歳 か ら65歳 までの男女 で、計70部 のアンケー

トを配布 し、その うち49部 回収 したもの を元 に分析 した。さらに、日本人住 民 と行政 機 関の担 当

者 へ のインタビュー を行い、了解 を得 られた もの に関 しては記録 と同時に録 音 を行 った。

アンケー トの内容 は、① 個 人的属性(年 齢 ・性 別 職 業 ・海 外 在住 経 験 など)、② 地域 生活面(地

域 の現状 、地域 の 日系 ブラジル住民 に関 しての認識)、③ 社 会文化 面(社 会 的慣 習につ いての考 え

方、ボランティア活動 についての考 え方)、④認 知面(メ ディア、実 際の経 験)、⑤ 交 流面(交 流会、地

域活 動)、⑥ 共 生に関す る意 識の6項 目に関 して作 成 した。行 政 機関 においての インタビューは、①

外 国籍 住 民へ の支 援 としての相 談 窓口のあ り方、及び相 談 を受 ける側 としての姿 勢、② 日系 ブ ラ

ジル人が 抱 える相 談 の内容 、とい う2項 目を中心 に尋 ね、インフォーマントの話 に柔軟 に対 応 しな

が らす すめた。

行政の取り組み

行政機 関 に設置 された相 談窓 ロ=市 役 所

A市 の市 役 所 には、前 述 した ように企 業が 外 国人 の雇 用を進 めた ことにより、日系 ブラジル人の

転 入 が増 加 した1991年 か ら、彼 らのため に相 談 窓口 を設 けてい る。その 窓口 にはポル トガル語 で

対応 を行 う職員 が1名 勤 務 して いる。転 入 当初 か ら、相談 に耳 を傾 け、そ して手 を差 し伸べ てくれ

る窓ロが 設 置 されてい ることは、日系ブ ラジル人に とって頼 れ る存 在 となって いる。しか し相 談 窓

口業 務 は、言 語面 が堪 能な職 員にとって も、日系ブ ラジル人 たちが抱 えて くる相 談 にひとりで対応
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す るの は重 責 がか かるようである。それ は相談 内 容の種 類 と数 か らも読み 取 れ る。相談 内容 をみ

ると、労働 関係、税 金 関係 、保育所 ・教 育関係 、保 険 ・年 金 ・医療 関係 、住 宅 関係、登 録 ・ビザ 関

係 な ど多 岐 にわたってい る。また毎 月300件 近 い相 談件 数 が寄 せ られてい る。開設以 来 、窓 口を

担 当する職員 によると、 「市 役 所 では解 決で きない問題 も含 まれてお り、そ うい った場 合 は公 共職

業 安 定所(以 下、ハ ロー ワー クと称 す)や 労働 基 準監 督 署 など他 の担 当機 関を紹介 する事 になっ

て いる」とい う。また 「精神 面で の相 談にのることもあ る」と語 り、この相 談 窓 口の存在 の大 きさが

理 解で きる。さらに近 隣の県や市 か ら日系ブ ラジル人 が相 談 に訪 れ る例 も月平 均で 約30件 あるこ

とか らもこの窓 口の:重要 性が 窺 える。法律 や心 理 などの専 門 家で ない職 員が ひ とりで 多 くの相 談

を請 け負 うことは現 段 階 にお いて 限界 に近 い。しか し人材 の補 充については予算 の関係 上未 定で

あ るようだ。外 国籍 住 民 支援 を行 う地方公 共団 体へ の援 助 策の ひとつ として、国 レベルで の助 成

金 の必要 性が 望 まれ る。

行政機 関 に設置 された窓ロ:ハ ローワーク

A市 に在 住 する多 くの 日系 ブラジル人 は、隣…接 するB市 に所在 す るD社 の工 場 に、人材 派 遣 業

のC社 の 社員 として派 遣(注4)さ れてい る。A市 のハロー ワー クに は外 国人 雇 用サ ービスコー ナー

が 設 置 され、 日系 ブラジル人の対 応 としてポ ル トガル語 担 当の相 談 員が1名 勤 務 してい る。ここ

で扱 われて いるのは、主 に勤 務 先 との トラブルや就 職 、転 職相 談、雇 用保 険、失 業保 険 に関する

相 談 であるとい う。相 談 員によると、 「トラブルの内容 は会社 と交 わした雇 用 契約 書 に関するもの

で、具体 的 には金銭 面 での待 遇 や休 暇 などの福利 厚 生面 につ いてであ る」とい う。この 契約 書 に

関 してC社 に照会 した ところ、 「まず説 明 を行 い、互いの 同意の うえで契 約 を取 り交わ して いる」

との ことであ った。このような トラブル の要 因として、相 談 員は 「来 日前の想 像 と来 日後の現 実 との

ギャ ップ」と語 って いる。来 日前 、日系ブ ラジル人 たちは日本 で働 いて貯 金 をし、再 び ブラジルに

戻 って独 立 することを夢みていた。しか しいざ来 日し

てみると、仕事 はきつ く、貯 金 もなか なか増 えない。

夢が 夢 のままで終 わって しまう現 実 に彼 らは直 面 し

てい るので ある。また 日系 ブラジル人 は 「職場 で何 ら

か の不満 を感 じて も、 日本 人の上司 に直接 伝 えるこ

とがで きない」とい う。これ は彼 らが 日本 語 の コミュ

ニケーシ ョン能力 を有 してい ない ことを示 してい る。

C社 によると、職場 に通 訳が常 駐 してい るとの ことで

あ り、日系ブ ラジル人 にコミュ ニケー ション上の 問題

写真1A市 役所に設置 された相談窓口での相談風景
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は起 こらない と述 べてい る。しか し現 実 には、前述 したとお り相談 窓口 に座 る彼 らの姿が あ り、問

題 を抱 えてない とは言 い難 い。

この日本 語 によるコミュニケーシ ョン能力 の問題 は次 のようなことにも影 響 している。相 談 員に

よると、「彼 らが 転職 先 を探 そうとしても、日本 語 がで きないために採 用 され にくい。逆 に、日本語

が で きる日系 ブラジル人 は転職 、もしくは就 職の機 会 があ る」と語 り、外 国籍 住 民に とって、職 に就

くための条 件が 「日本語 能力」であ ることを示 して いる。こうい った実状 が 日系 ブラジル人の 日本

語 学 習 の動 機 となるようだ。彼 らが労 働 条件 の改 善 を要求 す る理 由を相談 員が 、「日本 語 を学 習

するなどの ゆとりを望 んでというの も理 由の ひとつ であ る」と語ることからも彼 らの心 境 が 窺 える。

では 日本 語 での コミュニケー ション能 力 を養 うことが で きない彼 らの状 況は どのような ものなので

あろうか。

フィール ドワー クの結果 、彼 らが 置 かれた環 境 は、次の ようにみてとれた。職場 では、同僚 の大

多 数 が 日系ブラジル人であ り、また通 訳者 が常駐 しているため、直接 日本人 とコミュニケーションを

行 う必 要が ない。また仕事 内容 も会話 を必 要 としない精密 機 器 の検 査 である。勤務 体 制 は昼 夜 を

通 した3交 代 制(注5)の ため、定 まった時 間に日本 語 を学 習す るための機 関 に通 うことが 困難 であ

る。職 場 を出ると、彼 らは、会社 か ら用 意 された 日系 ブラジル人専用 の寮 で生活 して いる。その寮

は駅 か ら遠 く離 れてお り、元 々、材 木置 き場 などに使 用 されて いた海 辺付 近の土 地に建 てられて い

る。このような立地 条件か ら、交 通機 関が 利用 しにくいため、会社 側 は寮 と職場 を往 復 する送迎 バ

スを用 意 してい る。さらに、日系ブ ラジル人が 経 営す る店舗 が 寮 まで商品 を運 んで くるため、商 業

施 設 での 日本人 との接 触 も少 ない。日系 ブラジル人 は現 在 の職 場 に勤め る限 り、 日本 語 能力 が な

くとも生活 で きる環 境 にいる。一見 、便利 にみ えるサ ービスが 、自分 の意 志 とは関係 な く、孤 立 し

た 日系 ブラジル人 だけの社 会を形成 する要 因 となってい る。

日本人住民の意識と日系ブラジル人住民の世代の多層化

C社 に よると、日系ブ ラジル人 は一度 帰 国 して も再 び 来 日して職 場 に戻 ってくる傾 向が ある とい

う。そ れ は彼 らが 短 期滞 在者 で はなく、移 動 を繰 り返 す滞 在者 という性 質 を持 つ ことが 影響 して

い るようであ る。近 年 、世代 別 に滞 在期 間の特徴 が見 られ るとい うことか ら、日系 ブラジル人 にお

ける世代 の多層 化傾 向 を示 し、彼 らが 一時 的 な滞 在者 であ りなが ら長期 的な側 面 も持 つ ことを示

した い。

相談 窓 口担 当者 たちの話 を元 に、A市 に居 住す る日系 ブラジル人 を世代 別に3つ に分 類す るこ

とが で きる。まず 第1世 代 は年金 の受給 年 齢 に近 い 日系 ブラジル人で、年齢 が達 するまで滞在 し、
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受 給 後 は帰 国 して(注6)生活 を送る傾 向が ある。第2世 代 は就 学 年齢 に達 している子 ど もをもつ親

である。子 どもが母 語であ るポル トガル語 よりも日本 語 を主 とした知 識 を習 得 して いることか ら、

子 供 の将 来 を考えて、母期 的 に定住 する傾 向が ある。第3世 代 は独 身 もしくは子ど ものい ない夫 婦

は、一度 ブラジルへ 帰 国 して も再 び 来 日するという傾 向が ある。このように永い 目でみる と彼 らは

長 期 的に地域 社会 で生活 している。

日系 ブラジル人 の滞在 期 間 につ いての 関心 は行 政 だ けでな く、 日本 人住 民 に もみ られ る。 「日

系 ブラジル人 は、日本へ 働 くため に来 ているだけ で、いずれ帰 る人なのでそ れほ ど親 しくなる事 も

ない」(46歳/女 性/自 営 業)、 「(略)ブラジル人 の多 くは働 くため に来て いる(略)」(34歳/女 性

/公 務員)と あ るように 「働 くため」、す なわち 「出稼 ぎ者」とい った ように日系ブ ラジル人の滞在 期

間を意 識 して いることが見受 け られる。では 日本 人住 民 は彼 らをどう捉 えて いくべ きなのであろう

か。確 か に日系ブ ラジル人 は来 日を繰 り返す 「出稼 ぎ者」か もしれ ない、しか し上 記 の多層化 か ら

も示 され るように長期 的な滞在 を視 野 にいれた 日系 ブラジル人の存在 を無視 することはで きない。

また彼 らを一 概 に 「いずれ 帰る人 たちだか ら」と判 断することもで きない。日系 ブ ラジル人を 「新 た

な地 域 住民 の一員 」として迎 え入 れ ることが 厂共 生」に向け た課題 のひとっ となるので はないだろ

うか。

日本人住民の意識

これ まで 行政 に よる日系 ブラジル人へ の支援 をみてきた。 しか し社 会 が住 民 の営 みで 成 り立っ

ているように、「共 生社 会」は行 政 だ けでな く住 民 と共 に創 りあげて い く必要 があ る。その住 民 は

厂共 生社 会」をどう捉 えているのであ ろうか。日系ブ ラジル人住民 が 集住 する地 域 の 日本人住民 の

意 識 を具体 的 に読 み取 ってみたい。 「A市は住 みやす いまちですか」とい う問 に対 し、「そう思う」

が170%、 「ややそ う思う」が31.9%で 、それ らを合 わせる と48.9%を 占め る。一方 で 「あ なたが

外 国 籍住 民 だ としたらA市 は住 みや す いまちです か」と質 問 した結果 、「あまりそ う思 わ ない」が

3Z5%を 占め、 「そ う思 わない」の18.8%を 合 わせると56.3%と 全 体 の約 半 数 を占め た。また 「地

域 に外 国籍 住 民 の割 合 が 高 くなっ たと思 います か」とい う問に は、 「そ う思 う」が71.4%を 示 し、

「や やそ う思 う」の18.4%を 合 わせると89.8%に のぼった。

この結果 か ら地域 に外 国籍 住民 が 増加 してい ることは認 識 してい るが、地 域 が彼 らにとって住

みにくい土地 である と日本 人住民 が 感 じていることが示 され た。この認 識 につ いて、「(略)国 を遠

く離れて厳 しい労働 条件 で働 いている、言葉 が通 じないこともあ り、日常 的 に不 便 なことも多 いと

思 うの で、日本 での滞 在 を良 かったと思 えるようになってほしい」(女性/53歳/公 務員)と あるよ
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うに、「ことば」が 生活 しにくい要 因の ひとつであると予測 する意識 がみ られ た。実 際 に、 「学校 の

PTAの 連 絡 ごとが あ り、保 護者 に電 話連 絡 をする時、言葉 が十分 通 じないため意思 疎 通 をするの

が 難 しい」(44歳/女 性/パ ー ト)「保 育所 の懇 談 会 で話 が通 じないため懇 談 会 に残 る人が 少 な

い。余 計 に交 流が で きにくい」(34歳/女 性/公 務員)と あるように、日本入住 民 は日系 ブ ラジル人

住民 とコミュニケー ションが 図 りにくいと感 じてい るようであ る。前 述 した、地 域が 外 国籍 住 民 に

とって住み にくいまちであ るという意 識 の根 底 には、外 国籍住 民 と付 き合 うことに困難 さを感 じる

日本 人住民 の意識 が あると考 えられ る。

地域はあなたにとって

住みやすいまちですか

あなたが外国籍住民だとしたら、

地域は住みやすいまちですか

以前に比べ、地域に外国籍住民の

割合が高くなったと思いますか

そう思う 8 170% 2 4,1% 35 71.4%

ややそう思う 15 31.9% 7 14.6% 9 18.4%

どちらでもない 11 23.4% 12 25.0% 2 4.1%

あまりそう思わない 10 21.3% 18 375% 1 2,0%

そう思わない 3 6.4% 9 18.8% 2 4。1%

表1地 域住民の地域環境と外国籍住民(表内の数字は人数を、%は 全体のうちの割合を示す 無回答を省く以下同)

日系 ブラジル人 とのコミュ ニケー ションが 図 りにくい という地域 の 日本人住 民 が、彼 らにどのよ

うなイメー ジを抱 いて いるか を考 えてみたい。まず 「あなたの近 所 に 日系 ブラジル人 が住 んで いま

す か」という問.に対 し、 「住 んでい る」は38.8%、 「住 んでい ない」が46.9%と 、や や 「住 んでい る」

と回答 した住 民 を上 回っている。次 に 厂職 場 、学校 、PTA活 動 の場 などに日系 ブラジル人 はいます 「

か」に対 し、 「いる」が24。5%、 「いない」が59.2%と 、 日系ブ ラジル人 が地域 に居 住 している とい

う認識 を約 半 数の 住民 が持 ってい ないことが示 され た。そ ういった認識 の 日系ブ ラジル人住民 に

対 し、特 定の イメー ジを日本 人住民 は持 っているのであろうか。人々が抱 くステ レオタイプが偏 見

や差 別 に結 びつ きやす いように、ひとりの 日系 ブラジル人 が取 った行為が その全体 のイメージに広

が り、人々の 認識 となって しまう傾 向があ る。今 回 の調 査 において も「地 域 に空 き巣 が多 発 してい

て、そ の犯 人 は日系ブ ラジル人 との事だ か ら」(47歳/女 性/公 務 員)と 固定 イメー ジを作 る要 因

が地 域 に存 在す ることがみ られ た。外 国 人 に対 してテレビや新 聞な どのメディァに よる外 国人 犯

罪報 道 は、その外 国人 という属 性 をステレオタイプ的 に強調 したものが見 受 けられ る。そ ういった

情報 に対 して、地域 の 日本 人住民 たちは どのように感 じて いるのかについて質問 を行 った。 「日本

において外 国人 による犯 罪が 増 えてい ますか」という問 に対 して、 「や やそ う思う」が46,8%で 最

も多 く、「そ う思 う」は19.1%で あ り、これ らを合 わせると65.9%と 半 数以 上が 肯定 的 な意 見であっ
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メディアによる報道のように

日本は外国人犯罪が

増えていると思いますか

地域において

外国人犯罪が

増えていると思いますか

そう思う 9 19.1% 1 2,1%

ややそう思う 22 46.8% 6 12.8%

どちらでもない 9 19ユ% 18 38.3%

あまりそう思わない 5 10.6% 10 213%

そう思わない 2 4.3% 12 25,5%

た。次 にこの地域 にお いて 厂外 国人 に

よる犯 罪 が増 えてい ますか」と質 問 し

たところ、「どちらで もない」が38.3%、

「あ まりそ う思 わ ない」 が21.3%と 、

これ らを合 わ せ ると59.6%と 否定 的

な意見 が約半 数以 上を占めた。また、

「外 国人 に よる犯 罪 は 日本 人 による同

表2日 本人住民の意識 様 の犯 罪 よりもクロー ズアップされて

報道 されていると感 じるか ら」(25歳/女 性/会 社員)、 「メディア報 道 の情報 を信 じる限 りで はそ

うなのか なと思 うが 、地域 で具体 的 にどんな犯罪 があ り外 国人が どう関わ ってい るかは聞 いていな

い」(44歳/女 性/パ ー ト)とあ るように、日本人住 民 はメディアに よる社 会的 な外 国籍 住 民 に対 し

ての イメージを身近 な地域 には投影 して いない ことが 明らかになった。

地域交流の場の広がりをめざして

行 政が 関与 した支 援活 動 だけで はなく、地域 住民 に よる活 動 も存 在 する。ここで は地域 活動 の

現状 と活動 に対 する 日本 人住 民 の意識 をみて い く。アンケー ト回答者 の うち42.9%が 「海岸 の ゴ

ミ拾 い」(47歳/男 性/自 営 業)な ど、何 らかのボ ランティア活動 を行 っており、日本人住 民 にボラ

ンティア意識 が 高い ことが読 み取 れた。また 「真 剣 に働 きに来てい る彼 らが 生活 習慣 の 違 いで ト

ラブルになることが あると聞 く。彼 らの ほうが 日本人 より不 安 が強 いので はないか と思 う。理 解 し

て受 けとめるべ きだ」(56歳/男 性/自 営 業)や 、「何 がで きるか といわれた ら分 か らないけれ ど、

(日系 ブラジル人 か ら)こ ん なことをして ほしい と具 体 的 に依 頼 があ り、で きることならや れる と思

う」(53歳/女 性/公 務 員)(括 弧 内補 足 は筆者)の ように、日系 ブラジル人住民 に何 らか の支援 を

考 える日本人住 民 の意 識 がみ られ た。では上 記 のような意 識 を有 効 に活用 するための方策 をどう

立てるべ きであ ろうか。市 内に外 国籍 住 民 と交 流す る場が い くつ か設 け られているが 、そのなかで

も日系ブ ラジル人住 民 は日本語 を学 習する場 を望 んで いる。実 際、市内 には二つの ボランティァに

よる日本語 支援 活 動 が行 われてい るが、そ れは彼 らが 集住 する地 域 か らは離れ た地域 にある。前

交流会に参加したことがありますか

ある 8 24.2%

ない 25 75.8%

表3日 系ブラジル人住民との交流会参加の有無

交流会があるとしたら参加しますか

参加する 22 46.8%

参加 しない 25 53.2%

表4日 系ブラジル人住民との交流会(仮 想)参 加の有無
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述 したように時 間的、物理 的 なゆ とりをもちにくい彼 らは近 隣…地域 で の交流 の 「場」を望 んでい る。

では 日系 ブラジル人が 望む 「場 」に関 して、地 域 の 日本 人住 民 は どの ような意 識 をもって いるの

だ ろうか。 「外 国籍 住 民 との交 流 会 に参 加 経験 があ ります か」という問 に対 し、 「あ る」と答 えた

住 民 は24.2%に とどまっ た。次 に 「交 流会 が あ るとした ら参 加 します か」と仮 想 した 条件 の もと

で 問うと 「参加 しない」が半 数 近 い53.2%を 示 した。この質 問に際 し、「参 加 する」に回答 した場

合 は 「参加 した ら楽 しい と思 われ ること・困難 だと思 われ ること」とい う2項 目にわたって回答 して

もらい、「参加 しない」に回答 した場 合 はそ の理 由を記 述 して もらった。 「参加 しない」に回答 した

インフォーマントは大 別 して次 の3つ に集 約 で きる。 「同 じ年 代 の人 が参 加 して いたら参 加す るか

も」(45歳/女 性/パ ー ト)、「そ ういった集 まりに興 味 が ない」(26歳/女 性/会 社 員)、 「言 葉 が

わか らないか ら」(59歳/女 性/自 営 業)で あ る。また 「参 加 する」と回答 したインフォーマントの う

ち、「自分が 困難 だ と思 う点 は何 です か」という問に、75.0%が 「言 葉 によるコミュニケー ションの

とり方」(53歳/男 性/公 務員)と い った 「ことば」に関 した回答 をした。また 「自分 が 楽 しいと思 う

点は何 ですか」とい う問には、「言葉 が 困難 だ と思うが、片言 の 日本 語 とポル トガル語 で思 いが伝

わ った時、楽 しい と思 う」(56歳/男 性/自 営業)、 「異文化 が学べ 、明るい方 たちが しゃべ ってい

る姿 を想像 すると楽 しくなる」(49歳/女 性/パ ー ト)と、・違 いを 「ことば」に限定 せず、「異文化」と

した意見 が大 半 を占め た。確 か に 「ことば」の壁 は決 して低 いもの ではないか もしれない、前 述 し

たPTAな どの連 絡 ごとに関するコメントか らもその ことは窺 える。しか し多文化 共生 にお いて は、

違 い を楽 しみ と捉 え、互いの異 なる部分 を認 め合 うことで、その壁 は乗 り越 えることが で きるので

はないだろうか。日本 人住 民 の 「言 葉が わか らないか ら」は当然 の ことであ り、 「ことば」を、相 手 を

知 るため の きっか けと捉 えなおすことで異 文化 を楽 しむ意識 は広が るであろう。

おわりに

本節 で は広 島県東 部 地域 、特 にA市 に焦 点 をあて、 日系 ブラジル人の置 かれている現 状 を行政

機 関 の相 談 窓ロ と日本 人住民 の意識 か らくみ取 った。そこか ら明 らか になったのは、数値 的には日

系 ブラジル入住民 の存 在 が 目立 つ ものであ るにもか かわらず、地域 の 日本人住 民 は異 なる文化 との

摩 擦 を避 けるか のように積極 的 な交 流 を持 とうとはしない ことで ある。一方 で 日系 ブ ラジル人住 民

は 日本人 住民 とコミュニケーシ ョンを行 い にくい 孤 立 した状 況 にある。このような現状 の なかで、

日系 ブラジル人は悩み事 などを母語 で話 すことが で きる相 談 窓口 に頼 ってお り、窓 ロの存 在 の大

きさを感 じ取 ることが で きる。相 談 窓 口のような外 国籍 住 民へ の支 援 を行 うA市 には、行政 や地

域 住 民の活 発 な取 り組 みが ある。例 えばA市 では 日系 ブラジル人の支援 として、ポル トガル語 で の
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広報 の発 行や ゴ ミの分別 方法 を示 した案 内板の設 置 などを行っている。市民 が 中心 となった団体

で は電話 及び 窓口で の相談 や 日本 語教 室 など、活 発 に外 国籍 住民 支 援活 動 を行 っている。そ の

熱意 を表すか のように、来年2004年5月 、移 住外 国籍 住 民 支援 をテーマとした全 国 フォーラムが

A市 で 開催 され ることになっ た(注7)。従 来 の開催 地 は東 京な どの大都 市 で あり、地方 都 市 として

は初 めての開催 となる。この決 定 は、行 政 と地 域住 民 の取 り組みが 評 価 を受 けたことを示 してい る

ので はないだろうか。またA市 が今 までの実 績 をア ピー ルすることで、他 の地方 都市 での外 国 籍

住民 支 援活 動 を盛 り上げ るきっか けともなるであろう。

多文化共 生 に向けて活 動 を行 う地 方都 市 として、A市 は地道 な活 動 を続 け ている。しか しその具

体 的な活動 は行 政 と一部 の地 域住 民 だけ では成 り立つ もので はないことは、今 まで述べ て きた通

りであ る。今後、より一 層 「共 生」を進 展 させるために も外 国籍 住民 だ けに目が 向 けられた支援 では

な く、日本人住民 を含 めた双方 向的 な活 動 を目指 すことが住 民 全体 による多文化 共生 といえよう。

〈大阪大学言語文化研究科 博士前期課程〉

1A市 作成の資料および市政概要2002年 度版

2法 務省入国管理局 「平成14年 における日本人の出入国者統計について」を参照。

3日 系人は法務大臣告示(平成2年5月24日 法務省告示第132号 ・平成3年10月21日 法務省告示第371号)に よって、具体的に例

示されている者として扱われている。

4D社 構内に人材派遣業C社 がD社 の請負業務を行う事業所を設置し、その事業所に日系ブラジル人を派遣している。

5昼 勤務、夜勤務に分かれ、3日ごと昼夜入れ替えの3交 代システムで勤務している。

6年 金給付金は受給権者が指定する銀行口座などに給付金が振 り込まれるので、海外に居住していても受け取りが可能である。

7毎 日新聞2003.5.24付

【参考文献】

●小内 透 酒井恵真(編 著)『日系ブラジル人の定住化と地域社会一群馬県太田 ・大泉地区を事例 として』御茶の水書房2001● 鐘ヶ江晴彦

(編著)『外国人労働者の人権と地域社会 日本の現状と市民の意識 ・活動』明石書店2001● 佐藤郁哉 『フィールドワークの技法 問いを育て

る、仮説をきたえる』新曜社2002

【ホ ー ム・ペ ー ジ 】

http://www.jca.apc.org/migrant-net/Japanese/Japanese.html(2003年9月12日 ア クセ ス)

http://ww41.tiki.nejp/～e-and-g/about _e_g/works.htm(2003年9月12日 ア ク セ ス)
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職場における共生に向けて
一 日本人と日系ブラジル人従業員の意識調査から一

服部圭子

現 在 日本 企業 では、外 国 人労働 者 の受 け入 れ を行 ってお り、 「出入 国管 理 および 難民 認定 法」

(以下、入管法)が1990年6月 に改 正施 行 され 日系人の就 労 が許可 されてか らは、多 くの 日系 ブラ

ジル人1世 ・2世・3世やそ の配偶者 が 在留 資格 を持 って働 いている(注1)。これ の状 況を受け、ブラ

ジル入 集住 地の職 場 の 問題 など、様 々な調査 研 究が なされて いる。しか し日系 ブラジル人対 象 の

調 査 が主で、職場 内の 日本 人側の意 識 を明か にした もの は少 ない。

本節 では、特 に広 島県(注2)東 部地 域 のある大手 企業 に勤務 する日系ブ ラジル人 と日本人従 業員

の間のコミュニケーションや相 互交 流 に関する実 態調 査 を行 い、この地域 で の日系ブ ラジル人 をと

りまく現状 を明か にすることを目的 とする。本 研 究 は、日系人 ・日本人 に対 するア ンケー ト調 査及 び

個 別のインタビュー調査 か ら、職場 にお ける従 業 員の意識 を明か にしたい。

渡 辺(1995)は 日系ブ ラジル人へ の聞 き取 り調査 か ら、B系 ブラジル人 と日本人のか かわ りが あ

まりに も薄 く、互いの相 互理 解 には全 く至 っていない ことを意 識 して いる。外 国籍 の人々の長期 滞

日、定住 化 が進 む時代 を迎 え、多文化 の共生 の問題 は今 や企 業 内に留 まらず社 会の大 きな課 題の

1つ である。本 研 究 は 「共 生社会」を念 頭 に、 日系 ブラジル人 を含 む従 業員 間の職場 における共 生

を他 機関 との有機 的 な繋 が りか ら捉 える一助 となれ ばと考える。

広島県東部地域D社 の背景

広 島県東 部 地 域B市(注3)に あ るD社 は世界 で80%を 占め る情 報機 器 部 品の 製造 専 門工場 で

あ り、近 畿 圏に本 社を置 く(資本 金約268億)企 業 の1事 業所 である。バ ブル期 の 日本人 の採用 が

困難 な時期 に、入管 法 の改正 に伴 い 日系 ブラジル入の長期 雇用 が可 能 になり、D社 で は愛 知県 豊

橋 市 の事 業所 に 日系ブラジル人を採 用 した。その後B市 に40～50人 の規 模 で移動 し、現 在 では

総勢 約600人 の 日系 ブラジル人 を雇 用 して いる。彼 らは、C社 を始め とす る人材 派遣 会社 か ら派 遣

されている。C社 は 「請 負業 務」、す なわち、社 員の労働 管 理か ら生 産管 理 までを一括 管 理する事

業所 をD社 の構 内 に設 置 してい る職場 で(注4)、日系 ブラジル人の大多 数 を派 遣 してお り、中 国人、

ペルー人、フィリピン人、ベ トナム人や 日本人を含 む と総 数 約1500人 の人材 を派遣 している。
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現 在C社 は一 括借 り上げ をしてい る67世 帯 用の寮 と、自社 寮 として管 理 人を置 く72世 帯用 の寮

を所 有す る。C社 は福 利厚生 として送 迎バ スを用 意 し、職場 か ら寮 まで社 員の送 迎 を行 ってい る。

D社 の日系 ブラジル人 は職 場 と寮 を行 き来す る生 活 が多 く日本 社 会 とは一種 隔離 された状 態 に あ

る。なお、日系 人雇 用が急 速 に増加 し始めた頃、D社 が位 置す るB市 が 「外 国人」に対 する宿 舎お

よび土 地の提 供 を渋 ったため、日系人労 働 者 の多 くはA市(注5)に 居 住 して いる。

D社 で は外 国籍 従 業員は主 に製 品 の検 査 工程 に従事 してお り、職 場側 の 説明 によると日本 語 は

ほ とんど必 要ない。勤 務 時間 は午前8時 か ら4時45分 までだ が、通常 は残 業が あり昼 勤 が午 前8

時か ら午後8時 まで、夜 勤 が 午後8時 か ら午 前8時 まで になっている。勤務 は昼 勤、夜 勤、3日 ご

との 昼夜 勤 務 の3交 代 制 システムを取 ってい る。D社 、C社 の従 業員の もとに日系ブ ラジル人を含

む従 業員が お り、日系 人の中には 「リーダー」と呼 ばれ る人が まとめ役 として配 置 されて いる。必 要

な場 合 には 日系 ブラジル人 通訳 が手 助け をするシステムになってい る。

C社 幹部職員の話によると日系ブラジル人にも2通りあり、日本人の血を引いた人々と日系人の

配偶者に分かれる。しかし、日系人は3世 までが通常のビザを取得できる上に、B市 における永住

権取得手続きは比較的ゆるやかなので雇用に関する問題は顕在化していない。

小内・酒井(2001)も 厂定着層」厂循環層」「新規流入層」など、滞日年数などによる労働者内部

の階層分化を指摘している。このことはA市 外国人相談窓ロ職員およびC社 の寮管理人の話から

も窺えた。長期滞在の「定着層」はポルトガル語と日本語ができ、日系人の現場リーダーや通訳と

して日本人管理者との問に位置する。入管法改正前後の困難な時期を潜 り抜けて日系ブラジル人

全体の将来を考え、若者世代の日和見主義的な生活に不満を抱く第一世代である。「循環層」は

長くても2～3年 で退職する中・短期滞在者、「新規流入層」は日本国内およびブラジルから流入

する短期滞在者である。この中には、文化的にラテンアメリカ化しつつも子どもを地域の学校に通

わせ、日本人としての日本生活を望みつつある2世 ・3世を中心とした第二世代と、独身または子ど

もがいない若い夫婦でブラジルでの生活を豊かにすることを目的に「出稼ぎ」に来ている若者世代

の第三世代が混在する。D社 はハイテク産業であり眼を使う細かい作業が要求される仕事中心な

のでこの第三世代が多い。以下に示す調査にも、これらの流動的な日系ブラジル人の滞日状況が

日本人労働者の印象に影響を与えていることが窺える。

調査

調 査 は2003年7月 か ら8月 にかけ て実 施 した。 対 象 は①D社 ・C社 職 員(役 職者)お よび寮 管
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理 入、② 日本人従 業員 、③ 日系 ブラジル人従業 員で、① にはインタビュー調査、② ③ に対 してはアン

ケー ト調査 および可 能 な場合 はそれ に基 づ いたインタビュー調査 を行 った。

アンケー ト調査 は日本人 に150部 、日系 ブ ラジル人にポル トガル語 版 を200部 配布 した。プ ライ

バ シー保 護 のため封 筒 と共 に配布 し、必要 な場 合 は封 印 して提 出で きるように したが、配布 期 問

が社 内 の引越 し時期 とも重 な り回収 数 は 日本人 労働 者28部 、日系ブ ラジル人 労働 者13部 に留 まっ

た。項 目が盛 りだ くさんで 回答 に時 間がか かったことも反省 すべ き点 であろう。

インタビュー調査 はまずC社 ・D社職 員に個 別 に実 施 した。そして、D社 の1室 で2日 間 に分 けて、

日本人12名 、 日系人7名 を対 象 に1人 約40分 問実施 した。日系 人 には通 訳 を介 してポル トガル語

で行 った 。インタビューの様 子 は被験 者 の了解 を得 ることが 出来た場 合 には録 音 をし、必 要 な部

分 は文字化 して分析 に使 用 した。

アンケー ト調 査 は大 別すると① 個 人的 属性(年 齢 ・性 別 ・役 職 海外 在 住経 験 等)、② コミュニ

ケー ション(使 用言 語 ・円滑 に行 った時や 困難 が生 じた時 の理 由や対 策等)、③ 日本 語使 用(日 本

語 の必要性 ・日本 語 に対 する要 求等)、④ 習慣(社 会 的慣 習や 習慣 、態 度についての考 え等)、⑤ 交

流(仕 事 以外 の付 き合い ・交 流会 についての考 え等)、⑥ 印象(互 いの印象 ・職 場 にお ける変化等)、

⑦ 多文化 共生 に対 す る意 識 、などについての設 問 を作成 した。特 に日系 ブラジル人 に対 しては、来

日時期 や 目的、来 日前 後 の印象 、日本 語 学習 の機 会や 日本 語 能力、職 場 における不安 等 につ い

て も尋 ね た。これ らは互いの違 和 感や、一緒 に働 くことによる変化 を探 る目的で設 定 した。インタ

ビューは、実 態 の詳細 を明か にする目的 で行 った。

以下で はアンケー トの結 果 をもとに、インタビューで得 た情輙 を加 味 して分析 を行 う。

職場における日本人従業員と日系ブラジル人従業員の意識

日本人従 業 員の 意識

ア ンケー トの 回答者 は28名 、平均 年 齢 は32.9歳 、 インタビュ ー の被 験 者12名 の平 均 年齢 は

33.9歳 である。日系 ブラジル人 との関係 は部 下9名 、部 署 内他 セクシ ョンの 従業 員10名 、他部 署

の従 業 員5名 、上司5名 、同僚4名 、もと部下2名 、もと同僚1名 、もと上 司1名 、そ の他 が5名 であ っ

た(複 数 回答可)。

1.コ ミュニケーション:通訳 の重 要性

「日系 ブラジル人 との コミュニケー ションは何 語 で行 われ るか」とい う問い に対 する答えは、

「日本 語」71.4%、 「日本 語 とポル トガル語 」14.3%、 厂日本 語 と英語 」3.6%、 「その他:英 単語 や 通

訳 を通 して話す」10.7%で 、職 場で のコミュニケーションは日本語 に頼 っている。
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「コミュ ニケー ションが 円滑 に行 か なか っ たことが あるか」とい う問い に 「はい」と答 えた者 は

87.5%だ が 、「い いえ」の者 も「通 訳の人が い るので」問題 が なか った と回答 している。 「はい」と

答 えた全員 が仕 事上の 日本 語 の問 題、具 体 的 には 「細 か い指 示 や連 絡 の時」「作 業 ミスで クレー

ムが 発 生 した時」「依 頼や 問い合 わせや作 業 を変更 する時」「あ げる、もらうを間違 えた」「曖昧 な

表現 」などを挙 げて いる。困った理 由につ いてP氏 は 「指示 が うまく伝 わっていなか った。 『分 か っ

た』と言 っても実 際には分か っていない。」と、職務 遂行上 の支 障 に言及する。対 策 は全 体 の58.3%

(注6)が「通訳 に頼 む」で、「何 度 も聞 く」や 「わか りやす く説明する」な ど自助努力 で解 決 の道 を探

る者(20.8%)、 「他 の日本人 に代 わって もらう」(8.3%)、 その他 厂放 ってお く」厂ジェスチ ャーを使

用する」「日系 さん(注7)の考 え方 を尊 重する」(12.6%)が あ った。これ らのことか ら、職場 にお ける

通訳 の存 在 の大 きさが窺 える。

それ に対 して 「コミュ ニケ ー ションが うまく取 れて いると感 じてい る時」は、 「休憩 中 に、仕 事 の

話や 面 白い話 をして いる時」「考 えてい ることが 一緒 の時」「相 談を受 けた時」など個 人的 なもの が

多い。そ の理 由 には 「笑 う時の タイミング」や 「冗 談 」な どもあ るが、 「楽 しい話 なので怒 らない」「通

訳 を通 して明確 に話 してあ げる」「相手 の言 い分 を一通 り聞いてやる」など、 自分 を日系 ブラジル入

と比べ て上 の立場 に置いた コメントが 目立 った。

2.日 本語 使用:日 常会 話 のために

1名 を除 くほぼ全員 が 「日系 ブラジル人 にとって職 場 での 日本語 は必 要だ」と答えて いる。1氏 は

「日本 企業 で働 く限 り日本語 は必 要です。コミュニ ケー シ ョンが取 れ る程 度でよい のです が。やる

気 のない人 はダメで す。日本 語 が分 か らない場 合、やる気 のあ る人 は通訳 に聞 きます。」と、日系ブ

ラジル人の学 習意 欲 を仕事 に取 り組 む姿勢 に関連づ け て考 えている。

「どん な日本 語 が 必 要 か」とい う問い に は、「仕事 が で きる程 度」(17.4%)の ほか に、「通訳 が

いるの で挨 拶 や 会 話 などの簡 単 な 日本 語 が あ れ ば良 い」な ど普 通 の会 話 を望 む声(52.2%)も

あった。その 一方、厂発 音の良い 日本語」厂標 準語 に近 い 日本 語」厂丁 寧 な言 語」などの要 求 もあ る

(30.4%)。M氏 は 「敬語 は必 要 ないが 、一応 仕事 なので節 度 ある言葉 を使 って欲 しい」と述べ た。

また、違 った種 類 の反 応 で、 「目上の人 に対 して仕事 と遊 びの区別 が で きない人 が いる」と、新 規 流

入 の若者 層 の言 葉 遣 いや態 度 を批 判 する人 も多か った。 「日系 ブ ラジル人 自身は どんな 日本 語 を

学 びた いと思って いると思 うか」という問 いにP氏 は、「長 く勤 めたい人は 日本 語 を学 びたいだろう

が 、職 場 には日系 の人 が多 いので 覚 えな くて も良い と思 う」と答えた。職場 として も作 業 に必要 な

マニ ュアル(単 語 表)を 作 成 してお り、あ くまで も仕事 が滞 りな く進 む事が 第一で、日常会 話 は付 随

的な問題 であるという意識 が見 られた。

3.習 慣:職 場 に望 ましい態度 とマナ ー
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「職 場 において 日系 ブラジル人 に習得 してほ しいこと」は、 「ない」厂分 か らない」など(36%)を 除

くと、主 なもの は職 場で の態 度(24%)、 「一般 常 識や マナー」(20%)、 「日本 のルールや現場 の き

まり」(12%)で あった。具 体 的なマナ ーは 「順番 を守 る」「電 話 の対 応」「片付 け」「時 間厳 守」など

で、態 度 は 「仕事 と休 憩時 のメリハ リをつ けてほ しい」な どだ。 「ない」「わか らない」の答えが多 い

のは流 れ作 業 には習 慣の習 得 は不必 要 だという意識 、もしくは 日本 人の無 関心 さの表 れでは ない

か。1氏は仕事 に真面 目に取 り組 む態度 を要 求 し「我 が強 い。夜 勤 の仕 事 なのに昼 間遊 んで しんど

い とい って遅れ た り休 んだ りサボったりす る。」「以前 の 日系 さん は頑 張 っていたの に、車 を乗 り回

して 日本 での遊 びのお金 を求 めて いる人が 掻 き回 してい る。休 みで も働 きたい人 が いるのに、やる

気 の違 いで行 動 が変 わ るの は国民性 だ。」と世 代 層の相 違 に言 及するとともに、「日本 人」に対 す

る 「日系 ブラジル人像 」を創 りあげて批 判 している といえる。

4.交 流:交 流 会の参加 と職 場 外での交 流

「日系 ブラジル人 との 交流会 に参加 を希望す る」と回答 した者 は約76%を 占め、日本人 も互い に

楽 しむ ことを期待 している。その反面 、企 画が 困難 な理 由 として 「時間のルーズ さ」、周囲 の迷 惑 を

考えると「場所 探 しが 難 しい」ことを挙 げ る。また、日本 語 の問題 か ら互いに分 か り合 えないか もし

れ ない不安 に言及 してい る。D社 で は実際 にバ ー ベキューパ ーティー や送別 会 ・忘 年会 などが 開

催 されてお り、参 加経 験 者 は楽 しんだ様 子であ る。しか し、「パー ティーに行 くが 日系 さん に嫌 な顔

をされ る」「日頃ル ール を守 らない人 にきつ く言 う上 司の立場 なの で反 感 が あり嫌 が られ る。仕事

仲間 として付 き合 いた い」と述 べ た者 も複 数 お り、日頃の 関係 性 が友 人 関係 に発 展 しにくい ことを

意識 して いることが 窺 える。職場 以外で のプライベー トな付 き合 いは、国際 結 婚の場 合 を除きほ と

ん ど積極 的 には行 われて いないことが インタビューか らもわかった。なお 、41%が 日系ブ ラジル人

の友 人 が 「いない」と答 えている。

5.印 象:職 場 の人 聞として、個 人 として

「日系 ブ ラジル人が 同 じ職 場 にいて良か っ たことはあるか」とい う質 問 に対 しては、「あまり休 ま

ず文句 を言 わ ない」「良 く仕事 をしてくれ る」など仕事 態 度 を評 価 するもの(31.6%)、 「ブラジルの

習慣 などを知 る機 会 に巡 り合 えた」「自分 の考 えの視 野 が広 まった」など自分 が 日系 人か ら学 んだ

ことに言及 した者(31.6%)が いた。そ の他 、異文化や国 際感覚 が 身につ くこと(10.5%)や 、友 人

にな りサ ッカーが で きる喜 び(10,5%)を 示 した者 もいる。しかし、K氏 の 「今 の日系 さんは 日本人

と一緒 で若 い人を中心 に休 む人 が多 く考 えが わか らない。」とい う発 言や先 の1氏 の発 言 に象徴 さ

れるように、「日系 人 は良く働 くか ら良い」とい う概 念 か ら脱 却 で きず、個 別な付 き合 いや異文化 間

の摩 擦 解 消 には関心 の ない 日本人 が 目立つ。これは、特 に役付 きの日本人 が 「日系 ブ ラジル人が

職 場 にいて困 った こと」とい う質 問 に、「わが まま」「プライドが 高 く人の言 うことを聞か ない」「雑
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な人 が多 い」などの 回答が 多い ことか らも裏 付 けされ る。

厂日系ブ ラジル人 と一緒 にいて 自分 の考えで一番 変化 した点 」につ いて尋 ね たところ、 「我 慢 強

くなった」「曖 昧 な受 け答 えを しないようにしなけれ ばな らない と思った」「自分 の意見 を分 か って

もらえるよう相 手 の立 場 を理 解 する」厂日系 人 が 積極 的 なので 自分 も影 響 を受 け た」など自己 の態

度 の変化 に触 れた者 と、「日系 人 は悪 口を言 わない、休 んだ りもしない、それ まで のイメー ジとは

反対」「外 国人 は今 までとっつ きに くい と思って いた が付 き合 いや すい」など日系 ブ ラジル人に対 す

るイメージの変 化 について触 れた者 に2分 され た。 「日系 ブラジル人 が職 場 に入 って職場 に何 か 変

化 があったか」につ いては、入 った時 か ら日系ブ ラジル人 が いたので 「変化 はな い」と答えた者以外

に、 「職場 全 体」「仕事 の方 法」「人付 き合 い」「会議 の進 め方」「地域 」「職 場外」などが あ り、具体

的 にはポル トガル語 の指示 物 や、職 場 外での交流 の増 加、地域 での 苦情 、日系 リーダー 中心 の作

業 が示 され た。このように、偏 った観 念 を持 ちつ つ も、日常 の作 業 の中 で 「共 生 」に向け ての態 度

が 自然 に養 われて いるともいえる。

日系ブ ラジル人 に対 する一 般 的 な印 象 には 「明るい」「積 極 的」「にぎや か」な ど好 意 的 な もの

もあ るが、仕事 態度 には批 判的 である。一方 で、辞 めたブラジル人の再 就職 に関 して は 「優 秀、真

面 目で良 くやってくれ る人は歓 迎」「ビザの 関係 なら仕 方が ない」「戻 ってくれ るのは職場 が良 いイ

メージだということ」「日本人で はないか らオーケー」など単純 労働 力 としての期待 と「自分 とは違う

種類 の人 」に対 する寛容 性が見 られる。

日系 ブラジル人が 単なる労働 力 であることは、 「コミュニケーシ ョンは取 りにくいが、きちん として

くれれ ば異 議 はない。」というD者 職 員K氏 の発言 か らも明 かである。 「日系人 を特 別扱 い しては

い ないんで すよ」と繰 り返 し強調 する背 後 に、 「特 別 に心 を向ける必 要 はな く作 業 に滞 りが なけれ

ばよい」とい う考えが表 出 してい ることにK氏 が 気づ いて いない。日本 の失 業率 上昇 に伴 い 「日本

人 も雇 用機 会 を望 んで いるのでは ないか」とい う筆者 の質 問に対 し、 「なか なか 日本 人に は向 かな

い作 業 なんです ね。結構 きつい作 業 ですよ。暗 い ところにじっと座 って、ず 一っと見て いるという。

傷 などの検 査 をするので。決 まってはいませんが3年 で帰 国する人が 多 いです ね。」と、「日本 人に

は向か ない」とい う表 現 を何 度 も繰 り返 し、3K(汚 い ・きつい ・危 険)に 含 まれる仕事 を 日系ブ ラジ

ル人 が担 ってい ることを容 認 してい る。

上で も述 べたが 、C社 の職員0氏 は日本人従 業員が 厂必 死 に指 示 をするが コミュニケーションが

うまく取 れず、摩 擦 が起 こり問 題が 大 きくなるケース もある」と述べ 、異 文化 の許 容 性の 欠如 を指

摘 する。また、 「日系 ブラジル人 本人 は 『人 間だか ら』ちゃんと説 明 してほしい と望 んでいるようだ。

職 場 は一方 的で労働 力 は機 械 的な もの としか考 えていない。これは 日本 人に対 しても同 じです が」

と個人 的 な理 解 を示 す一方 で、適正 に応 じて人の入 れ 替えもするのが派 遣 業の仕事 だ とその複 雑
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な心 境 を語 った。

企業 とい う利益 追 求の組 織 においては、特 に危 険 と背 中合 わせ になっている場 合、 「統 制」が と

れ ることが 最優 先 され ることも理 解 で きる。とはいえ、そこに関わる人 間は 「日系 さん」というカテ

ゴ リー化 され た労働 者 集 団では なく、相 互の交 流 を求めて いる個 々の人 問であ ることを認識 する

ことが大切 なので はないか。

日系 ブラジル人従 業 員の 意識

アンケー ト回答 者 は13名 、その内 インタビュー の対 象 は7名 であった。インフォー マントの平均

年 齢 は26.8歳 であ る。13名 の中には リー ダーが3名 、主任 などの責 任者 が3名 、通訳 が1名 含 ま

れて いた。滞 日年 数 は1年 か ら13年 の幅が あ る(平 均 滞 日年 数10年)。 インタビューと、アンケー ト

を日本語 に翻訳 したものをもとにして、以下 に整 理する。

1.コ ミュニ ケー ション職 場 と地域 生 活

「コミュニケーシ ョンが うまく行 か なくて困ったことが あるか」とい う質問 に対 して、仕事 場面 で説

明 や指示 、質問 に使用 する日本語 が わか らない ことに言 及 した者 が46.2%い た。それ らの対処 法

は 「通訳 に聞 く」(23.1%)、 「違 う方 法 で伝 えようとする」「詳 しく説明 する」「その 問題 を責任 者 に

回す」(7.69%)な どであった。ほか には、 「来 日当初 の地域 での生 活」の困難 さ(23.1%)が あ り、

病 院や店 で必要 な単語 が わか らなかった時 は、ジェスチャー使 用 や両親 ・親戚 の助 けによって対

処 して いた。通訳 や リーダー の者 は 「困 ったことが ない」(30。7%)と 答えてい るbこ の ように、日本

人 と違い 日系ブラジル人の 関心 は職 場だ けに向け られてい るので はない。

2.日 本 語使 用:社 会 生活 のための 学習機 会

「日本 企業 で仕事 をするために 日本 語 は必 要 です か」とい う問 いの答えは 「はい」(69.3%)、 「い

いえ」(30.7%)で あった。日本 語 が必 要 な理 由は 「仕事 の 内容 を理解 するため」「ルールや 規則 が

あ るか ら」「仕事 の 目的を理 解するため」「いつ も誰か に頼 らなけれ ばな らないか ら」などだ。日系

ブラジル人 は職 場 で有 効 な 日本 語 を使用 し通 訳 に頼 らないでも良い 自分 の姿 を理 想 としている。

「文化の違 いか らブ ラジルでは普通 の ことが 日本 では無礼 な態度 だ と見 なされ、た だ誤 解 されてし

まった場 合 はそれ を説 明す る必 要が あ るか ら」と答 えた通訳 兼 事務 員R氏 の コメントは日頃の 経

験 に基づ くものであろう。それ に対 して、 日本語 が 必 要で はない理 由として、「手 作業 であ りロで

仕事 をしてい るわけ ではないか ら」「通訳 が いるか ら」などが あった 。

「日本 語 を習得 したい と思います か」に対 して は全員 が 「はい」と答え、そ の理 由に 「自分 の両 親

や祖 父母 の文化 を学 ばなけれ ばい けない と思 う」「日本 に住 んでいる者として普通 の生活 を送 りた

い」「家 族 に誇 りに思って もらえるために」「日本 は漢字 文化 だか ら漢字 を学 びたい」「教養 のため」
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「日本 に来たばか りの 日系 人の仕事 をより良 くするため」などを挙 げた。長期 滞在者 も多 く、社 会の

一員 として 日本 で生 活す ること、日本 文化 を習得 すること、小 学校 で 日本語 を習得 している子 ど も

との関係 を重 視 してい ることが インタビューか らも明か になった。

日本語 学 習の機 会 は 「ない」が46%で あった。 「ある」と答 えた 者(54%)の なかで、公 文式 で

学習 している1名 を除 く全 てが、仕事 中の説 明や同僚 との話などか ら実地 で学習 する機 会 のことを

言及 した。す なわち、職場 以外 の 日本語 学 習の機会 はほぼない に等 しい といえる。

3.習 慣:労 働時 問の長 さと規 則 への戸 惑 い

厂日本 企業 で仕事 をするため に、日本 の社会 的慣 習 ・習慣や態 度 の習 得 は必 要か」とい う問い に

は、 「はい」が84.6%、 「いいえ」が15.4%で あった。インタビューで は、 「規則 やルールが あるので

日本 語 を学 ば なけれ ば ならない」厂日本 企 業は上 司 に対 して敬 意 を表 する」「労 働 時 間が こん なに

長い とは思 わなか った」「評 価 の仕方 が国 と違 う」などの戸惑 いが見 られ た。

4.交 流:交 流機 会 の周 知の 問題

「職 場で の交流 会 に参加 する」と答 えた者 は全 体 の86%で 、企 画 時 に困難 だと思 う点 につ いて

は 「コミュニケーシ ョン」のほか に、「差別 をしない」、「普 通 に挨 拶 する」「ただ参 加 して いるだ け」と

い う答 えが あ り、日頃の 関係 性 が普 通 に挨 拶 したり言 葉 を交 わす もので はないことをほのめか して

いる。興 味 深 いことは、日本人 はバー ベキュー などの企 画 に言及 したが、日系ブ ラジル人 は参加 し

た1名 を除 く全 員が 、交流 会 などが 職場 内 にはない と答 えて いる。た またま機 会 に巡 り合 わなか っ

た とい うこともあろうが、今 回は4つ の部 署 に所属す る人 々にイ ンタビュー したので、情 報 の周 知が

十分 で はないとも考 えられ る。なお、職場 での 日本人の友人 は 「5人以上 」(30.8%)、 「10人以 上 」

(30.8%)、 「1～2人」(23.1%)、 「い ない」(15.3%)で あった。

5.印 象:日 本 企業 に求 めること

日本 人の 印象 は、「友人の ようで信 頼で きない ところもある不思議 な国民 」「仲良 くなれ ば良い人

たち」で、日本企 業 での労 働 は 厂重 労 働 だと聞いていたが そ うで はない」とい うもの、「収入 は得 て

いるが奴 隷 のよう」「組織 化 され規 律 が多 い」「外 国人 に対 して多 くの偏見 が ある」まで様 々で あっ

た。具 体 的な仕事 内容以 外 の人 間関係や 規則 面へ の戸 惑いが見て取 れる。

「口本 企 業 に求 め ること」の中 には、外 国人 に対 する職場 制 度の改 善 を求め る声 、日系ブラジル

人 に対 する態 度 に関する意見 、日本企 業 の仕事 の 進め方 に対 するもの などが あった。制 度 に関 し

て は、 「ブ ラジル人従 業 員をよりよく理 解 して くれ る心 理 カウンセラー」「事 故や 重病 の場 合 にす ぐ

対処 してくれ る医師」の配備 、「親睦 を深 めるため の職場 外 の活動 や 交流会 ・娯 楽」などの充実 、

「正社 員にな りたい」とい う訴 え、 「契 約前 にそ の人物 を評 価するシステム構 築」などが あった。日本

人 に対 して は 「ブラジル人に対 する偏 見をなくす」「命令 ばか りす るので もう少 しコミュニケー ション
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があってもよい」と態度の改善を求めている。日系人通訳K氏 はA市 にブラジル入の学校がないこ

とを指摘し、高額な私立ではなく公立の学校設立を望んでいた。また、先に述べた日系ブラジル人

の寮管理人M氏 の話から、夫婦の勤務時間が異なり夫婦で顔を合わせる時間が週2回 しかない

という問題が指摘されている。しかしB社 職員0氏 の話では、膨大な量の雇用者全ての予定を調

節することは無理だという。

職場における共生の実態と課題

これまで見てきたように、日本企業は日系ブラジル人、または従業員全体を職場システムにおけ

る1つ のコマとして捉えている。日系ブラジル人の頻繁な転職やUターン化が厂一時的な労働者」

として彼らを捉える要因にもなっている。しかし、実際の職場では生身の人間が働いており、そこ

に異文化問のぶつかりや人間同士の相互交流が存在することは無視できない。

日本人は日系ブラジル入の存在に対しての違和感はなく、多くの者は異文化での生活の大変さ

を認識している。しかしながら今回の調査から、職場では日本人と同様の習慣を身につけ規律や

マナーを守って真面目に働くことが評価の基準になっており、日本人および上司を敬う態度、仕事

に取り組む姿勢の欠如が強調された。あくまでも仕事中心であり、職場以外の個人的な交流や理

解をあまり必要としない実態が明らかになった。それに対して日系ブラジル人は、仕事の厳しさに

対する心構えはできているものの、個人として尊重されず命令されることや十分な交流の機会に

恵まれないことを嘆く。日本人が批判する態度も、敬意の示し方、労働時間、評価の仕方などがブ

ラジル人とは異なることから生じる可能性がある。

日系ブラジル人にとって職場で挨拶を交わす関係作りは大切である。その際に日本語使用は大

きな課題である。日本人従業員は仕事が順調であれば良いと考える一方で、日常会話や「正しい

日本語」の大切さを唱えた。日系ブラジル人は職場だけではなく、社会生活を営み日本人としての

ルーツに関わるための日本語習得を望んでいる傾向がある。

通訳の存在の大きさは両者が認識しているが、その仕事は作業現場での説明通訳に留まらな

い。ビザやアパートの手配、海外保険や病気・事故時の対応や個人的な相談など、600人分の悩み

や問題を背負う立場にありその負担は莫大である。通訳の業務範囲を組織的に支える体制作り

は今後の課題であろう。世代問ギャップの問題に関する認識も類似しており、「定着層」の中にも

日本の規律を受け入れずに自分勝手に生活する若者世代を嘆く声があった。

なお、雇用形態に関する日本企業と日系ブラジル人両者の言い分の違いに関する説明義務を、

職場および派遣業者は負っている。行政の相談窓口の存在は前節で述べられているが、それだけ

に頼らず職場側の責任として予算を確保し、地域や行政との連携のもとに相談システムを構築す
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ることが望まれる。個々の日系ブラジル人が職場内外での生きる力を身につけるための第一歩とし

て日本語習得の機会を用意するのも今後の課題である。現状では自然習得以外の日本語学習機

会はない。C社職員の話では以前に通訳らを中心に自主的な日本語学習の機会が設けられたが、

仕事が忙しくて自然消滅したという。職場の援助、すなわち、企業が率先して地域での共生社会を

目指し、利益追求だけではなく社会参加のための支援をすることが必要ではないかと考える。何

よりも個々の日本人が、「日系ブラジル人」という集団とではなく個々の同僚や上司・部下として関

わる姿勢を養うことが大切であろう。日系ブラジル人側も、職場や日本社会における振る舞い方を

学ぶ姿勢が必要なのかもしれない。共に生きようという土壌はあるがうまく作用していない。互い

が友人になり社会生活を営める体制づくりが必要である。

おわりに

本研 究 は、広 島県東 部地 域 のある企業 の従 業員 に対 するアンケー トおよびインタビューか ら、職

場 にお ける日本人 と日系 ブラジル人 相互 の意 識 や職 場 の現状 の一 側 面 を明か に した。この地域 に

は中小 企 業 もい くつ かあ るが、今 回対 象 としたのは一つ の大 企業 に留 まって いる。限 られた時 間

内で限 られた人数 、それ も主 にリーダー格 のインフォーマントに対 する社 内 でのインタビューという

問題点 があ る。より多 くの労 働者 の声 を聞き他 の企業 と比 較す ることが 望まれ る。

また、アンケー トお よびインタビューは言 語 の違 いもあ り、 「日本人」と「日系 ブラジル人」に二分

して行 われたが、日系 ブラジル人 が 厂外 国人」なのか 「日本人 」なの かとい う問題 は棚上 げ になって

いる。日系 ブラジル人 自身の発 話 か らも 「先祖の文化 」に対 する思 いが 述べ られてお り、掘 り下 げ て

考える必 要 のある課 題 である。

さらに、会 社勤 め をする日系 ブラジル人 の日本社 会 との関わ りは企 業の職 場 内に留 まるもので は

ない。個 々の 労働 者 が社 会 で生 きる力 をつ ける ことので きる環境 作 りが急 務 である。今 後 は職 場

に参加 す る一人 ひとりの 日系 ブラジル人 が、職 場 以外で 日本 語 ・日本 文化 と接 する時 で、どのよう

な環 境 にあるのか を追 跡 したい。日本語 や ポル トガル語 を通 した人々との交 流 を深め る場 創 りを

し、それが 職場 での コミュニケー ションの向上 にいか に還 元 で きるか を考 えるの も課 題のひ とつ で

あ る。

インタビューで 日本 人班 長 の1氏 に 「この調 査 によって今 後 日系 ブラジル人 にどの ようなことが あ

るの か。日本 人に とってどんなメリットがあ るの か。調査 者 に何 が で きるのか。」という質 問を突 き

付 け られ た。1氏の言 う「メリッ ト」の 中味 は 日系 ブラジル人の 日本人化 、すなわち 「日系 ブラジル人

が 職場 でのルー ルを守 り、厳 しい日本 の職 場で 我 を出 さないようになると自分 が助 かる」というも
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のであり、このこと自体が職場における課題と密接に関係していると思われる。私たちは「研究者

に何ができるのか」に対する答えを出す義務があり、今後それを常に考えながら調査していくこと

が大切であることを再認識させられた。

その応えとしてできることは、従業員の意識、すなわち日本人と日系ブラジル人の意識のギャッ

プを示し両者の関係性を問い直すこと、多様な背景を持つ人々が職場で共存するために必要な態

度を日本人が認識し学ぶ機会を設けること、日系ブラジル人の社会参加や自己表現を可能にする

ための方法を模索することなどが挙げられる。

職場においては、日本人と日系ブラジル人従業員が互いに相手を尊重した交流を求めつつも、

残念ながら本当の意味でのインターアクションが起こっているとは言い難い。社会で職場が孤立

した存在でないことを考えると、この問題はひとりの人間をとりまく様々な環境との関わりのなかで

人と人との地道な繋がりや活動を通して解決されるものであろう。すなわち、職場の課題は、家庭

に始まり、子どもがいる場合は学校、住民として生活する地域社会、信仰との関連では教会など、

複数のドメインとの有機的な繋がりを持っているという側面にも注目して考えるべきである。本研

究は日系ブラジル人を対象としているが、これはあらゆる背景を持つ人問が共生する社会を目指す

上で重要なことであると考えられる。

〈大阪大学大学院言語文化研究科 博士後期課程〉

12002年 度末現在における法務省入国管理局調査によれば、外国入登録者数1.851,758入 のうちブラジル人は268,332入 で、国

籍(出身地)別 では韓国・朝鮮、中国についで第3位 を占めている。http=//wwwmoj.gαjp/PRESS/030530-1/030530・1.htm

2ブ ラジル国籍者の外国人登録状況では、広島県は全国で13位 、中国地方では第1位 である。

320Q3年7月 現在のB市 の外国人登録者数は786人 で、1995年 の約3倍 である。

4小 内・酒井(2001)で は、物の製造工程への人材派遣は違法なので、派遣先企業の中に自社の事業所を設立することによって法律

上の問題を回避していることを指摘している。なお、企業にとっても正社員の増加なしに「派遣社員」で雇用の調整ができる利点に言及している。

52003年7月 現在のA市 の外国人登録者数は4,388人 で、ブラジル人は1.091人 を占める。

67%は 、無回答を省く有効回答に対する割合を示す。以下も同様 に表示する。

7「 日系さん」という呼び方に関する筆者の質問に、C社 職員はそれが単なる呼び名であると答えた。しかし、「ガイジンさん」という

用語にあるコンプレックスに対し、「日本人側の優位な気分が隠されているかもしれない。突き詰めると差別用語かもしれない。ブラジル人の中

でも日系人はプライドを持っているので 問題にはなっていない。」と答えた。

【参考文献】

●小内透・酒井恵真編著 「日系ブラジル人の定住化と地域社会一 群馬県太田・大泉地区を事例として一 』 御茶の水書房2001● 鐘ヶ江晴

彦編 『外国人労働者の人権と地域社会一 日本の現状と市民の意識 ・活動』 明石書店2001● 駒井洋編 『定住化する外 国人』 明石書店

1995● 渡辺雅子編『共同研究 出稼ぎ日系ブラジル人上 論文編 一 就労と生活一 』 明石書店1995『 共同研究 出稼ぎ日系ブラジル

人下 資料編一 体験と意識 一 』 明石書店1995
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地方自治体の取り組み:滋 賀県内の市町村を例に

リリアン テルミ ハ タノ

年 ブラジル人総数

昭和39(1964) 273
一

44(1969) 622

49(1974) 1,506

59(1984) 1,953

61(1986) 2,135

63(1988) 4,159

平成 元(1989) 14,528

2(1990) 56,429

3(1991) 119,333

4(1992) 147,803

5(1993) 154,650

6(1994) 159,619

7(1995) 176,440

8(1996) 201,795

9(1997) 233,254

10(1998) 222,217

11(1999) 224,299

12(2000) 254,394

13(2001> 265,962

14(2002) 268.332

2002年 末 現在 における外 国人登 録 者 数 は、全 国でL851,758人 。日本 の総 人 口12Z435,350

人に占める割合 は1.45%(注4)と なり、毎年過 去最 高記 録 を更 新 して いる状 況で ある。同統計 によ

ると在 日ブラジル人人 口は、268,332人 で ある。

1964年(昭 和39年)に 行 われた第2回 目の調査 で は、85力 国か らの659701人 の 外 国人登 録 者

中、ブ ラジル人は273人 であった(表1参 照)。それ と比べ ると約983倍 にまで増 加 したことになる。

特 に、1990年 の 「出入 国管 理及 び難 民 認定法 」改 正後 は、国籍 ・出身地 別登

録 者数 において、韓国 ・朝 鮮 、中 国に次 ぐ第3位 となるまでに急増 した。

90年 代 に入 り在 日ブラジル人 が急 増 しは じめた当初 は、経 済 学 や社 会 学

(注6)、法 学 などの分 野 での研 究が 数多 く行 われて いたが、現 在で は、医学や

心 理学 、社会 福祉 学、教 育学(注7)な ど、定住化 の 進展 につ れて問題 が顕 在

化 してきた分 野で の研 究(注8)も活 発 に行わ れるようになって いる。特 に最 近

は、深 刻 な問題 を抱 えている教育 の分 野 が注 目を浴 びてお り、日本語 教 育、

応 用言 語学 、社 会教 育学 、そ して母語 教 育、多文化 教 育の可能 性 など、様 々

な立場 の研 究者 が各 々の 分野 で実 績 を積 み重 ねている。

ただ、これまで の調査 の多 くは、在 日ブ ラジル人 の集住 が 高度 に進 んだ地域

や都 市 を対 象 として行 われている。その結果 、集 住の規 模 が それ ほどではな

い都 市や少 数 点在 地域 の状 況、あるいは、より広域 な都 道府 県 単位の状 況 が

取 り上げ られることはあまりなか った。しかし、在 日ブラジル人 は、多かれ 少な

かれ 、全都 道 府県 に在住 している。本研 究 では、関西 地域 の中で は最 も在 日

ブラジル人が 多い滋 賀県 の事例 を取 り上 げ、その現状 と課 題 を考察 する。

滋賀県の概要

2002年(平 成14年)12月 末 現 在 の デ ー タに よる と、滋 賀 県 の総 人 口は

1,364,530人(注9>で ある。また、同年 末の滋 賀県 での外 国人 登録 者 数 は、

表1ブ ラジル国籍外国人登録者の推移

『在留外国人統計』をもとに作成。(注5)
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24,772人 であ り、総 人ロの約1.8%に 当 たる。 国籍 ・出身地別 の順位 を見 ると、ブラジル10,794人

(43.6%)、 韓 国 ・朝鮮6,937入(28.0%)、 中国2,069人(8.4%)、 ペルー1,644人(6.6%)、 フィリピ

ン1,426人(5.8%)、 米 国302人(1.2%)、 インドネシア285人(1.2%)、 ベ トナム144人(0.6%)、 タ

イ91人(0.4%)、 英国79人(0.3%)、 その他1,001人(4.0%)で あ る。人数 で見 ると、滋賀県 は全 国

で10番 目にブラジル人 が多 い都道 府県であ り、関西 地域 で は最 もブラジル人が 多 い。ここで注 目す

べ き点 は、県 内の外 国人登 録 者数 に占めるブラジル人の比 率で ある。滋賀県で の外 国人登 録者 の

うちブラジル人 は43.6%を 占めて いる。これ は、静 岡県(52.1%)、 三重 県(46.2%)に 続 く全 国第3

位の数字 で ある。

歴 史的 に見 る と、滋賀 県での外 国人登 録者 の うち中南 米 出身 者 は、1986年3月 末 にはわず か

19人(注10)で あったが 、90年 には1,059人 、96年 には8,940人 とな り、従 来多か った東 アジァ出身

者の人 口 を上 回 った。そして2000年 には、ブ ラジル人 人 口が 韓 国 ・朝鮮人 人 口を上 回った。

その背 景に は、1965年 以降 、「電気 、精 密機 械 、化学 、セメントな ど外 資系 を含 めた大 企業 が

進 出しは じめ、滋 賀県 の産業 構造 は大 きく変 化 した。現在 では製 造業 の占める比 率 は全 国 的にみ

て も抜 群 で、80年 代 以 降 は中規 模 企 業の新 規 工 場設 立 も相 次いで いる」(注11)という滋 賀県 の産

業状 況が ある。また、1990年 の 「出入 国管 理及 び難 民認 定法 」改 正 による日系 人 に対 する労働 市

場 の 門戸 開放 政 策が 明 らか に影響 している。この 改正 によって、 「定住者」「日本 人配偶 者等」とい

う在留 資格 をもつ南 米出 身者 が、90年 代 か ら、労働 力 を提供 す るようになった。

滋賀県下の市町村等における取り組み

近年 、公 的分 野 のさまざまな領 域 で住 民参 加 型の取 り組 みが 重視 され るようになって きて はい

るが、一般 市民 の暮 らしや 日常 の行 政の 中にそ のような意識 が十分 に根付 いてい るとはまだ言 え

ないで あろう。特 に、住 民 の意見 をどうやって地 方行 政に反 映 して いくべ きかとい う地方 自治の あ

り方 は、まだまだ模 索状 態 にあると言える。

このような状 況の 中で、日本社 会 が 多文化 ・多民族 化 する状 況 とどのように向 き合 ってい くかが

問われているわけであ るが、今 も外 国籍住 民 は、住 民 として 日本 人 と同様 に納 税 の義務 が 課せ ら

れて いるにもかかわ らず、住 民 としての多 くの権 利 については保 障 されていない とい う状 態 に置 か

れたままである。

滋賀 県では、県 の レベルで の政策 を見 る限 り、外 国籍 住民 を前 向 きに受 け入 れているわけで は

な く、 外 国 籍 住 民 を取 り巻 く問題 の解 決 に積 極 的 に取 り組 んでい るとも言 えないの が現 状 で あ

る。ところが、この数 年 の問に、県下の様 々な市 町村 や民 間グループにおいて進 歩 的な取 り組みが

183



行 われ るようになってきた。これ らの新 しい取 り組みが 、住民 の国籍 に関 わ りな く誰 にで も優 しい

社会 を築 くための 「住 民参 加型 のまちづ くり」に とっての ヒントとなることを期 待 しつ つ、以下で は、

その具 体例 を紹介 したい。

米原 町:永 住外 国 人に対 する全 国初 の住 民投 票権

少 子 ・高齢 化 進 展 の影 響 とい う面 は否 定で きない としても、外 国籍 者 も住 民 であ り市民で ある

という認識 が 地方 自治体 レベルで は広 まっている。そ の傾 向を確 実 に前進 させ た動 きの一 つが、

滋賀県 の琵 琶 湖東 岸 にある米 原町が 全 国で初 めて実 現 した、永住 外 国人へ の住 民 投票 権 の付与

であ る。村西 俊雄 町長 の推進 で、2002年1月18日 、永住 外 国人 にも住 民 投 票資格 を与 える内容 を

盛 り込 んだ 「米 原 町の合併 についての意 志 を問 う住 民投 票 条例 」が議 会 で可決 され、同月21日 に

施行 された。そ して、同年3月31日 、周辺 自治 体 との合 併 に関する住 民 投票が 行 われたの であ る。

これは特定 の住 民投 票 に限った条例 であ り、長 年 に渡 り在 日韓 国 ・朝 鮮人 が求 めてきた参 政権

の問題 を全 面 的に解決 したとは言えないが 、村西 町長 は、 「地 域社 会で は、住民 は誰 であろうと、

共 に安 心 して暮 らせる地域 づ くりに汗 を流す のが 本来 の姿 だ と思う。その ために も触 れ合 い を深

め、永住 外 国人 にも連帯 意識 を持 って意 欲 的 にまちづ くりに参加 してもらうことが 大切 だ。その第

一歩 が住 民投 票 を成 功 させることだと信 じて いる」(注12)と述べ てお り、明 らか に地方 自治体 レベ ル

での意 識 の変化 が表 れている。

彦根 市:外 国人市民 施策 懇話 会 設立

1996年 に日本 初 の外 国人市民 代 表者 会議 が神 奈 川県川 崎市 に設置 されてか ら、多 くの 自治体

で、同様 の機 関が 、外 国籍 住 民 の意見 を集 約 する機 能を担 うものとして、相 次いで設 置 されて いっ

た。

かな り出遅 れて ではあ るが、2003年5月 、滋 賀県下 では初めて、彦根 市で外 国人市民 施策 懇話

会 が設 立 され、その第一 回の会 議 が同年6月28日 に実 施 された。委 員は14名 で、8名 の公募 委員

と4名の団体 代 表者、2名の市職 員で構 成 される。公募 委員 の内訳 は、ブラジル人3人 、中国人2人 、

インド人、ペルー人、日本人それ ぞれ1名 ずつ。団体代 表 者4人 のうち1人 はブラジル人 。そ して、市

職員 の1人 は国 際交流 員であるブ ラジル人である。

委 員を国籍別 に見 る限 り、在 日韓 国 ・朝鮮 人の参 加 はな く、その 理 由は現 段 階 で は把 握 で きて

いない。だが、県内 に多 く在住 しているブ ラジル人の意見 を様 々な立場 か ら聞 くことが 可 能な構 成

となっている点 は、非 常に興 味深 く、今 後 も追跡 する意義 はある。
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滋賀県:県営住宅入居者募隻条件の要領改定

滋賀県では、94年から、県営住宅の入居者募集条件として「日本語をB常 会話に支障がない程

度に使えること」という条件を設けていた。

2002年7月10Bの 毎日新聞夕刊の記事によると、『窓口で職員が日本語を話せないと判断した

場合は申し込みを受け付けず、通訳同席での申し込みも認めていない。県住宅課は「日本語が出

来ないと、入居後に近隣住民とトラブルになる可能性が高いから」と説明している』。

それから約1月後の8月8日 の毎日新聞朝刊には、土木交通部住宅課の経過報告と同時に県営

住宅入居要領の改定が発表されたことを受けて、『「国際化が急速に進展し、県内の外国入が増

加しているなかで、現状にそぐわないため削除する」。県は7日の会見で、要領から「日本語を日常

会話に支障がない程度に使えること」という項目を削除すると発表。同時に、「残りの在留期間が

1年以上であること」「自治会などに参加できること」という外国人の入居条件も削除された」』との

記事が掲載された。

この一連の動きの背景には、在日外国人と深く関わりを持つ団体や、在日外国人を何らかの形

で支援する団体などの連帯 ・連携が見られる。滋賀県保健医療計画(改定原案)に ついての意

見・情報などを滋賀県健康福祉部健康福祉政策課長宛に提出するなど積極的な活動を行ってい

る草津市の団体「日本ブラジルゆ一あいネット」や、大津市の日本語教室、さらには在日韓国・朝鮮

人のグループ等の連携・協力によって、上記条件の廃止が実現したのである。

民聞グループ:「滋賀で暮らす外国籍児童・生徒の学習権保障を求める陳情書」

教育関連では、2003年7月7日 、外国籍の子どもの支援をする『子どもくらぶ「たんぽポ」』という

団体が、「滋賀で暮らす外国籍児童・生徒の学習権保障を求める陳情書」を県議会に提出してい

る。

関係者によると、当初は請願書を提出する予定であったが、余儀ない事情で請願を諦めざるを

えず、陳情書として提出されたようだ。陳情事項は以下の4点である。

(1)高校入試における外国人子女対象の、裁量判断にとどまらぬ客観的な特別措置の早急な導

入・実施および入学特別枠の早急な設置

(2)多言語による進路ガイダンスの早急な実施と継続

(3)公立学校の日本語指導員について、教員免許資格要件の早急な撤廃と、日本語教育や語学

の専門知識・経験ある人材の積極的な活用

(4)公立学校日本語教室の拡充と、設置基準の早急な見直し、柔軟な対応

この陳情事項は、外国人児童生徒の教育に関する他府県での取り組みを参考にしたものだとい
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う。他 府県で の成 果 を滋 賀県下 に採 り入 れて活か そ うとい う取 り組みである。

今後の課題

滋 賀県 は、前述 の通 り、 県政 のレベルで は外 国籍 住民 に関する先 駆 的 な取 り組 みが多 い地 域

であるとはけっして言えない。しか し、市 町村 や民 間グル ープの レベ ルに目を向けると、注 目に値 す

る、評 価 すべ き取 り組み も少な くない。

「住 民参 加 型の まちづ くり」とい う観 点か ら見 ると、外 国籍 住 民 が住 民 投 票 に参 加 で きた米 原

町の試み は、全 国 的にも記念 すべ き出来事 であった。また、彦根 市の外 国人市 民施 策懇 話 会設 立

が県下の他 の市 町村 に与える影 響 も小 さくはないだ ろう。さらに民 間グルー プの連携 が 県政 を動

か した例 も登場 している。

複 数の ボランティア団体 が 共通 するテーマ を通 してネットワー クを作 り、経 験 を共 有することで

課題 の解 決方 法 を考 えるケースも増加 している。例 えば、県下の様 々な地域 で 日本語 ボランティア

の取 り組 みが生 まれ 、1996年 に は、 「びわこ日本語 指 導 者ネット(略称 「BNN」)」が 日本 語 ボラン

ティアのネットワー クとして活 動 を開始 した。そこには、小 さな力 が協 力 し合 うことによって大 きな

力になってい くという希望が 感 じられる。

滋 賀県で も在 日ブラジル人人 ロが年 々増 加 してい る。そ して、家 族 を呼 び寄せ たり日本 で新 たな

家庭 を形成 した り、日本 で 出産 し日本で子 育て をするといった、定住 化 の傾 向が見 られ る。社 会の

多民族 状 況の このような進展 をしっか りと見据 え、多文化 ・多言 語 共生社 会 を豊 かで実 り多 い もの

として い く取 り組 みが、今 や求 め られてい るのであ る。そのため には、マジ ョリティの 日本人が 、マイ

ノリティの視 点 を尊重 し、外 国籍住 民 も地 域 社会 ・日本 社 会 に貢献 している社会 の一員 であると

い う認 識 を持 ちなが ら外 国籍住 民 の社 会 参加 を積 極 的に受 け入 れてい くことが 不可欠 であ る。そ

れ こそが、誰 にも優 しいまちづ くりを可能 にする鍵 だ と考える。滋 賀県下 で動 き始 めた様 々な取 り

組みが そんな鍵 となることを願ってやまない。

〈甲南女子大学多文化共生学科 専任講師(Lilian艶rumiHArANO)〉
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共生に向けた地域の日本語教室の役割と課題

森本郁代

本 節 では、 日本 国 内に在 住 する日系 ブ ラジル人 との共生 を実現 させ るための課 題 について、地

域 ㊧日本語 教 室の現 場 か ら考 察 を試 み る。近 年、滞 日外 国人の 数は年 々増加 し、日本 社会 は急 速

に多文化化 しつつあ る。ところが、就 労 目的 の人々の コミュニケーシ ョン手段 を保 障しようという行

政側 の動 きは、インドシナ難 民 や中 国残 留孤 児 の帰 国支 援事 業 などを除 きほとん ど見 られ ない。

地域 住 民の ボランティアによる日本 語教 室 は、外 国人 が 日本語 を学べ る貴 重 な場 であることは確

かであ る。しか し、本 節 では、地域 の 日本 語教 室 を 「外 国人 が 日本社 会 で生 きてい くため の 日本 語

を学 ぶ場」か らさらに一 歩踏 み込んで、 「共生社 会 の入 り口」と捉 えたい。地域 の 日本語 教 室は、滞

日する外 国人 が 日本語 を教 え学 ぶ場で あると同時 に、ボ ランティアとして参 加 する地域 住 民に とっ

て も同 じ地域 の外 国人 と出会 う場 で もあるか らである。日本 語ボ ランティアになってはじめて、身

近 に住 む外 国人の存 在 を知 る人 も多 い。ボランティアの多 くが 「自分 が教 えて いるという気 が しな

い」「教 えられ ることが 多い」と述べ てい ることか らも、異文化 に育った者 同士 がお互い を知 り合 う

場の 一つ として地域 の 日本 語教 室 が存 在 して いるといえるだ ろう。そ して、共生社 会 の実現 のため

には、地 域の 日本語 教 室が、外 国人が 日本 語 の学 習を通 じて一方的 に日本社 会 に適応 してい く場

にとどまっていてはならない。む しろ、お互い を知 り合 うことによって、日本社 会 の側 も変わ って い

かな ければ ならない ことに地域 住民 が 気付 き行動 を開始 するス ター ト地 点で ある必 要が あ る。こ

こ数年、地域 の 日本 語教 室 での活 動 を指す 言葉 が 従 来の 「日本 語教 育」か ら 「日本語 学 習支 援活

動」へ と変 わ りつつあるの も、こうした認 識が 徐 々に広が っていることを示 す もので ある。

以下 で は、 上記 の立場 に立って地域 の 日本 語 教 室 を「共生社 会 の入 り口」として位 置付 けた上

で、共生 の実 現へ 向 けた地域 日本 語教 室 の課題 につ いて考察 する。ただ し、地 域の 日本語 教 室が

抱 える課題 は多様 であ りここでその全 て を取 り上 げることが できない。本節 では、筆 者 ら(注13)が

地域 の 日本 語 教室 で行 ったインタビューを取 り上 げ、Sacks(1972)の 成 員 カテゴ リー化 につ いて

の議論 を援用 して、ボランティア、日系 ブラジル人学 習者、そ して調査 者 である筆者 自身が それぞ

れ 自分 や相 手 をどのように見てい るか を明 らかにし、カテゴ リー化 が 共生社 会 の実現 に どのように

関わっているかについて考察 を行 う。さらに、以上 の分析 と考察 に基 づ いて地域 の 日本語 教 室の

活 動 のあり方 について検 討 する。
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日本語学習支援活動とは何か

近 年、 歴 史 的経 緯 に よっ て 日本 に在 住 してい る在 日韓 国 ・朝 鮮 人などい わゆる 「オー ル ドカ

マー」に加 え、東南 アジア出身の人々 や 中近東 、そ して 中南米 の 日系 人 など 「ニュー カマー」と呼

ばれ る滞 日の人々が増 加 してい る。しか し、冒頭 で も述べ た とお り、行 政 による外 国人の コミュニ

ケー ション手 段の 保 障 はほとん どない。そ れ どころか 、滞 日外 国 人の人権 を擁護 するための 国内

法す ら整備 されていないのが現 状 である。山田(2000)は 、本 来な ら行 政が 行 うべ き活 動 を市民 ボ

ランティアに よる日本 語教 室 が引 き受け ていると指摘 している。

日本 語教 室 に 日本 語 を学 びにや ってくる人々の大 半 は就労 目的で 来 日した人、 日本人 の配偶 者

を持 つ人などであ り、その社会 的 背景 や 日本 語 学 習の動機 もさまざまであ る。一方、ボランティア

として活動 す る人 の多 くは 日本語 教育 の経 験 や資格 を持 たない人々で ある(注14)。そ のため、ボ ラ

ンティア向けの 日本 語 教 育講 座や ワー クショップ に対 する関心 は高 く、文化 庁や 地方 自治 体 の国

際交 流課 、国際 交流 協会 な どが こうした講 座 を積極 的に主催 するようになって きて いる。国際 交

流協 会などが主催する 日本 語教 室 では、専 従 のス タッフや コーディネー ター などが いる場 合 もあ る

が、多 くの教 室で はボランティアが 手弁 当で運営 している。最 近 はハ タノが 前節 で示 唆 したように

教 室 の枠 を越 えてボランティアが連携 し、情 報 交換 や行政 への働 きか け を行 うネットワークが 立ち

上が ってきてい る地域 も増 えてい る。

教 室で の活動 の形 態 はさまざまで、クラス型の授 業 を行 っている ところもあれ ば、ボランティア

と学 習 者 が一対 一 のペ アになってマ ンツーマンで行 う場 合 や、数 人ず つの ボランティアと学習 者

が小 さなグループを作 って活動 して いる場 合 もあ る。また、活動 の内容 も、日本 語 を教 えることを

中心 に活 動 してい る教 室 もあれ ば、日本語 に よる異 文化交流 を前 面 に出して いる所 もある。

分析の観点=成 員力テゴリー化

ここでは、インタビューの分 析 に援 用するSacks(1972)に よるカテゴ リー化 を取 り上げる。Sacks

(1972)は 、成 員カテゴリーを、男性 、女 性、学 生、教 師、母 親、父 親、運転 手 、政 治家 などとい っ

た、人 を記述 するために用 い られうる分 類や社 会 的類 型 として定 義 して いる。とはいえ、成員 カテ

ゴリーは単 に記 述や分 類 のための道 具ではな く、人々が 互い の行為や発 話 を解釈 することを可 能

にする一種 の 「装 置」である。例 を挙 げると、ある人物 が 「ウエ イトレス」とカテゴ リー化 されるなら

ば、そ の人物 の行為 は 「ぶ らつ いて いる」「部屋 を通 り抜 ける」で はな く、 「顧 客 に料 理 を出す」「給

仕をする」として解 釈 される可 能性 が 高 くなる(Psathas,2000)。
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ただ し、あ るカテゴ リーが 機能 するため には、そ れが単独 で存 在 するだけ では不可 能 であ り、そ

の カテゴ リー を一 つ以上含 む集 合が 必 要であ る。その カテゴ リー の集合 に適 用規則 を加 えた もの

が成 員カテゴ リー 化装 置 であ り、その成 員 カテゴ リー化 装置 はある社会 的集 団 に適 用 され る。例

えば、ある集 団に家 族 という成 員 カテゴ リー化 装置 が適 用 され た場 合、その中 には父 、母、息子 、

娘 といった カテゴ リーが含 まれ るが、教 師、政 治家、スポーツ選 手 といった カテゴ リー は含 まれ な

い。また、それぞれ の カテゴ リー には、そ のカテゴリー の担 い手であ る入々が行 うことを期 待 され

た り適切 であ ると見 なされ る活 動 があ る。Sacksは それ を 「カテゴリー 付 随活 動」と呼んでいる。

以下 でのカテゴ リー 化の分析 では、特 にカテゴリー とカテゴ リー付 随活 動 との問の 関係 に焦 点 を

当てる。

調査

調 査 は、 事前 に質 問する内容 や項 目を準 備 してお く半 構 造 的 インタビュ ー を行 っ た。イ ンタ

ビューの内容 は、大 きく「支 援 に関わる人々の間の関係性 及び組 織運 営の実 態 」と 「ボランティアと

学習 者それ ぞれ の 『日本 語』に対 す る意 識 や言 語態 度」の二つ に分 か れる。インタビュー の様 子 は

録音 および録 画 を行い、文 字化 して分析 に使 用 した。

インタビュー調査 は大 阪府 下の地域 日本語 教室 に関わるスタッフ、コーディネーター、ボランティ

ア、学 習者 に対 して行 った。そ のうち、本 節 でとりあ げるの は、筆 者 がインタビュー を行 った日系 ブ

ラジル人学 習者及び ボランティアと筆 者 との インタビューで のや りとりであ る。

ケ ーススタデ ィー6.A市 の 日本 語 教 室 で の インタ ビュー か ら

以下 で は筆 者 らが大 阪府 下A市 の 日本語 教 室 で実 施 したインタビュー の分析 を行 う。この 日本

語 教 室 は国 際交 流課 の援 助 の もとに曜 日ごとに独 立 して活 動 していた ものが 連携 して2003年4

月にNPO法 人化 し、市の 国際交 流課 と協力 しなが ら活 動 を進 めて いる。他 の教 室 に比べ 、この

教 室 は自治体 か ら場所 の提 供 を受 けるなど比較 的恵 まれ た環 境 にあるといえる。現在 は週 に2日 、

それぞ れ1時 間半か ら2時 間程 度 活動 を行 っている。ボランティァと学 習者 の ほか 、運営 委員 と呼

ばれ る人々が お り、活 動 のコーディネー トや アドバ イスな どを行って いる。学 習者 もボランティア も

参 加資格 は特 にない。教 室で の活動 は、ボランティアと学 習者 のペァによる学 習が 中心で、活動 の

内容 はボ ランティアと学 習者 が 話 し合 って決 めて いる。通 常 の活動 とは別 に各 曜 日の各 クラスが

それぞ れ年2回 交流 会 を開いて いる。またボランティアの研修 会 も年2回 開催 されている。
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この教 室 に通 う学習 者 の多 くが 、「研 修生 」と呼 ばれ る人々で、東 南 アジアを中心 に 日本企 業

での研 修 とい う名 目で3年 間の期 限 で来 日した人々であ る。しか しその実 態 は研 修で はな く就 労

であることがほ とん どであ る。この研修 生制 度 が発 足 して以来 、各地 の日本語 教 室 の学 習 者の 多

くを彼 らが 占め るようにな りつつ ある。次 に多 いのは南米 か らの 日系 人で、その他 英会 話学 校 の講

師やA正Tと して日本 の小 ・中 ・高校 で働 く外 国人 講 師 も来て いるとのことで あった。

筆 者 が インタビュー をした のは、日系ブ ラジル人のKさ ん とボランティアのFさ ん、Tさんである。

Kさ んは来 日5年 で、この教 室 に通 い始めたの は2年 前 ぐらい とい うことであ る。Fさ んが活 動 を始

めたの は4年 前 で、Kさ んとペ アになったの は半 年前 ということであった。

日本 語 を学 ぶ動 機

入管 法 の改正 では、Kさ んの ような 日系 ブラジル人 は、外 国 人であ りなが ら、同時 に他 の外 国人

とは異 なる法的 地位 が 与えられてい る。す なわち、「国民 が 同 じルー ッであるべ きだ」という認 識

のもとに、「日本人の配偶 者 等の在 留資格 をもって在 留 するもの」と並 んで 「日本人の子 として 出生

した ものの実子 に係 るもの」として在留 資格 が認 め られ ることになった わけである。

で はKさ ん 自身 は自らをどのようにカテゴリー化 して いるの か。日本語 を学 ぶ動 機 につ いて尋 ね

た際 のKさ ん の答 えに、そ れが示 されているように思う。

M:ど うしてここに来 るようになったんですか?

K:べ ん きょう一、もっと日本 語 勉 強 したか ったか ら

(中略)

M;ず っとこう続 け て一い らっしゃる理 由というのは どうしてです かP

K:あ の 一、能力 試 験一 級合格 したいか ら

M:一 級 を取 りたい、ってい うそ の理 由は何 で すか?

K:り ゆ う一、まあ一 うち外 国人 だか ら、や っぱ り、どん ぐらい レベル?み ん な聞くときに一

その 一(み ほん)が ないか ら、一 級持 ってるよって言ったら、ある程 度み んな想 像 で きるし。

M:じ ゃ、Kさん にとってここは どんな場 所 ですか?

K:勉 強 で きる場 所

Kさ ん は 「能 力試 験 一級 を取 りたい理 由は何 で す か」とい う質問 に対 す る答 えの中で、はっ きり

と「うち外 国人 だか ら」と、自らを外 国人 として カテゴ リー化 している。Kさ んが 日系 ブラジル人 とし

て、在留 資格上 「日本人の血統 に連 なる者」とい う他 の外 国人 とは異 なる法 的地位 を与えられてい

るにもかかわ らず、である。在留 資格 拡 充 の際 の根 拠 が いか に空 虚 であったか が分 か る。

そ して 同時 に、 日本 社 会の方 もKさ ん を 「日本人」と見 なしてい ない ことが この短 いKさ んの発
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話 か らも推察 で きる。今 のKさ ん にとってこの教 室 に通 って 日本語 を勉 強 するとい うことは、日本

語能 力試 験1級 をとるためである。しか し、Kさ ん は来 日してすで に5年 であ り、日本語 もか な り流

暢 に話 すことがで きる。実際 、Fさ ん も、眠 さんに とって必 要 な日本語 とは何 だ と思 いますか?」 と

い う質 問 に対 して 「今 は本 当 に試 験 のため?生 活 には困って ないみ たい なので」と答 えている。そ

れ にもかかわ らず、Fさ んが 自分 の 日本 語 能力 を証 明するもの を必要 とするのはなぜ か。この点 を

考 察する上で、先 に挙 げたSacksの カテゴリー付 随活動 の議 論 が有 効 である。Sacksは その議 論

の中で、各成 員カテゴリー にはそのメンバーが 行 うことが期 待 され る活動 やふるまいが あることを

述 べて いるが、Psathas(2000)は この議 論 を拡 張 し、カテゴ リー に結 びつ くもの には、活 動 だけ

ではな く、動機 、権利 、資格 、義務 、知 識、属性 、能力 なども含 まれ ることを指摘 している。通常 、

外 国 人 とい うカテゴリーは、例 えどんなに日本語 が流 暢であ っても、日本 人ほ ど十全 で はないとい

うのが 一般 的 な期 待であ る。Kさ んが 日本 語能 力の証 明を求 めるのは、Kさ ん 自身 が外 国 人として

のカテゴリーを自己執 行 して いるだ けでな く、日本 社会 の側 の期待 の反 映で もある。しか し、この

期 待 は在 日韓 国 ・朝 鮮人の例 を挙 げるまで もな く、必ず しも事 実 を反 映 した ものではない。それ に

もかか わらず 「日本人」と「外 国人 」とい うカテゴ リー対 と期待 され る日本 語能 力は、これ ほどまで

に強 く結 びつ いて しまっているのである。

ボランティアによるカテ ゴリー化

で はボランティアは自分及 び外 国人学 習者 をどの ようにカ.テゴリー化 しているのだろうか。以下'

は、ボ ランティアのTさ ん に 「日本 語 ボランティアをや って いて気付 いたことは何 か」とい う質問 を

した時のや りとりであ る。

M:他 には何か あります か?日 本語 ボランティア をやって いて。気 づいたこととか。

T私 、法律 関係 の仕事 をしてい るんです けど、外 国 のかた一 が、気 軽 に受 けられ る、法

律 的な相 談 が ほん とに少 ないなっていうことと一、もち ろん言葉 の壁 が あるって いうのが

まず問題 、一つ 大 きな問題 だと思 うんです けれ ども、あ の一、法律 一 が違 いますよね、例

えば 日本 と来 られてる方の国 と。違 うとい うことで、 知 らない ってい うのが 大 きいんです

ね?法 律 に違 反 してい る一 っていうことを知 らず に違 反 して しまっているってい うことが 多

い。っていうことと、ルールを守 るってことの誤差 が違 う。

M:は 一。どっちが重 いんで しょうね一。

丁 日本 の方 が一厳格 だと思うんですよ。あの一、遵守 って言う感 じだと思うんです けど一、

外 国の方 は一、あの その一、特 に発 展 途上 国か らきてる方 一は、その 一、決 まってることを

守 らなけれ ばな らないという感覚 が ない。例 えば、不 法滞 在 とか一不 法就 労とか あ ります
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よね一。そうい うものの、なぜ そ うするか がすごく納得 で きる気が します』

M:は 一

Tう 一ん。不法 就 労とか は、もの すごく日本人 にとって は、大 きなことと言 うか 、絶対 あか

んね んでっていう一ニュアンスが強 いじゃないで すか。

M:う ん(う なず く)

Tで も一、なぜそ れ をしてしまうか 、ってい うそ の背景 がす ごくよく分 か る。それ を悪 い こ

ととい う意識 が 一、あまり一(で すね)

上 のや りとりか ら、Tさ んが、教 室に来て いる外 国人 学習 者 を 「発 展 途 上 国か ら来 た外 国人 」

のメンバー としてカテゴ リー 化 してい るのが 分 か る。ここで2つ の点 につ いて強調 したい。一点 目

は、Tさ ん の発話 には、 「発 展 途上 国 か ら来 た外 国人 」とい うカテゴ リー に 「不法 就 労や不 法滞 在

をする」とい う付 随活 動 が結 びつ いて いることが見て とれるとい うことであ る。つまり、ここで 問題

なの は 「発 展 途上 国か ら来た外 国人 」というカテゴ リー化 その もので はな く、そのカテゴ リー に結

びつ いてい ると捉 えられてい る付 随活 動の方 なのであ る。Psathasに よると、カテゴ リーとそ の付

随活 動 とは、通 常、無意 識 の うちに共 に選択 され る。す なわち、ある活 動 について言及するの に、

その活動 が 付 随活動 として適 切で あるようなカテゴ リーが 選択 され 、また同時 に、あるカテゴ リー

を選 択することに よって、そのカテゴリー によって指 示 され る人物 が行 い うる活動 として何 が想 定

され るかが 決 まるので ある。したが って、ある外 国人 を 「発 展途 上 国か ら来 た外 国人 」としてカテ

ゴリー化す ると、自動 的 に 「不法 就労 や不 法滞 在 をする」人々で あると捉 えることになってしまう。

「発展 途 上 国か ら来 た外 国人」とい うカテゴリーと「不 法就 労、不 法滞在 」というカテゴリー付 随活

動 との結 びつ きが 私 たちホス ト住 民 側の無 意識 の常 識 となっているのであれ ば、彼 らを不 法 な存

在 として 日本 社会 か ら排 除 する方 向へ と向 かって しまう危 険 も生 じる。実 際、外 国 人に よる犯 罪が

報 道され るたび に、政 治家 などか ら外 国人排斥 につながるような発言 が出 たりす る。これ もカテゴ

リー に否定 的 な付随 活動 とが結 びついた結 果であ ろう。したが って、外 国人 との共生 を実現 する

ため には、 カテゴ リー とその 付 随活 動 との問の 関係 につ いて私た ちが もっ と意識 する と同時 に反

省 し、さらにその 内容 を批 判的 に検 証 する必 要が ある。

もう一点指摘 したいの は、不 法就 労や不 法滞 在 と言 って も、そ の状 況 はさまざまであり、必ず し

も外 国人 の側 だけ の問題 で はない とい うことであ る。1990年 頃か ら、 日本 は労働 力 の空 洞化 が

進 んだ。こうした国 内事情 が、外 国か ら多 くの労 働者 を呼 び寄 せ てもいるのである。日本側 の雇用

者 が労働 力不足 を補 うため、不法 就労 を黙 認 した り手 を貸 した りして いる例 もある。ところが、Tさ

ん の発 話 には、 こうした点は まった く触 れ られて いない。外 国人の遵 法精 神 の薄 さのみ が問 題視

されているように見 える。
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つまり、この例 は、無意識 下のカテゴリー化 を保 持 したまま活 動 をする と、そ れを強化 し、固定

化 することにもなりかね ない とい うことを示 唆 してい るので はないだろうか。繰 り返 し強調 するが、

このカテゴ リー 化 は無 意識 の うちに行 われてお り、 ボランティアの側 に は何 の悪意 もないので あ

る。カテゴ リー とカテゴリー付 随活 動 との問の強 い結 びつ きをほ どくためには、日本 語教 室 で 「知

り合 う」だ けでな く、もっとお互いをより多面 的に捉 えることが で きるようなきっか けが必 要であ ろ

う。例 えば、日本 社会 の側 の問題 点 に気 付 くような機 会 を作 ってい くことも重 要 である。筆 者 が参

加 して いる地域 の日本語 教 室で は、外 国人差 別や女 性 差 別について学 んだ り、入管 法 につ いて考

えた りするセ ミナー やワークショップ を定期 的 に開いている。そ の教 室が地 域 の国際 交流 協会 が

支 援 して いるとい う恵 まれた環 境 にあるか らこそ 実現 で きて いるので あるが、こうした機 会 の重要

性 は、地 域 の 日本 語教 室 にかかわる人々にもっと認 識 され るべ きであ ろう。

調 査者 側の 厂モデル」

カテゴ リー 化 は被 調査 者 であるボ ランティアや 日系 ブラジル人学 習者 だ けが行 っているわけ で

は無 論 ない。調 査 者であ る筆者 自身もカテゴ リー化 をしつ つインタビューを行 い、相手 の発 話 やふ

るまい を解 釈 している。以下 では、筆 者 自身が 行って いたカテゴ リー化 を取 り上げ、それ を批 判的

に検 証 してみたい。

入管 法 の改正 において、日系 人 は 「日本人の血 を引 く入々」であるということで、他 の外 国人 とは

異 なる法 的地位 を与 えられ たことはす でに述べ たが 、「日本人の血 を引 く人々」とい うカテゴ リー に

はどのような一般 的 な想定や期 待 があ るのだろうか。

被 差 別部 落での 聞き取 り調査 を行って いる桜 井(2002)は 、インタビューを行 う際、調査 者 があ

る種 のモデ ルを持 って質 問をす ることが あることを指摘 してい る。桜 井の言 うモデ ルとは、カテゴ

リー化 の 一種 であ るが、カテゴ リーよりもより強 く抱 く調査 者側 の想 定であ る。そ して、実 は筆 者 自

身 も日系 ブラジル人 に対 するモ デルを持 って いたことがインタビューか ら明 らか になった。

M:ど うしてここに来 るようになった んです か?

K:べ んきょう一、もっと日本語 勉 強 したかったか ら

M:来 日ってい うか 、H本 に来 られ たのはいつ 一です か?

K:5年 前 。

M:5年 前 。あ、5年 前。

M:ブ ラジルで も日本語 を一ていうか、家 族で使 ってたんです か?

K:家 族 で使 ってないけど うん、ちょっとだけ一、ちょっとだけ一っていうか、カタカナ、ぐらい

他 の学 習 者 に質 問す るときに 「日本 語 を家 族 で使 っ ていたか」とい う質 問 をする ことはまず な
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い。つ まり、筆 者 が 「日系 ブラジル人」に対 し 「母 国で も日本 語 を使 ったり学 んだ りする機 会 が ある

人」というモデ ルを持 っていたことをこのや りとりは示 して いる。ところが 、筆 者 の期待 に反 してK

さんは 「家族 で使 ってない」と答 えている。では、続 くKさん の 「ちょっ とだけ一、ちょっ とだけ一って

い うか 、カタカナ ぐらい」とい う言葉 は、どう解 釈 され るだろうか。上記 のようなモ デルを持 ったま

まであれ ば、眠 さん は多 くの外 国 人 と同 じように日本 に来 る準 備 として 日本語 を勉 強 していた」で

は なく、「Kさんは 日系 ブ ラジル人であ るか ら、祖 国の言 葉 であ る日本 語 を勉 強 して いた(注15)」と

解釈 され る可能 性 があ るので はないだろうか。実 際、筆 者 はインタビュー 時、後者 のように解 釈 し

ていた記憶 が ある。

カテゴ リー化 の問題 を批判 しようとす る当の研 究者 自身もまた、カテゴ リー化 に囚 われうるの で

あ る。だか らこそ、研 究 者 も自分 の調 査 や分 析 を反省 し、常 に批判 的 な立 場で 自己検 証 を怠 らな

い姿 勢 が 必要 であ ろう。さらに言 えば、 「研 究 者」というカテゴリー その もの の見 直 しと新 たな立

場 の創造 が 必要 であ るか もしれ ない。研 究 とい う名 目で人々の実 践 の現場 に踏 み込 み、一方 的に

調査 を行 って立 ち去るの ではな く、彼 らの実 践 に貢献 で きるような研 究方 法 やあ り方 を常 に模 索

し、現 場 にフィー ドバ ックして い くことを目指 さなけれ ばな らないので はないだろうか。

今後の課題

本 節 では 日系 ブラジル人 とボ ランティアへ の インタビュー に見 られ るカテゴ リー 化 の分析 を通 じ

て、共生社 会 の実現 に向 けた第一 歩 としてそ の結 びつ きの解 体 を意識 的 に行 うことの必 要性 を主

張 した。そのためには、「ボランティアによるカテゴリー化」であげたや りとりが示 唆 しているように、

「知 り合 う」だ けで は不 十分 である。しか し、まず知 り合 うことが 必要 なの も確 かであ る。だか らこ

そ 地域 の 日本 語教 室 は 厂共 生社 会へ の入 りロ」にな りうるの である。入 り口を くぐった後、次 に どの

ような方 向へ進 んで いけばいい のか についてはまだ 明 らかで はない。しか し一方 で、近 年、地 域 の

日本語 教 室の活 動 は多様 化 してお り、ボランティアとして参加 す る地域 住民 も年 齢、職業や社 会 的

立場 、国籍 などが多 様化 してきている。組 織 として も、企業や 学校 な どに比べて ゆるやかで可 変 的

であ るため、さまざ まな人 々が 出会 う中で、新 たなカテ ゴリーがそ こか ら生 まれ る可能性 もある。

地域 の 日本語 教 室が 秘 めてい るこのダイナミクスが 、共 生社会 の実 現 の推 進力 になるために は、

野元(1996)が 指 摘す るように、地域 の 日本語 教 室の 「日本語 教育」の側面 だ けに焦 点 を当てるの

で はなく、「共 に出会 い、活動 を作 ってい く場 」とい う側 面 を大切 に してい く必 要が あるだろう。

〈独立行政法人通信総合研究所 専攻研究員〉
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ホスト住民の多文化共生に関わる意識

一 大阪府民に対するアンケート調査より一

9松尾 慎

調査の背景

1969年 以来 、増加 が続 いて いる日本 における外 国人 登 録者(注16)の68%は 「永 住者」、 「日本

人の配偶 者等」、 「定住者」とい う3つ の在留 資格 を持 つ人々によって占め られている(注17)。特 に、

1990年 の 「出入 国管 理 及び 難民 認定 法」改正 後は、 「定住者」の在留 資格 を持 つ ブラジル人が 増

加 してい ることはす でに触 れ られて いる通 りであ る。これ らの在 留資格 は就 労の制 限 もなく、後二

者 の在 留資格 の場 合、更 新 が比 較 的容 易で あるため、長期 的に 日本 に滞 在す る外 国籍 住民 が増 え

てい る。つ まり、外 国人登 録者 数 が増加 しているだけではな く、長期 的 日本 滞在者 が増 加 してい る

のであ る。そこで、課題 となるのがニ ューカマ ーであ る外 国籍 住 民 とそ のニューカマーを受 け入 れ

る住 民(注18)と の共 生 である。宮島(2003)に よれ ば 「個 々の外 国人の 内なる生活 で は、彼 らの維

持 したいとするアイデ ンティティと日本 社会 の同化 圧力 のぶつか り合 いが クリティカルな状 況 を生 ん

でい る例 は少 なくない」(注19)。さらに、宮 島は 「多文化化 とは、相 互 的 な文化変 容 とい う質的 な変化

なしには無意 味な過程 である」(注20)と述 べてい る。ニューカマーが一方 的に 自己を変容 させ て日本

社会 に適応 してい くの ではな く、ホス ト住 民 を含 めた 「相互 的 な文化 変容」が 求め られ る。そこで、

本稿 で は、ホスト住民 を対 象 に行 ったアンケ ート調 査 の結果 に基づ き、大 阪府 におけるホスト住民

の多文化 共生 に関わる意識 を明 らかに し、 「相 互的 な文化 変容」へ の可能性 を探 ってい きたい。

調査の概要

調 査方 法

本 研 究で は、留置 き式 のアンケー ト調査 を行 った。筆者 の知 人、大 阪大 学生 活協 同組合 、箕面

市 内の 公立小 学 校 等ヘ ァンケー トの配 布の依 頼 をした。で きるだけ、幅 広 い層 の住 民 か ら回答 を

得 るため、依 頼 する際、配 布 ガイ ドラインを渡 した。ガイ ドラインには 「できるだけ、男女の 割合 を

均 等 に、様々な年 齢 の方 に配布 して下さい。また、特 定の職 業、特 定の社 会 集 団に属 する方に偏 ら

ないようにご配慮 いただ ければ幸 いです」と記 した。
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調査 項 目

調 査項 目を選 定する上 で、大 阪市 と京都 市 が実 施 したアンケー ト調査 を参 考 にした(注21)。そ の

上で、本 調査 にお いて は、回答 者 になるべ く当事者 意識 を持 って答 えて もらえるような質 問を作 成

するように留 意 した。当事 者 意識 のない 回答 を求 めても、建 前 的 な回答 しか得 られ ない可能性 が

高い と考 えたか らであ る。調査 項 目は、大別 すると以下のようになる。

(1)個 人 的属性(性 別、年令、職業 、海外 在 住経 験 、日本語 以外 に話せ る言語 等)

(2)多 文化 共生 にかかわる現状 認 識(居 住 地の暮 らしや す さ、外 国 籍住 民 の納税 、

外 国人登 録 者数 の国籍 別順位 等)

(3)外 国籍住 民 との接触

(4)多 文化 共生 に向け ての行 動 とその意 識

(5)多 文化 共生 意識(外 国籍 住民 に対 する寛容 度、学 びたい言 語)

以上 の項 目に関 し、多 肢選 択式 を中心 としたアンケー トを作 成 した。また、ボランティア経 験 と

希望 に関 しては、自由回答 とした。

調査結果
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インフォーマン トの属性

インフォーマ ントは、大 阪府 に居住 する18歳 以 上の住 民、193名 である。国籍 は特 に問 わなかっ

たが 、結 果 として全 員が 日本人であ った。性 別 は女性 が121名 で男性 が72名 である。また、1919年

生 まれか ら1984生 まれ と幅 広 い年代 か ら回答が 寄せ られた。生年 の分 布 は(図1)の 通 りで、1940

年代 生 まれか ら1970年 代 生 まれが ほぼ 同 じ割 合 で分布 している。したが って、世代 ・年代 に偏 り

のないホス ト住 民 の意識 を知 ることが で きるも

の と考 える。

,・ インフオー マントが 居住 してい る市 町村 は、

大 阪府 下の44市 町村 のうち26市 町 に及 んだ。

10名 以 上 回答 が 寄 せ られ たの は、 大 阪 市47

名 ・松 原市28名 ・羽曳 野市18名 ・豊中市17名 ・

池 田市13名 ・堺市12名 の6市 であっ た。イン

フォーマントの職業(10名 以 上の もの)は 、会社

員60名 ・家事 専業34名 ・教 師20名 ・学 生12名 ・

1910192019301g401950196019701g80年 代 自営業11名 ・無職11名 であ る。

図1生 年の分布
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多文化 共生 に関わ る現状 認識

外 国人登 録者 数 は 国籍 で見 るとどのような順 番 になっ てい ると思 うか、1位 か ら3位 まで を記

述 して もらった。実 際 の割合 は大 阪 府の場 合、韓 国 ・朝 鮮籍74.3%、 中国籍(注22)14.5%、 ブラジ

ル籍2。5%、 フィリピン籍2.0%、 アメリカ籍1.0%、 ペ ルー籍0.5%、 その他 が5.2%で 、人 口の2%

以上 が外 国籍 住 民であ る(注23)。1位～3位 の回答 で一番多 かったのは、1位が 韓 国・朝鮮 で140名

(81.9%)、2位 が 中国で102名(62.6%)、3位 が ブラジルで38名(29.7%)と 現 実のlli頁位 と同様

な結果 が 出た。しか し、3位 のブラジルは29.7%の インフォーマントが 回答 した のみで、残 りは、ア

メリカ31名(24.2%)、 フィリピン26名(203%)と 続 いている。アメリカの場 合、1位とする回答 が

5名 、2位 とする回答が14名 に上 り、回答 の多 さが 目につ く。これ は、一般 市民 が抱 く外 国人像 が

反映 された結果 と言えるのではないだろうか。

外 国籍 住民 との接触

外 国籍 住 民 との接 触 に関 して、以下のような質 問をした。(1)の み 回答方 法 を添 えたが、(2)一

(5)も 回答方 法 は同様 であ る。

質 問Aあ なたと日本 在 住の外 国籍住 民 との関わ りに関 してお尋 ね します。

(1)あ なた の近所 に外 国籍住 民が 住 んで いますか 。

()住 んで いる → その方の国籍 は?

()住 んで いない()分 か らない

(2)職 場 、学 校、PTA.活 動 の場 などに外 国籍 住民 が いますか。

(3)道 で会 った らあいさつ を交 わす程 度 しかつ きあいがない外 国 籍住 民が い ます か。

(4)一 緒 に食事 をした り、遊 びに出か けた りする外 国籍 住 民 がい ますか。

(5)困 った ときに助 け合 う外 国籍 住民 が いますか 。

表1は 、 回答 の結 果であ る。(1)と(2)の 結 果 を見 ると、 「いる」と答 えてい る人はそ れぞれ51

名(27.0%)、64名(34.2%)で ある。外 国 籍 住民 の入 口 に占める割 合 が2%強 であ ることを考

えれ ば認知 度 が低 い とは言 い切 れ ない ものの、 「分 か らない」がそ れぞ れ72名(38.1%)、49名

(26.2%)と 多 く人 間関係 の希 薄 さの一端 が伺 える。これ は、対外 国籍 住 民 にのみいえる現 象 で

はなく、ホス ト住 民 同士 であって も、互いに無 関心 という傾 向 にあるの ではないだろうか 。外 国籍

住 民 とのより実 質 的な付 き合 いの指標 となる食事 等 を共 にする外 国籍住 民 の知 り合 いが い る人 は

44名(23.5%)、 困った ときに助 け合 う外 国籍 住民 が いる人 は28名(15.3%)と 、外 国籍住 民 と

密 な関係 を持 ってい るホス ト住 民 は少 ない。外 国人登 録 者数 の人 口に占める割合 を考 えれ ば、ホ
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いる いな い 分からない

(1)近所に住んでいる外国籍住民がいるか 51名(2ZO) 66名(34.9) 72名(38.1)

(2)職場、学校等に外 国籍住民がいるか 64名(34.2) 74名(39.6) 49名(26.2)

(3)あいさつだけする外国籍住民がいるか 31名(16.8) 137名(74.1) 17名(9.1)

(4)食 事等する外国籍住民がいるか 44名(23.5) 136名(72.7) 7名(3.7)

(5)困 ったときに助け合 う外 国籍住民がいるか 28名(15.3) 149名(8L4) 6名(3.3)

ス ト住 民 が外 国籍 住 民 との

交 際 を避 けて い る とは断 定

で きない。しか し、いず れ に

して も、一 般 的に ホス ト住 民

にとって外 国籍 住 民 は、身 近

な存 在 とは なって いない よう

表1外 国籍住民との接触(カッコ内の数値はパーセンテージ) である
。食事 等 を共 にする外

国籍 住 民 の中で もっとも多 いの は韓 国 ・朝鮮 籍 で16名 、続 いて中国11名(台 湾 は3名 で合 わせ れ

ば14名)、 アメリカ8名 であ った。困 った ときに助 け合 う外 国籍 住民 の 中でもっとも多い のは韓 国 ・

朝鮮 籍 で11名 、アメリカ5名 、中 国3名(台 湾 は1名 で合 わせ れ ば4名)で あった。韓 国 ・朝鮮 籍 の

場合、いわ ゆる 「在 日」韓 国 ・朝 鮮人であ る可能 性 があ るので、ニュー カマー の外 国籍 住 民 と付 き

合 いが あ るホス ト住 民 の割 合 はかな り低 いので はないだろうか。また、アメリカ人 が多 い一方 で、

ブ ラジル人 とフィリピン人を挙 げる人 は一人 もいなか った。この ことか ら、登 録 者 数3位 のブラジル

人コミュニティと4位 のフィリピン人コミュニティは、ホス ト住民 と隔絶 して存 在 してい る可 能性 が示

唆 された。

多文化 共 生意 識

以下の質 問B・Cは 、ホスト住 民の 生活 に影 響 をもた らす可能 性が あ る多文化共 生意 識 を質 問 し

た ものであ る。質 問B・Cは す で に述 べ た 「当事者 意 識」が 典 型的 に反映 されてい る質問 である。

質 問Bは 回答者 の税 負担 が増 加 してで も外 国籍住 民 に対 する行政 サ ー ビスの充 実 が 図られ るべ

きであ るかが 問 われ、質 問Cで は 自らの居 住環 境 で 「私 たち」では ない 「彼 ら」が増 加 することに

対 する意識 が 問われている。

質 問B負 担す る税 金が 少 し高 くなっ ても、行 政 は外 国籍 住 民 のため に 日本 語 を

学 ぶ 環境 を整 え、日本 語力 が十分 で はない外 国籍 の 子ど ものため、特別 な配慮 をするべ

きで あると思います か。(十分 な行財 政改:革が行 われ ることを前 提 に しています)

()そ う思 う()や や そ う思う()あ まりそ う思 わない()そ う思 わない

質 問Cあ なたは公 営の 団地に住 んで いるとします。最 近、外 国籍 住 民の 数が 増え

て きました。あなたの ところに、これ以上 外 国籍 住 民 を増 や さないように求 める署名 運 動

の紙 が まわって きました。あ なたは、署 名すると思います か。

()そ う思 う()や やそ う思 う()あ まりそ う思 わない()そ う思 わない

質 問Bで は外 国籍 住 民 と助 け合 う意識 が 問われ 、質 問Cで は棲 み合 う意 識が 問われてい る。質
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問Bは 、助 け合いで はなく、ホス ト住 民 の税の負 担が 一方的 に増 加 する印象 を与 えるが 、当然 、外

国籍 住 民 の税 の負担 も増 加 するのであ り、そ の配分 が外 国籍 住 民 に向 か うだ けであ る。公 的支

援 を必要 とする人 はホス ト住民 の 中にもいるの であ るか ら、これは助 け合 い と捉 えることがで きる

であ ろう。 図2と 図3は そ の結 果 を表 示 した もので ある。2つ の 質 問の結

果 は概 ね同 じようなもの となっ た。図2か らは、負 担 する税 金 が 高 くなっ

て も、行政 が外 国籍 住民 に対 して支 援す ることに関 し概 ね肯 定 的 である

ことが 分 かる。また、 図3を 見 る と、署 名に消 極 的な人の方が 多 いようで

ある。したが って、一見、外 国籍住 民 との助 け合 う意識 や棲 み合 う意識 は

高い といって もいい ように思 える。しか し、ここであえてそれ とは逆 の視 点

でこの結果 を見てみ たい。助 け合 う意識 に対 して、「そう思 う」と答 えた人 を

「助 け合 い全 面的 賛成 派」とし、「あまりそ う思 わない」・「そう思わ ない」と

答 えた人 を「助 け合 い否定 派」、「や やそ う思 う」の人 は 「助 け合 い消 極 的

賛成 派」とする。もし、この 「助 け合 い消極 的賛成 派 」の半 数 が市 政 選挙

などで 「助 け合 い否 定派 」候 補 に投 票す れ ば、結 果 として助 け合 いは実 現

しない。同様 に、棲 み合 う意 識 に関 して も、署 名するか どうか に対 して 「あ

まり(するとは)思 わない」(棲み合 い消 極 的賛成 派)人 が、周 りの雰 囲気や

何 らかの圧 力 に よって署 名 して しまえば、 外 国籍 住 民 は税 金 納 付 などの

義務 は 日本籍 住 民 と同様 に果 たしなが ら、団地 か ら 「外 国籍」とい う理 由

のみで排 斥 され ることになる。少 な くとも署 名 とい う具体 的行動 を伴 う行

為 に対 して 「署 名すると思 う」、「や や署 名すると思う」と回答 して いる人が

32.2%(57名)に 上 って いる事 実 を見 逃すことはで きないだ ろう。

図4は 、棲 み合 う意識 と外 国 籍住 民 との接 触(困 った ときに助 け合 う外

国籍 住 民が いるか)と の関係 をエ ラーバ ーとい う方法 で示 したものである。

縦 軸が2.6か ら4.0ま で 表示 されてい るが、1=そ う思う(署 名する)、2=

やや そう思 う、3=あ まりそ う思 わない、4=そ う思 わない(署 名 しない)で あ

る。横 軸の 「いる」、「い ない」の上 にそ れぞれ直 線 が分布 している。この直

線 は、困ったときに助 け合 う外 国籍 住 民が 「いる」人・「いない」人それぞ れ

の署 名 に対 する回答 の 平均 が、95%の 信 頼度 で表 されて いる。例 えば 「い

る」人 の場合、95%の 確 率で約3.2～3。8ま で に収 まることが 分 かる。 「い

る」と「い ない」の直線 は まった く重 なっていない。したが って、「い る」人と

「い ない」人で は、署 名す るか どうか に関 し、統 計 的 に有 意 に異 なる回答 を
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してい ることになる。 「いる」人の値 の方が大 きいので、困 ったときに助 け合 う外 国籍住 民が 「いる」

人 は 「いない」人 よりも、外 国籍 住 民 の数 を制 限する署 名用紙 に署 名する割合 が 低 いことが明 らか

になった。つ まり、日常 的に外 国籍 住民 と密 な関係 を保 っている人 は、外 国籍 住民 が生 活半 径 に

入ってくることに対 して肯定 的 な反 応 をして いるということになる。助 け合 いが棲 み合 う意識 を高

め、棲 み合 う意 識が 助 け合 いにつ なが ってい くという相 互的 関係 が 明 らか になった と言えよう。

質 問Dは 、外 国籍 住民 の習慣 に対 する寛 容 性 を質 問 した ものであ り、ブラジル人 としての習 慣

が 日本 の学 校 の規則 と照 らし合 わせ て許容 され ると考 えるかが 問われて いる。図5は その結 果で

あ る。

質問Dブ ラジルで は赤 ちゃんの 頃か らピアスをする女 の子 が多 いです。ブラジル

人の子 どもが ピアスをつ けて 日本 の 学校 に入学 してきました。先 生 は、 「学 校 の規 則 にし

たが って、ピアスをはず して下 さい」と言 いました。あなたは先生 の考 え方に賛成 します か。

()賛 成 する()や や賛 成する()あ まり賛成 しない()賛 成 しない

賛 成す るか ら賛 成 しないまでの 分布 は ほぼ均 等 で あ り、 意 見 が 分 かれ

1た 。つまり「郷 に入 れ ば郷 に従 え」派 が 半 数 を占めたこ とになる。ブラジル

騾'で は女 の子 にピアスをつけてあ げるの は家族 としての 愛情 を象徴 的 に示 す

行為 である。ピアスが学 校 の規 則 で禁止 されているの は、合 理 的 な理 由 に

よるとい うよりは 「規 則 だか ら」・「秩 序 を守るため」・「日本 人生徒 と『平 等』

に扱 うため」であろう。一般 的 なホス ト住 民が ブラジル人の女の子 が赤 ちゃ

んの 頃か らピアスをつ けてい る理 由を知 っているとは考 えにくい。しか し、

そこには必ず何 らか の理 由があ るので はないか と考 える想 像 力が 多文化 共

図5外 国籍住民の習慣に 生 には必 要で はないだろうか
。想 像 力 は、なにも外 国籍 住 民 との共 生 にの対する寛容性

み必 要 とされ ることではな く、高齢 者、障害者 との共 生 に関 しても求 め られ

る。想像 力 を持つ こ とな く「相 互 的変 容」を果 たすことは困難 で あろう。ま

た、半数 の人々か ら、支 持 を受 けることな く、ピアスをつ けて登 校 するの は

その子 どもに とって大変 な心 理 的負担 になるだろうし、ピアスの問 題が い じ

め につながる可 能性 も忘 れてはならない。

質問Eで は、敬 語 に対 する規 範意 識 を知 るために、外 国 籍住 民 が尊 敬

語 ・謙 譲語 を使用 するべ きか どうか を質問 した。

質 問Eあ なた の家 の近 所 に留 学 生 が 住 んでい ます。 そ の

留学 生 は、道 で会 えば、必ず笑 顔 であいさつ をしてくる感 じの良い

人で す。そ の留学 生 は、「です」や 「ます」などの丁 寧 語 は使 います

図6敬 語使用に対する規範意識
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が、尊 敬語 や謙 譲 語(「い らっしゃい ます」や 厂まい ります」など)は ほ とんど使 いませ ん。そ

の留 学生 は 「尊敬 語 や謙 譲語 は人 間を目上 、目下に分 け てしまいます。尊敬 語 や謙譲 語 を

使 わなくて も心 をこめて話 せ ば気 持 ちは伝 わるはずです」と考 えてい ます。あ なた は、この

留学 生が 日本 で生活 する上で、尊 敬語 や謙 譲 語 を使 うべ きだと思います か。

()そ う思 う()や や そ う思う()あ まりそう思わ ない()そ う思 わ ない

図6は 、敬語 に対 する規 範意 識 の結果であ る。 「やや思 う」がか なり多 く、カイ2乗 検 定 の結果 も

有 意 にな り(漸近有 意確 率0.0%・ カイ2乗 値35。995・ 自由度3)、 回答 にば らつ きが あることが明

らか になった。しかし、回答結 果 を 「そ う思 う」・「ややそ う思う」と厂あまりそ う思 わない」・「そ う思

わない」に2分 すると、後 者 が44.9%(84名)に 上る。この結 果 に関 しても、2つ の見方 をす ること

が で きるだ ろう。一 つは、過 半 数 を超 えるホス ト住民 が外 国籍住 民 に対 して尊敬 語 ・謙譲 語の 使

用 を求めて いることか ら、「外 国 籍住 民 は丁寧 語 に加 えて尊敬 語 ・謙譲 語 を含め た敬 語 を習得 し

運 用するべ きである」という同化 主義 的 な見 方 である。もう一つ は、半数 近 くのホス ト住 民 が尊 敬

語 ・謙 譲 語 の使 用を外 国籍 住 民 に求めて いないことか ら、「外 国 籍住 民 に対 し、敬 語 使 用を押 し

付 けず多文化 共 生社会 にお ける敬 語 使 用のあ り方 を見直 していこう」とい う見 方 である。現在 の 日

本 に 厂です」・「ます」などの丁寧 語 を使 い、道で 会 えば必ず 笑顔 で挨 拶 してくる日本人 が どれ だけ

いるだろうか。そんな留学 生 に対 して、過 半 数 を超 えるホス ト住 民 が尊 敬語 ・謙譲 語 の使 用 を強

いることは、外 国籍 住 民 に 「郷 に入 れ ば郷 に従 え」を押 し付 け、使 用 しない外 国籍 住民 を日本 社

会か ら排 除 することに他 ならない。しか も、尊敬 語 ・謙 譲語 を「正 しく」使 うことの強制 は多 くの ホ

スト住 民 自身をも疎外す る行為である。

岡崎(1994)は 、 「異言 語 の話 者 同士 が 同一コミュ ニティの住 民 として共 生 して い くために、あ

る言語 につ いてそ のような共 生に適 した運用 を作 り出し、共生 言語 として形成 してい く過 程」(注24>

を 「言 語 内共 生化」と呼んでい る。本稿 は、外 国籍 住 民 に対 して尊敬 語 ・謙譲 語 を含 めた敬 語 使

用 を求 めるか 否か を論 じることを目的 とは していないが 、多文化 共 生社 会の実 現 に向け、敬 語 使

用のあ り方 は、言語 内共 生化 の観 点か ら問わ れるべ き重 要 なテーマであ ろう。

まとめと今後の課題

本 稿 で は、アンケー ト調 査 の結 果すべ てを提 示 することが で きなか った が、ホス ト住 民 の多文

化共 生意 識 の一端 を知 ることはできた と思 う。

外 国 人登 録 者 と外 国籍 住 民が 日本 の総 人 口に占める割合 が ともに増加 して いるにもか かわ ら

ず、外 国籍 住 民 はホス ト住 民 にとって身近 な存 在 になっていない ことが、 「多文化 共 生 に関 わる現
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状認識」と「外国籍住民との接触」で明らかになった。また、「多文化共生意識」で明らかになった

ことを大まかにまとめれば、ホスト住民は「郷に入れば郷に従え」を前提に外国籍住民の受け入れ

を是認しているということである。「郷に入れば郷に従え」を約半数のホスト住民が求めているこ

とは、外国籍住民の習慣に対する寛容性と敬語使用に対する規範意識に関する質問の回答から

明らかになった。一方、外国籍住民の受け入れに関しては、助け合う意識と棲み合う意識を問うた

質問の結果を見ると概ね好意的であるようだ。ただし、助け合う意識の指標として質問に挙げた

日本語の学習環境を整えることが、外国籍住民の同化を目指したものであっては、「相互的な文

化変容」からは程遠い。ホスト住民と外国籍住民との接触場面が増加することで摩擦が生じ、消

極的多文化共生派が「否定派」に転じるのか、それとも助け合う意識、棲み合う意識が高まってい

くのであろうか。それが接触の質に拠るのは、外国籍住民と助け合っているホスト住民は棲み合

う意識が高いことを示した図4の 結果からも予想されるところである。ホスト住民の多文化共生

意識は今のところ、厂相互的な文化変容」を機軸としているよりは、自「文化」中心の意識が強い。

「相互的な文化変容」は容易な道のりではないだろうが、外国籍住民が増加の一途を見せている

現在、火急の課題である。今後は、さらにアンケート結果の分析、考察を深めるとともにとともに、

多文化共生社会の実現のために具体的にどのような貢献をすることができるのかを考え、かつ実

行していきたい。

〈東海大学文学院日本語文学系(台湾)助理教授〉
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日系ブラジル人をめぐる国会での答弁

山下 仁

本研究の目的と意義

本節(注25>で は、日系 ブラジル人問 題 に関する国会 で の答弁 を取 り上 げ、日本 における日系 ブラ

ジル人 に対 す る国 レベルで の取 り組み について考 察することを目的 とする。あ らか じめ結 論 めいた

ことを先 取 りするならば、日系 ブラジル人に関する国会 での議 論 を追 って明 らか になったの は、 日

本人 とは誰 か、人権 とは何 か、そ して共 生社 会 に とって必 要 なの は何 か といった基 本 的 な問題 に

対 する再 考の 必要性 であ る。

は じめに、国会 で の答 弁 を取 り扱 う意義 について考 えてお きたい。第一 に日本 の社会 言 語学 で

は、 日常会話 や マス メディアのテキス トについての調査 や分析 は数 多 く存 在 するが、 国会 の答 弁

についての研 究 はあ まり見 受 け られ ない。ところが、ドイツをは じめ とす るヨー ロッパや アメリカで

は、政 治家の談 話や議 会 での答 弁の研 究 は広 く行 われている(注26)。そこで、本 節で は西 欧 で注 目

されて いるクリティカル ・ディス コース ・アナ リシス とい う方 法 を手 がか りにして 日本 の国会 での答

弁をとらえてみ る(注27)。具体 的 には、そ の代 表 的 な研 究者T.vanDijkの 研 究成 果であ る「否定

のス トラテ ジー」に相 当するものが 日本 の 国会 にお ける談話 にも見 いだすことが で きるか、という問

いか ら出立する(注28)。 国会 での答 弁 を対 象 とすること自体 、 日本 の社 会言 語 学 では新 たな試み

と言えるため、そこにひとつの意 義が見 いだせよう。

次 に、これまで の 日系 ブラジル人 に関す る文 献 では、1990年6月2日 に出入 国管 理 及び 難 民認

定 法(以 下 厂入管 法」と略す)が 改正 されたことで多 くの日系人 が合 法 的に来 日し、就 労 することが

可 能 になったことが 記述 され 、それが研 究 の前 提 となっている。しか し、なぜ この法 律 が改 正 され

たのか、またその際 どの ような議 論が なされたの か という問題 については十分検 討 されて いないよ

うだ。そ もそも法律 というもの はアプリオリに存 在 するもので はな く、あ る社 会 のその 時々の事 情

や状 況の変化 によって形成 され 、あるいは改正 されてい くものである。そ れゆえ入 管法 改正 に関す

る国会 での答 弁 を取 り上 げることによって、逆 にそ の事情 が より鮮 明 になると想定 で きる。国 会で

の答 弁 につ いての研 究 には、これまでの 日系 ブ ラジル人 に関する研 究 に欠 けていた前提 の検 討 と

い う意義 もあ ると思われ る。

203



さらに、社 会言 語 学 が 「学 問のため の学 問 」とい う態 度 を脱皮 し、「インターフェイスの人文 学」

として社会 と学 問の橋 渡 しをしようとす るならば、国 会で の答 弁 の研 究 はそのため のい くつかの新

たな題材 を提 供 してくれ る。政 治 の場 で用 い られ る言 語 と日常言 語 、言 語 学 的観 点か ら見 た 国会

での 答弁 の特 徴 、あ るいは もっとおお ざっ ぱに政 治 と社会 言 語学 の関 連 など、さまざ まな研 究 対

象が 浮上する。無 論 、それ らにふ さわ しい方法 論 につ いて も考察 しなけれ ばな らないが 、少 な くと

も実生 活 と結 びついた広 い意 味での政 治 と学 問のあ り方について考 えるきっか けにはなるだろう。

す なわち、新 たな研 究対 象 の開拓 とい う点 にも、国 会で の答弁 を研 究する意義 を認 めることが で

きるのである。

国会での答弁の形式と入管法の特徴

具 体 的な検 討 に入 る前 に、国会 で答 弁が なされ る形式 について簡単 に説明 してお きたい(注29)。

言 うまで もな く、国 会は衆 議 院 と参議 院 で構成 され、それぞ れ にい くつか の委 員会 と本 会議 が あ

る。ここで取 り上げ る入管 法 につ いては予算 委員 会や外 務 委員 会な どで も議論 され るが、実 質 的

な審議 は法 務 委員会 でなされ る。まず、両 院 で国務 大 臣か ら法 案 についての説明 があ り、衆 議 院

の法務 委 員会 で審 議 され 、その本 会議 で採 決 され ると参 議院 の法 務 委員会 で 審議 され る。その

本 会議 で採決 され ると法 案が 成立 する。委 員会で の審議 は主 に国会議 員 と政 府委 員(官 僚)も しく

は大 臣 との 質疑 応 答 という形で 進 み、最 終審 議 の前 に外 部の 識 者で ある参 考人が 呼 ばれ質疑 が

なされ る。国会 での答 弁 の特 徴を考える上で は、この流れ も重要 なポイントとなる。

次 に、1990年 に改 正 された入管法 について記 しておこう。これ につ いて は1989年5月17日 の参

議 院の予 算委 員会で、当時 の国務大 臣高 辻正 己が 次の ように述べ てい る(注30)。 「その(入 管 法改

正の)主 な内容 としては、一つ には外 国 人の在留 資格 の拡 充整 理、二つには入国 審査 基 準 の明確

化 と入 国審査 手 続 の簡易 迅 速化 のための 規 定の新 設、さらには不 法就 労 を行 う外 国 人にかか わ

る雇用 主やブ ローカー に対 するところの処 罰規 定の新 設 数等 を盛 り込 んでお ります。」

この中の 「外 国人の在 留資 格 の拡 充 整理 」にともない、「日本人の子 として出生 した ものの実子

(_)に 係 るもの」や 「日本人の配偶 者 等 の在留 資格 をもって在 留するもの 似 下 略)」(注31)として 日

系 人の在 留が 認 め られ ることになった。その背 景 には、1985年 以 降 「バ ブル時の好 況 によって、特

に中小 企業 を中心 とする3K(汚 い、きつ い、危 険)職 種 での深 刻な人手不足」(注32)とな り、「不法

就 労 を行 う外 国 人」が増 大 したことが あった。他 方、日本 は移民 国で はないので外 国 人には単 純

労 働 の就労 を認 め ない という政府(法 務 省)の 建前 があ った。そのため、そ うした外 国人の入 国 を

厳 しくし、その代 わ りに日本 人の血 をもつ 日系人 という外 国人 及びその家 族 だけ に在留 資格 を与え
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るというのが この改 正案 であった。つ まり、政府 の建 前 を崩 さぬ まま、深 刻 な人手不足 の問題 を解

決するための苦 肉の 策が 、言 うなれ ば 日本 人で も外 国人で もあ る日系人の 受 け入れ だった のであ

る。

政 府 の基 本方針 を保 持 しつ つ法案 を成立 させ るために国会 で はさまざまなス トラテ ジーが用 い

られた。本 稿 で は、そ のい くつ か を模索 するが、方 法 論上 「人種 差 別 否定 のス トラテジー」とい う

vanDijkの 見解 を手 がか りにする。vanD鰤kは 、オ ランダや オース トリア、アメリカにおける人種 差

別 の談話 を、日常会 話、新 聞雑 誌 、議 会 など、さまざまなジャンルで書か れた り話 され た りした具

体 的 なデータをもとにして分析 し、 「今 日の人種 差 別 の本 質 的特 徴 の ひとつ は、そ の否定 である。

それ は、 『私 は黒 人 に対 して何 の偏見 もない。しか し… 』とい うよく知 られた言 い回 しの 中に典

型 的 に表 れて いる」(注33)と述 べ てい る。彼 はその 否定 のス トラテジー を、 「行為 の否 定、(そんな

ことして いない)、 意 図の 否定 、(意 図 的にや ったの ではない)、 もくろみ の否定、(そんなつ もりで

や ったのではない)、目的の否 定、(そのためにやった のではない)、といった タイプに分 け、その他、

「肯 定 的な 自己描 写」「反 撃」「非難 」「転 嫁」などのス トラテジー を挙 げる。以下 で は、まず この人

種 差 別 の否定 に対 応す るス トラテ ジー に相 当するものが 日本 の国会 の議 論 にも見 いだせ るか どう

か を検 討 してみたい。

日本の国会で用いられるストラテジー

日本 の国会 での答 弁 をみてみ ると、vanDijkが 示 したような直 接 的な否定 のス トラテジーはあま

り見 受 けられ ない。以 下の佐々木知 子 の質 問が、かろうじてこれ に相 当するだろうか。

来 日外 国人 イコール犯 罪 者で はもちろん ないわ けで、平穏 に 日本 で まじめ に働 いている

人 たちもたくさんい るわけで 夷 そ うい う人たちを外 国 人だか らということで排 除 するので

は なくて、ある意 味 では 日本 人 同様 に彼 らもまた地域 住 民である としてやは り扱 わ なけれ

ば いけ ない のでは ないか。でなけれ ば、また彼 らの聞か ら出 なくて もいい犯 罪が 出てくる

おそれ だってあ るだろうと。(140808-154参 一決算 一1)

ここで は、「外 国 人イコール犯 罪 者 ではない」と否 定 してお きなが ら、「彼 ら」を 「日本人 同様」に

扱 わ ないと、「また」、「彼 らの問か ら」「犯 罪 が でてくる」とい う危 惧 が表 明 されてお り、「外 国人 イ

コール 潜在 的 な犯 罪 者」とい う考 え方が見て取 れ る。さらにこの発 言 か らは に れまで 日本 で は外

国人 は排 除 されてお り、日本 人同様 の地域 住 民 として扱 われてはいない」という外 国人差 別 の事実

が 前 提 となっていることも読 み とれる。このように、発 言の背後 にある前 提 を捉 えてい くのが クリ

ティカル ・ディス コース ・アナ リシス(以 下、「CDA}と 略す)の 醍 醐 味なの だが、筆者 が見 た資 料か
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らは、この分析 を必要 とす る答 弁 はあま り多 く見いだせ なか った。む しろ、厂日本 では 『談 話』など

の行 間に潜 むイデ オロギー(広 義)を 摘 出するまで もな く、そ れ らが 公 然 と言 動 に表明 されているこ

と、しか も反 動性 が露 骨な ものさえあ ること、これを思 えば 『CDA』 以前 といえまいか。ふつ うの批

判 と克 服 が緊 要なの ではあるまいか」とい う仲 子義 人の指摘 に首 肯せ ざるを得 なか った(注34)。

上で引用 した発 言 は議 員の質 問だったが、入管 法 をめ ぐる議 論 においては、議員の 質問 に対 す

る政府 委員の 答えの 中に 「ふつ うの 批判 」か ら典 型的 な言い 回しを見 いだすことが で きる。そ の代

表 は、 「外 国人 に も単 純労 働 を認 めては どうか」、 という質 問に対 する 「国民 的 コンセ ンサスが 得

られて いない点 もあるので、なお多 角的 な角度か らご指 摘 の点 も含 め まして慎 重 に検 討 してまいる

所 存で あります」(011005-116参 一本)と いった答 弁で ある。推 察 の域 を出 ないが 、この 「慎 重に検

討」とい うの は、日本 の国会 で は 「検 討 の余 地 はない」、「もはや取 り扱 うことはない」問題 につ い

て発 せ られ る表現 の ようであ る。周知 の通 り、これに類 する表 現 として 「鋭 意努 力す る所 存 であ り

ます」とか 「鋭 意検 討いた します」というものもある。 「鋭 意 」の方が 「慎 重」よりも努力 した り検 討

す る可 能 性 は高そ うだが、それで も多寡 が知 れてい る。これ らは表 面的 には質 問に対す る非 常 に

丁 寧 な言 葉 遣いであ るにもかかわ らず、実質 的 には消極 的 な対 応 を表 してい るため 、質問 を無 効

にする機 能 をもつ 「慇 懃無 礼 」のス トラテジーと言 えるだろう。

さらに、質 問の 中に何 らかの 「仮 定」が ある場 合、 「それ は仮 定の話 であ るため、答 えられませ

ん」(011026-116参 一予 一5)、あ るい は何か はっきりしない概念 が ある場合、 「いったい何か という

ことについて明確 な概念 と申します か定義 を持 ってい るわ けではございませ ん」(030418-120一 衆

地 方 行政 一10)といった、 「はぐらか し」のス トラテジーも用 い られ る。

また、vanD取 の研 究 で示 され た 「反 撃」も見いだせる。この 「反 撃」とは人種 差 別主義 者 が 「私

達 は人種 差 別主 義 者 で はない。彼 らこそ真 の人種 差 別 主義 者 だ」とい うものであ る。 日本 の 国

会 で もこれ に類似 した もの が見いだせ る。た とえば 「警 察官 の差 別捜 査 」や 「アジアとか そうい う

国 々の労働 者 に対 する差別 と偏見 」な どの微 妙 な問題 について質問 した後 「処罰 の施行 期 日を延

ばす と言 う考 えはない か」と尋 ね、 「入官 行政 の排他 性 と排 外 主 義」について語 った清 水澄 子 に対

して、時 の法務 省の審 議 官は 「罰則 だ け取 り上 げ られ まして問題 だ とお っしゃるの は、私、立案 者

の一人 といたしまして は非 常 に偏 ったご意 見ではなか ろうか と私 は思うわけで ございます」と述 べ

る。これ に対 して、清水 は 「私 は絶 対偏 ってい ない と思います。(略)私 に対 して偏見 とお っしゃる

の はお返 ししておきたい と思います」とやや感 情 的 に語 ることになるのだが、そ の前 の審 議官の発

言が 「反 撃」に近 い(011207・116参 一法 一3)。

以 上 のス トラテ ジー は、あ る議 員の質 問 に対 する具体 的 な発 話 か ら観 察で きる 「CDA以 前 の」

例であ るが 、これ以 外 にも、より構造 的 と言 えそうなス トラテジーが ある。端 的にいえば、そ れは外
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部 か ら呼んだ参 考人の発 言 に対 する反 応 の問題 である。た とえ参 考人が貴 重 な意見 を述べ ても、

そ れ らはほとん ど考慮 され ぬ まま法 案が 可決 されて しまう。ただ、1989年 度の入管法 の場 合、参 考

人の選 択 に関 して衆 議 院 と参 議 院で 大 きな差 があった。この ときの衆 議 院の 参考人 は、た とえば

単 純労働 の認 可 に関して4人 が4人 とも政府 の案 を評価 してお り、何 のための参 考人 なのかわか ら

ず、参 考人の制度そ のものが 完全 に形骸 化 されていた感が ある。それ に比べ ると1989年12月5日

に開か れた参 議 院法務 委員会 には参 考人 として花見 忠 、田中宏、ゲ プハル ト・ヒールシャー、そ し

て江橋 崇 が呼 ばれており、それぞれ が傾 聴 に値す る発言 をしている。その内容 は、その後 お よそ15

年たった2003年 現 在 で さえ新 鮮 である(注35)。

たとえば、1990年 の改 正 では、結局上で述 べ た 「雇 用者 罰則制 」が導 入され た。その後97年 に

は 「集 団密航 罪」、「不法 入 国援 助 罪」、 「不法 入 国者蔵 匿 ・隠匿 罪」を導入 し、99年 の入管 法の

改定 で は 「不法 滞在 罪(在 留 罪)」を新設 した。さらに2001年 には、フー リガ ン対 策外 国 人犯 罪対

策 を目的 に 「上 陸拒 否事 由や退 去強 制事 由 を拡大 整 備」した(注36)。これ らの取 り締 りや 罰則 が何

度 も導入 されてい ることは、逆 に、これ らの取 り締 りや罰則 で は何 の問題解 決 に もならないことを

示 してい るともいえる。これ につ いて田中宏 は1989年 の段 階で 「不法 就 労 を取 り締 まって強制 送

還す れ ばなん とかなるのではないか とい う考 え方 が先 行す るわ けです けれ ども、おのず とそ れ に

は限界 がある。(略)あ る意 味では こうい う状 態 が続 くことが、避 け られ ない現実 になってきてい る

ということを認識 する必 要が ある翠 ろう」と的確 に述べ てい る。

また、2003年 に出され た人権 に関する論 文の 中で村 下博 は、「ニューカマーが 日本 で働 きだ し

てか ら約20年 を経 過 しようとしている。この間の外 国人労 働 者 の就 労 実 態 の特 徴 は次 の点 にあ

る。①3K労 働 であ ること、② 日本人労 働 者 の就 きたが らない職種 ・雇用 形態 であること、③ 日本

人労働 者 に比べて低 賃金 であること、④ 製造 業 、建 設 ・土 木業 、飲 食業 、風俗 営 業 などに集 中し

ていること、⑤ 下請 など企業 規模 が小 さい ことなどであ る。このような特 徴 は現 在 に至って も変化

す ることはない」(注37)と記 している。これ に関 して も、田中宏 は 「私 の知 る限り、労 働関係 法 を活用

してその 実態 な りそこにお ける労 働 関係法 規の 執行 が、十分 フォローされ るとい う実 態 になってい

ないとい うことが 、やは り大 きな問題 だ と思うんですね 。今 回の法改 正 はその ことには一 切触 れて

いない。政 府 には、残 念 なが ら外 国人の人権 に関 する認識 、あ るい は外 国人労 働 者の人 権 に関す

る認 識 に大 変不十 分 な点が あるというふうに私 は思います」と言及 し、日本 政 府 に対 して外 国人労

働 者 の人権 につ いての認識 を改 めるよう力 説する。

さらに、この答 弁 か ら12年 たった2001年10月19日 には 「「地 域 共生 」についての浜松 宣言 及び

提 言』が、そ して2002年11月17日 には 『外 国人集住 都市 東 京会議 にお ける14都 市 共 同アピール』

が外 国 入集住 都 市会議 か ら出された(注38)。 ここで はその 内容 に触 れ ることが で きないが、 これ
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は国の政 策 によって定住 することになったニ ューカマー を受 け入 れ、そのケア及 び支援 を行 って き

た地方 自治 体 の声 明 である。ハ タノが取 り上 げた滋 賀県 の現 状 もその一 例 だが、これ らは国 レベ

ルの政 策 のしわよせ が地方 自治体 に及 んで しまって いることの証 左 として理 解することがで きる。

これ につ いて江 橋崇 は1989年 の段 階 で 「外 国人 が 日本 に入 って きます とどうして も住み分 けとい

う現 象 がお きます。(略)住 み分 けが 起 こる以 上、日本 の どこか の地方 自治体 に集 中的 にこうい う

外 国人管 理の問題 、外 国人処 遇 の問題 が登 場 してくるということはやむ を得 ない ことになるんだ と

思 います。そこにしわが よらないような形 の政 策 を展 開 していた だかな けれ ばいけ ない」と警 告 し

ていた。

田中 と江橋 の発言 は、どれ もが2003年 現 在 なお アクチュア リティー を失 って いないほ ど重 要な

指摘 であ った。それ にもかか わらず、せ っか くの意見 が 委員会 を構 成する委員の耳 に届 かぬ まま法

案 は可決 され た。やや うが った解釈 をするならば、おそ らく日本で は、国会 の審議 の客 観 性 を示 す

一種 の 「ア リバ イ」として参考人 が国 会 に呼 ばれてい るとも想 定 で きる。とはいえ、た とえ形 骸化 さ

れ た 「アリバ イ」であった として も、政 府 の見解 に左 右 され ない自分 の意見 を開陳す ることは重 要

だ と思う。

さて1989年 の審 議 に戻 るな らば、ここで特 筆すべ きは、この年 の法 務委 員会 では 「日系 人」の

問 題が まった く議論 されなか ったという事 実で ある。同年 、外務 委 員会 などで は 「日系 人」につい

て議論 されてい るため(011109-116参 一外 一1)、この 問題が 顕在 化 されていなか ったはず はない。

そ れ にもかか わらず、法 務委 員会 で まったく議 論 されて いないとい うことは、 どのように解 釈す る

べ きで あろうか。さまざまな憶 測 が 可能 だが、少 なくともこの問題 は事 実 上 「黙 殺 」され たのであ

る。この 「黙 殺 」とい うストラテ ジー もまた 「慇 懃 無礼 」同様 、日本 の国会独 特 の方策 なのか も知れ

ない。

最後 に、国会 か ら読 み とれ る日系 ブラジル人をとりまく日本 社会 の諸 問題 につ いて記そ う。

日系ブラジル人をとりまく日本社会の諸問題

日系 人 をとりまく日本 政 府 の取 り組 みの問題 については、入管 法 改 正か ら約2年 たった1992年

4月14日 に開催 された参 議 院の外 務 委員 会で 堂本 暁子 が答 弁 を行ってお り、そこにその 問題 が ま

とめ られて いる。そ こで、ここではそ の一部 を紹 介する(040414-123参 一外 務 一4)。

堂本 はまず外 国 人労働 者、特 に不 法 労働 者 か らも税 金 を受 け取って いることを当時 の大 蔵 省

に確 認 した後 、「権 利 と義 務 があ るわけで すけ れ ども、義 務 だ けを日本 ではそ うい う形で税 金 は

払 う、しか し何 ら社会 的 な権 利 は得 られ ない状 況で何 十万 とい う方が い らっ しゃる、こういうこと
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は大 変 問題 だ と思います」と述 べ る。つ づ いて 日系 人の数 や在 留地 などを確 認 した後 、 日系 人が

「あくまで も外 国 人」であ るけれ ども「日本人 とのつなが り」を考 慮 したため、他 の外 国人 には与 え

なか った定 住権 を日系 人 だけ に与えた とい う事 情 をその時 の法務 省の審 議 官か ら聞 き出す。そ の

観点 か ら、日系人 と厂ほかの外 国 人との 問の差別 」では ないか と問いただ し、次の ようにこの問題

を整 理 する。 「労 働 者の場 合 も、建 前 は受け入 れ ない。しか し、実際 十五 万人 とも二十万人 とも推

定 され る単 純 労働 者 が現 実 にいる。これ も建 前 と現 実 の問 に乖 離 があ るわ けです。今度 もまた、

日系 人 を定 住 させ るとい うことで、労 働 者 としては入 れていない とおっ しゃる。しか し、(略)労 働

者 で はない ということはお っしゃいます けれ ども、これ はまた建前 は、定住 であ る。しか し実質 は

労働 である。しか も、単 純労 働 を他 の国 に認 めてい ないか ら そういった人 たちが単 純労 働 を今

や担 っているわけで す。」

さらに、国際化 され た時代 に必要 なのは 「国民が 同 じルーツであ るべ きだ」という認識 と決 別す

ることだ というドイッの トレンハル ト教 授 の言 葉 をひきなが ら、 「労 働 事情 か らだけ では なく時 代

の本 質か ら外 国人の就 労、国籍 、人権 をとらえ直すべ きで はないか。そ うい う視点 か らいたします

と、今、余 りにも建蘭 と実態 とが かけ離 れて いる日本 の状 況 が、不 法 といわれ る外 国人労 働者、日

系 人 と言 われ るこうい う方 たち、そういった方 たちの中に非常 に大 きく出て きて いると思います」と

発言 す る。最後 に、単純 労働 者 の受 け入 れ 問題で 議論 を戦 わせ た(注3g)法 務省 と労 働省 との見 解

の違 いを浮 き彫 りに して 「私 は きょう日系 人の ことを問題 に しましたが、これは外 国人 労働 者全 部

の問題 だと思ってい ます」とまとめる。

単 純 労 働 者不足 を補 うた め、「日本 人 とのつ なが りのあ る」日系 人 に特 別 な定住 権 を与えなが

ら、それ以外 は何 の権 利 も与えず、あ とは地 方 自治体やNGO/NPOに まかせっきりにいていると

い う国 レベルで の対 応が 国会 での答 弁 か ら明 らか になった。この研 究 により官僚 のス トラテジー

ばか りでな く、堂本 の ような見事 な答 弁 の仕方 があ ることも確 認 で きた。それ にして も、日系 人 と

日本人の差 はい った い何 なの か。憲 法が保 障する基 本 的人権 は日系入 には与 えられない のか。日

本人 と日系 人 はこのままのか たちで共 生 してい くことが で きるのだろうか。むろん 「日系 人」は 「外

国人 」と置 き換 えることがで きるだろうが、これ らの 疑問 に対 して、研 究者 は どのように、そ してど

ん な答 えを示 すべ きなのか 。また、社会 言語 学 はこれに対 して何 が で きるの か。今 後 さまざまな活

動 を通 して、これ らにつ いて自分 なりに考 えていきたい と思 う。

〈大阪大学言語文化部 助教授〉
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1本 章で は、紙 数の都 合 により引用文 献は最 小 限に とどめざるを得 なか った。

2.本 章 で扱 う「日系ブラジル人」には、「日本人の孫 」としての 日系 人ばか りでな く、「その配偶 者」など、血統 的 な意 味で のいわゆる

非 日系 人も含 まれ る。

3本 来な らば 「多文化 ・多 民族 共生 」について も概 念上の議 論 があってしか るべ きだが、ここではその議 論 を省 略する。

4http://www.moj,gojp/PRESS/030530-1/030530-1.html参 照 。

5「 在留外 国人 統計 』は昭和34年 か ら昭和49年 まで は5年 ごとに出版 されていた。昭和50年 代 は発 行 されてお らず、第五 回以 降、

昭和60年 か らは隔年 で発行 されるようになった。更 に平成7年 か らは毎 年発 行されている。第 一回の昭和34年 のデ ータでは、ブラジル国籍 者

数 は 「そ の他」の枠 に含 まれていたため 、ブラジル人のみ の外 国人登 録 者数 を明らか にすることがで きなか った。

6宮 島(1993)、 渡辺(1995a>、 渡 辺(1995b)な ど。

7太 田(2000)、 関口(2003)な ど。

8宮 島(1996)、 宮 島(2000)な ど。

9http://www.pref.shiga.jp/を 参照 。

10「 昭和61年 度滋 賀県統 計書 』p.43に よる。

11滋 賀県 同和 教育研 究会(2002)を 参 照。

12httpl〃wwwbiwa.nejp厂maihara1/gappei%20jyuumintouhyou%20chouchou.htmを 参照 。

13「 筆者 ら」と複数 にしてい るの は、本節 が第2部 第2章 最 終節 の筆者 である服部 圭子氏 との共同調 査 に基づ いて いるか らであ る。

14ボ ランティアはほ とん どが 日本 語 を母語 とする者 だが、 日本語 が上 達 した滞 日外 国人 が今 度 はボランティアとして参 加す る場 合

もあ る。

15こ の 「祖 国」とい う言 葉 も多 くの問題 をは らむ概念 であ る。

16http://wwwimmi-moj.gojp/toukei/index,htmlを 参照(2003,8,18.検 索)。

17宮 島(2003)p.20。

18本 稿 では、ニュー カマー を受 け入 れる住民 をホス ト住 民 とする。

19宮 島(2003)p.43。

20宮 島(2003)p,43。

21大 阪市 外 国籍 住民 施 策有 識者 会議(2002)、 京都 市 総務 局国 際化推 進 室(1997a)、 京都 市総 務局 国際化 推 進室(1997b)な

どを参照 した。

22こ の統 計で は 「台 湾」は 「中国」に含 まれて いる。

23http://wwwpr就osakajp/toukei/jinkou/index.htmlを 参 照(2003.8.18検 索)。

24岡 碑奇(1994)p.63。

25本 節 の土台 となる研 究で は大 阪大学 言語 文化研 究科博 士課 程で言 語文化 研 究プ ロジェクト「批判 的社 会言語 学 の可 能性 」のRA

でもある羅 曉勤 さんに国会 議事 録 の検索 やその他 の資料 収 集の 際に協 力して頂 いた。

26レ イノルズ秋 葉(2003)も 、国 会討 論の重 要性 につ いて述べ てい る。

27ク リティカル ・ディスコース ・アナ リシスに関 しては、野呂(2001>を 参照 。

28vanD茸k(1992)を 参 照。

29http://wwwmars.sphere.nejp/kasumi/html/archives/缸chives3.htmを 参照 。

30国 会 の議 事 録 は、 基 本 的 にす べ てhttp://kokkai.ndl.gojp/か ら検 索 した。 また、 以下 で 国会 議 事 録 を引 用す る場 合、

「010517・114参 一予 一11」という略号 を用 いる。これはその答 弁が 行 われたのが 平成1年5月17日 の参議 院予算 委員会 であることを示 している。

31「 官報 』平成2年5月24日p,78参 照。

32梶 原(2001>p.152。

33vanDilk(1992)p.87。

34仲 子(2003)に は、これ以 外 にも示唆 に富 む重 要 な指 摘が なされて いる。

35以 下、田中宏 と江橋 崇の発 言 は(011205-116一 参 ・法 一2)か らの引用 である。

36高 橋(2003)参 照 。
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2003年9月9日(朝 刊)26● 渡 辺雅 子 『就 労 と生活』(共 同研 究出稼 ぎ日系 ブラジル人;上;論 文篇)明 石書店1995a● 渡辺 雅子 「体

験 と意識 』(共 同研 究 出稼 ぎ日系ブ ラジル人;下;資 料篇)明 石 書店1995b
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一1
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岐路に立つ人文科学
Humani宝iesattheCrossroad

一2 場を越 える流れトランスナ ショナ リティ研 究,
TransnationalityStudies-TheFlowsinandoutofPlaces

一3
,

シル クロ ー ドと世界史
WorldHis‡oryReconsideredthroughtheSilkRoad

一4
.

イメ ー ジ と して の 〈日本 〉一 日本文学 翻訳の可能性
ImaginedJapan/JapaneseLiterature-Thepossibilityoftranslation

一5
◆

言 語 の 接 触 と混 交 一 日系ブラジル人の言語の諸相
LanguageContactandAdmixture-SociolinguisticPerspectivesonBrazilianNikkey

一6
◆
映像人文学
VisualHumanities

臨 床 と 対 話 一 マネジできないもののマネジメント一7
、 ClinicalDiabgues-ManagementoftheUnmanageable

映像 ・音響記録DVD一8
◆ AudiovisualDocumentsDVD
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